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第１ はじめに

１ 教育委員会の点検・評価を実施する趣旨

本市教育委員会では、明日の熊谷を担う人づくりを進めるため、「熊

谷教育の指針と施策」に基づいて教育行政を進めています。「熊谷教育

の指針と施策」とは、本市の長期的方針である「熊谷市総合振興計画」

（平成２０年度から平成２９年度まで）に基づく本市教育委員会の中期

的な方針（平成２５年度から平成２９年度まで）であり、「熊谷市教育

振興基本計画」と位置付けています。この中期的な方針に基づき、学校・

家庭・地域の連携に努め、「生きる力」をはぐくむ教育を推進し、「知・

徳・体のバランスのとれた力」の育成に取り組んでいます。

また、昨年度は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部

を改正する法律」が施行され、本市教育委員会は教育委員会委員長と教

育長の役割を一本化し、「教育行政における責任体制の明確化」、「迅速

な危機管理体制の構築」を図る新たな制度へと移行しました。市長が主

宰する総合教育会議において、市長と教育委員会の協議を経て市長が策

定した大綱に基づき、これまで以上に「市長との連携強化」を図り教育

行政を進めていきます。

教育委員会の活動については、「地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律」の規定により、「教育委員会は、毎年、その権限に属する事務

の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関す

る報告書を作成し、議会に提出するとともに、公表すること」とされ

ています。

このことから、本市教育委員会では、法の趣旨に則り、効果的な教育

行政の推進に資するとともに、市民の皆様への説明責任を果たすため、

「教育委員会の点検・評価」（以下「点検・評価」という。）を毎年実施

し、報告書にまとめています。今年度は初回の平成２０年度から数えて

９回目の点検・評価であり、平成２５年度から平成２９年度にわたる「熊

谷市教育振興基本計画」の４回目の評価となります。

大地震や天候不良等、近年、予想がつかない自然災害等が発生してい

る中、本市教育委員会では、学校を始めとする教育施設の安全確保に努

めてまいります。また、引き続き、基礎学力の定着を図り、全小、中学

校の指導水準を高めるとともに、必要な施設整備、事務の効率化やラグ

ビーワールドカップ２０１９に向けて機運の醸成を図る事業に重点を

置き、教育行政を推進していきます。
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２ 点検・評価の実施方法

点検・評価は、その年度の施策・事業の進捗状況を総括するととも

に、課題や今後の取組の方向性を示すものとし、毎年１回実施します。

なお、個々の事業の進捗状況については、可能な限り数値化に努め、

平成２８年１２月１日時点で把握できる最新の数字としました。

また、達成状況評価については、以下のとおりです。

今回の点検・評価にあたっても、その客観性を確保する観点から、

次の有識者に依頼し、御意見をいただきました。

・米山 実 氏 （元埼玉県教育局管理部長）

・嶋野 道弘 氏 （前文教大学教育学部教授）

Ａ 「順調である。」

Ｂ 「ほぼ順調であるが、改善の余地がある。」

Ｃ 「全体的な見直しが必要である。」
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第２ 熊谷教育の指針と施策（熊谷市教育振興基本計画より）

１ 策定の趣旨

明治２１年、市内弥藤吾に設立された『幡羅高等小学校』が、明治３１年、

保護者向けに配布した『家庭心得』には、「生徒保護者への御注意」として、

次のように述べられています。

教育は、明治のこの時代から学校・家庭・地域の連携協力によって、同一歩

調で進もうとしていました。約１００年後の現在、社会の進展は生活の利便性

を高める一方で、生活様式や家庭のあり方を変え、とりわけ子供たちの育成環

境を大きく変えました。

しかしながら、学校・家庭・地域の連携協力による同一歩調で教育を進めて

いくことの大切さは今も決して変わるものではありません。「家庭の教え」「学

校の教え」「世間の教え」のそれぞれが機能し、関わり合い支え合っていかなけ

れば、芽を出すことも、花を咲かせることも、実を結ばせることもおぼつかな

くなります。まさに、教育の原点、いわゆる親学の原点であり、「不易」のこと

です。

先達に学び、変えなければならないことと変えてはならないこととを見極め、

学校と家庭と地域社会とがそれぞれの役割を果たすことを基盤として、義務教

育の充実を図るとともに、各年代層の市民に対し適切な生涯学習の場を提供で

きる事業を積極的に推進してまいります。

熊谷市教育委員会は、熊谷教育の指針と施策をここに定め、時代や社会情勢

の変化に適切に対応するため、先達に学び、「不易」のことを見極めながら、教

育とは何かとの原点に立ち返り、あるべき教育を目指していきます。

拝啓 諺にも、教育の道は、家庭の教へで芽を出し、学校の教へで花が

咲き、世間の教へで実が成る、と申す程に有之候へば、学校と家庭とは、

常に相一致し、互いに力を協せ、同じ方向に相進み、小児をして世間の悪

き風習に染ましめぬ様に致し度事に御座候、因て、左の件々申進め置候間、

朝夕深く御注意成下され度候也。
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２ 指針と施策

（熊谷市総合振興計画より） 基本施策 地域に根ざした教育・文化のまち

（熊谷市総合振興計画より） 基本施策 市民と行政が協働するまち

重点施策 単位施策 具体的な取組

Ⅰ学校・家庭・地

域が連携して

子どもを育てる

１学校・家庭・地域

が連携して子ども

を育てる

○家庭教育学級や子育て支援講座の充実 ○親の学習講座

(親学）の推進 ○放課後子ども教室の定着・推進

Ⅱ確かな学力（知

・徳・体）を

身に付けさせる

１基礎的・基本的な

学習内容を定着さ

せる

２子どもの体力を

向上させる

３教職員の資質を

向上させる

○学力向上対策委員会の充実 ○学力向上補助員等の活用

○「埼玉県教育に関する３つの達成目標（学力）」の取組

○新体力テストの向上を目指した体力向上推進委員会の取

組 ○学校体育設備の充実 ○学校訪問、授業研究会の充

実 ○ 研究委嘱・研究委託事業の充実 ○学校訪問・各

種研修会・授業研究会等の充実 ○「熊谷教育 指導の重

点・努力点」を活用した指導

Ⅲ安全で快適な

学校づくりを

進める

１学校の建物や設備

を充実する

○小・中学校の校舎等の維持管理及び補修 ○屋内運動場

の改築 ○避難所としての学校防災機能の強化 ○給食調

理施設の充実 ○学校の緑化 ○情報教育の推進 ○図書

館図書の充実

Ⅳたくましく心

豊かな子どもを

育てる

１たくましくやる気

のある子どもを育

てる

２ノーマライゼーシ

ョン教育を推進する

○「熊谷の子どもたちは、これができます！」運動の取組

○「埼玉県教育に関する３つの達成目標（規律ある態度）」

の取組 ○幼稚園、保育所（園）、小・中学校の滑らかな接

続 ○ノーマライゼーション教育の推進 ○特別支援教育

の充実 ○通級指導教室の充実

Ⅴ魅力ある生涯

学習事業、施設

を拡充・整備す

る

１公民館等を充実

する

２図書館を充実する

○生涯学習計画の策定 ○生涯学習講座の開設 ○中央公

民館の移転整備 ○生涯学習人材バンクの充実・活用促進

○ 熊谷市を語れる（熊谷学）講師の養成・活用 ○社会

教育関係団体への支援 ○社会教育施設の改修整備 ○ス

ポーツ・文化村の整備・利用促進 ○図書資料の整備充実

○子ども読書活動の推進

Ⅵ芸術・文化活動

を支援する

１芸術・文化活動の

機会や情報を提供

する

２文化財の保護・継

承を図る

○スポーツ・文化村の整備・利用促進 ○芸術・文化活動

の機会、情報の発信の拡充 ○芸術・文化団体等への支援

○施設の改修整備 ○国宝「歓喜院聖天堂」の情報発信

○埋蔵文化財の調査報告 ○郷土の先人・偉人に学ぶ事業

○文化財の保護と活用 ○市史編さん刊行事業 ○古文

書・行政文書等の歴史資料の収集保存事業

重点施策 単位施策 具体的な取組

Ⅶ人権尊重の

まちをつくる

１人権啓発を推進

し、人権意識の高

揚を図る

○市民啓発の充実と推進

○人権相談・生活相談の充実

○人権問題研修会・講演会の開催

２人権教育を推進

し、人権尊重の心

をはぐくむ

○人権教育研修の拡充

○集会所事業等の見直しと効果的活用



第３　「熊谷教育の指針と施策」と「熊谷教育行政　平成２８年度各課の重点事業」との
　　　関係及び点検・評価

重点施策 単位施策 担当課

教育総務課 １

⑴ 各種支援事業による支援

学校教育課 ２

⑴ 開かれた学校づくり

社会教育課 ３

⑴ 家庭教育支援事業の充実

⑵ 青少年の体験活動の実施及び奨励

学校教育課 １ 学力向上補助員の配置

⑴ 学習指導の充実 学力向上テキスト

くまなびスクール

２ 国際化・情報化への対応

⑴ 国際性をはぐくむ教育の推進

⑵ 帰国・外国人児童生徒への日本語指導

⑶ 教育の情報化の推進

学校教育課 １

⑴ 学習指導の充実

⑵ 体育的活動の推進

⑶ 食育の充実

学校教育課 １ 魅力ある学校づくり

⑴ 教職員の資質の向上

２ 国際化・情報化への対応

⑴ 教育の情報化の推進

３ 適正な人事管理

⑴ 教職員の服務規律の徹底

⑵ 教職員評価システムの活用

⑶ 臨時的任用教員の速やかな配置

教育研究所・
研究部

４

⑴ 自然体験活動に関する調査・研究

⑵ 外国語活動に関する調査・研究

⑶ 情報教育に関する調査・研究

⑷ 教育相談に関する調査・研究

⑸ 特別支援教育に関する調査・研究

⑹ 幼稚園・保育所（園）と小学校との連携
に関する調査・研究

⑺ 言語活動に関する調査・研究

⑻ 登校支援対策に関する調査・研究

⑼ 教職員等への委託研究

教育研究所・ ５

研修部 ⑴ 学校経営研修

⑵ 人権教育研修

⑶ 教員等研修

⑷ 年次研修等実施運営及び支援

⑸ 研究紀要の発行

教育総務課 １ 教育施設等の整備・活用

⑴ 学校施設の改築・改修等

⑵ みどりのカーテンの整備

⑶ 学校施設の耐震化の推進

⑷ 太陽光発電設備の設置

⑸ 学校施設の有効活用

教育総務課・ ２ 生涯生きてはたらく健康教育の推進

学校教育課 ⑴ 学校安全の充実

⑵ 学習環境の充実

熊谷教育の指針と施策 熊谷教育行政　平成２８年度各課の重点事業

重　点　事　業

教育経費への経済的支援

魅力ある学校づくり

生涯学習の推進

魅力ある学校づくり

たくましい体と豊かな心の育成を目指した
学校体育の推進

教育活動の一層の充実を図るための調
査・研究

教職員の資質と指導力の向上を図る研修

熊谷教育のウリ（特色） 評価 ページ

Ｂ 8

Ａ 10

放課後子供教室の推進 Ａ 12

Ａ 15

ALTの配置、小学校英語
活動の実施、ラウンドシ
ステム

Ｂ 19

２　子どもの
体力を向上さ
せる

Ｂ 21

「熊谷教育 指導の重点・
努力点」の作成と活用
「熊谷のスタンダード」の
作成と活用

Ａ 24

Ｂ 26

Ｂ 27

教育課題に対応する各種
研修会、年次教員研修

A 32

小・中学校体育館の改築
による耐震化

小学校校庭芝生化事業

B 34

Ａ 37

Ⅰ　学校・家
庭・地域が
連携して子
どもを育て
る

１　学校・家
庭・地域が連
携して子ども
を育てる

Ⅱ　確かな
学力（知・
徳・体）を身
に付けさせ
る

１　基礎的・基
本的な学習内
容を定着させ
る

３　教職員の
資質を向上さ
せる 各調査研究リーフレットの

作成
B 29

Ⅲ　安全で
快適な学校
づくりを進め
る

１　学校の建
物や設備を充
実する
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重点施策 単位施策 担当課

学校教育課 １ 豊かな心の育成

⑴ 道徳教育の充実

⑵ 体験活動の推進

⑶ 教育相談活動の推進

⑷ 地域に根ざした生徒指導の推進

⑸ 生き方指導の充実

⑹ 読書活動の推進

教育研究所・
教育相談部

２

⑴ 不登校児童生徒等への相談対応及び
支援

⑵ 適応指導教室（さくら教室）における相談
及び指導

教育総務課 ３

⑴ 学校保健の充実

⑵ 学校給食の充実

４

⑴ 栄養バランスの取れた給食の提供

⑵ 地産地消のための地元食材の使用

⑶ 食物アレルギー児童生徒への対応

５ 衛生管理の徹底

⑴ 学校給食衛生管理基準に基づく適切な
運営管理

⑵ 給食材料の購入と適切な管理

⑶ 給食材料の放射性物質の測定

教育研究所 １ 魅力ある学校づくり

⑴ 特別支援教育の充実

教育研究所・
教育相談部

２

⑴ 就学児の実態に応じた適切な就学相談

⑵ 効果的な通常学級支援籍学習の推進

⑶ 特別支援学級に対する指導及び助言

⑷ 通級指導教室(ことば・きこえ、発達・情
緒)における相談及び指導

⑸ 発達障害を含む障害のある児童生徒等
への相談及び支援

⑹ 幼稚園・保育所（園）と小学校との連携
支援

社会教育課・ １ 生涯学習の推進

公　民　館 ⑴ 生涯学習計画の策定

文化センター ⑵ 生涯学習の機会提供の充実

⑶ 社会教育施設、設備の充実

⑷ 社会教育指導体制の充実及び指導者・
職員の資質向上

⑸ 社会教育関係団体との連携

公　民　館 ２

⑴ 学級講座学習計画の充実

⑵ 総合講座の内容の充実と推進

⑶ 学習活動グループへの支援・育成

⑷ 現代の課題に対する理解と認識を深め
る講座の充実

⑸ 市内公民館の組織の強化と事業の充実

⑹ 教育・行政・産業等関係機関との連携と
職員の資質向上

熊谷教育の指針と施策 熊谷教育行政　平成２８年度各課の重点事業

重　点　事　業

児童生徒の実態に応じた就学相談と教育
上の諸問題に対する支援

生涯生きてはたらく健康教育の推進

給食調理等の充実

児童生徒の実態に応じた就学相談と教育
上の諸問題に対する支援

生涯学習振興のための先導的取組の推
進

熊谷教育のウリ（特色） 評価 ページ

支援籍学習、通級指導教
室、幼保小連携、さくら教
室

Ｂ 44

受動喫煙検診、小児生活
習慣病予防健診
う蝕予防のためのフッ化
物洗口の実施

Ａ 46

Ｂ 49

Ａ 51

Ｂ 53

熊谷市スポーツ・文化村
「くまぴあ」の整備

文化センター耐震補強事
業

A 60

Ⅳ　たくまし
く心豊かな
子どもを育
てる

１　たくましく
やる気のある
子どもを育て
る

「熊谷の子どもたちは、こ
れができます！『4つの実
践』と『３減運動』の取組」

国宝・歓喜院聖天堂の見
学（中学校２年生）

Ａ 39

２　ノーマライ
ゼーション教
育を推進する 支援籍学習、通級指導教

室、幼保小連携、さくら教
室

Ｂ 56

Ⅴ　魅力あ
る生涯学習
事業、施設
を拡充・整
備する

１　公民館等
を充実する

Ｂ 63
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重点施策 単位施策 担当課

図　書　館 １

⑴ 資料の整備充実

⑵ 子ども読書活動の推進

⑶ 利用者へのサ－ビスの拡充

⑷ ＩＣタグ、電子書籍の導入

２ 地域読書活動の支援

⑴ 学校図書館支援事業の推進

⑵ 移動図書館サービス事業の推進

⑶ 福祉配本事業の拡充

３

⑴ 資料の整備及び施設等の環境整備充
実

⑵ 展示事業の充実

⑶ 講座等の開設による学習機会の拡充

４ 図書館から全国への情報発信

⑴ 出版物等を活用した情報発信

⑵ 地元作家の協力による情報発信

社会教育課 １ 生涯学習の推進

⑴ 芸術文化の充実

プラネタリウ ２ 幅広い内容の番組投影と観察体験の充実

ム館 ⑴ 社会的関心の高い番組制作

⑵ 天体観察会の拡充

⑶ 幼児用新番組の制作と活用の推進

⑷ 学校等の天体観察会への協力と支援

３

⑴ 小学４年生用番組の制作

⑵ 小学６年生用番組の制作

⑶ 中学３年生用番組の制作

社会教育課 １

⑴ 文化財の保護と活用の充実

⑵ 埋蔵文化財の保護と活用の充実

⑶ 文化財保護思想の普及・啓発事業の充
実

⑷ 江南文化財センターの管理、運営の充
実

⑸ 星溪園の管理、運営の充実

２

⑴ 市史編さんに関する調査・研究

⑵ 市史の刊行

⑶ 行政文書の収集・保存

社会教育課 １

⑴ 市民啓発の充実と推進

学校教育課 １

⑴ 人権教育の充実

教育研究所・ ２

研修部 ⑴ 人権教育研修

社会教育課 ３ 人権教育の推進

⑴ 集会所施設、設備の充実

⑵ 集会所指導事業の充実

⑶ 人権教育指導者の養成

⑷ 公民館における人権教育の推進

⑸ 各種団体及び企業における人権教育の
推進

⑹ 人権教育関係団体との連携

※　平成２８年度の評価達成状況評価とします。

Ａ　・・・　順調である。

Ｂ　・・・　ほぼ順調であるが、改善の余地がある。

Ｃ　・・・　全体的な見直しが必要である。

熊谷教育の指針と施策 熊谷教育行政　平成２８年度各課の重点事業

重　点　事　業

図書館利用の促進

美術・郷土資料展示室、教育普及活動の
推進

学習指導要領改訂に合わせた学習投影番
組の制作

文化財の保護・継承

市史編さん事業の推進

人権教育の推進

基本的人権の尊重

教職員の資質と指導力の向上を図る研修

熊谷教育のウリ（特色） 評価 ページ

Ａ 65

Ａ 72

郷土の歴史・文化・芸術
を発掘し、全国に発信

Ａ 74

くまがや「写真俳句」コン
テストを実施し、全国に発
信

Ａ 79

Ａ 80

独自の番組制作 A 82

37年間継続しているプラ
ネタリウム学習投影

Ａ 83

地域伝統芸能「今昔物
語」開催

Ａ 84

充実した熊谷市史の刊行 Ａ 88

１　人権啓発
を推進し、人
権意識の高
揚を図る

Ａ 91

Ａ 92

Ａ 93

Ⅴ　魅力あ
る生涯学習
事業、施設
を拡充・整

備する

２　図書館を
充実する

Ⅵ　芸術・文
化活動を支
援する

１　芸術・文化
活動の機会
や情報を提供
する

２　文化財の
保護・継承を
図る

Ⅶ　人権尊
重のまちを
つくる ２　人権教育

を推進し、人
権尊重の心を
は ぐくむ

Ａ 94

- 7 -
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重点施策Ⅰ・単位施策１ 【教育総務課】

【取組状況】

⑴ 各種支援事業による支援

ア 就園奨励事業

私立幼稚園が、保護者の所得に応じて保育料の一部を減免した場合に、私

立幼稚園へ補助金を交付した。保護者の経済的負担の軽減及び公立と私立の

幼稚園間の保護者負担の格差是正を図ることにより、幼稚園への就園を奨励

し、幼稚園教育の普及・充実を図った。また、今年度は、１園が子ども・子

育て支援新制度に移行し、本制度から除外されたことから、交付者数が減少

した。

[就園奨励補助金交付の状況]

イ 就学援助事業

経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、

就学費用の一部を援助することにより、義務教育の円滑な実施を図った。

【重点事業】

１ 教育経費への経済的支援

⑴ 各種支援事業による支援

【事業の目的】

経済的理由によって就学等が困難と認められる家庭の児童生徒等の教育費（私立幼

稚園、小・中学校、高校、大学等に係るもの）について、就園奨励、就学援助、育英

資金貸付事業等により、経済的な支援を行う。

【教育委員会の自己評価】

就園奨励事業及び就学援助事業については、市報、ホームページさらには私立幼稚

園及び小中学校を通じて制度の周知を図っている。また、支給に際しては、所得状況

等の把握を適正に行っている。

育英資金貸付事業については、借入時に学生本人が借入者であることを自覚させた

り、連絡のない滞納者を訪問する等の滞納対策を行っているものの、滞納額が増加傾

向にある。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８（見込み）

在園者数（５月１日） ２，５２７人 １，９５４人 １，７４７人

交付者数 ２，２１９人 １，７３２人 １，５２８人

割 合 ８７．８％ ８８．６％ ８７．５％
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[就学援助の状況]

ウ 育英資金貸付事業

経済的理由により、高等学校以上の学校への進学が困難な者に対し、学資

を貸与して、その才能の育成を図った。

[貸与額]

[育英資金新規貸付の状況]

エ 入学準備金貸付事業

高等学校等に入学する者のため、その入学に要する資金の調達が困難な保

護者に対して入学準備金を貸し付けることにより、保護者の経済的負担の軽

減を図り、教育の振興を図った。

[貸与額]

[入学準備金新規貸付の状況]

オ 奨学金利子支援事業

２８年度から、大学等卒業後の若年層に対し、奨学金返還の負担軽減を図

り、本市への転入・定住を促進することを目的に、奨学金の返還に係る利子

相当額について給付金を支給する。受付を２８年１０月から開始した。

【今後の取組】

育英資金貸付事業及び入学準備金貸付事業については、滞納額が年々増加して

いることから、訪問等による返済の催促をはじめ今後も更なる滞納整理の方法を

工夫しその強化に努めたい。

校 種 小 学 校 中 学 校

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ H28（見込み） Ｈ２６ Ｈ２７ H28（見込み）

全児童生徒数 10,086 人 9,898 人 9,744 人 5,350 人 5,279 人 5,207 人

認定者数 1,293 人 1,228 人 1,185 人 788 人 785 人 762 人

割 合 12.8％ 12.4％ 12.2％ 14.7％ 14.9％ 14.6％

高等学校・高等専門学校・専修学校高等課程 月額１万５千円以内

大学（短大を含む。）・専修学校専門課程 月額３万円以内

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

高校生 ３人 ２人 ７人

大学生 １３人 ２２人 ２１人

合 計 １６人 ２４人 ２８人

高等学校・高等専門学校・専修学校高等課程 ２５万円以内

大学（短大を含む。）・専修学校専門課程 ５０万円以内

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

高校生 ２人 ４人 年度末に実

施予定大学生 ３人 ５人

合 計 ５人 ９人
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重点施策Ⅰ・単位施策１ 【学校教育課】

【取組状況】

⑴ 開かれた学校づくり

ア 学校評価の実施と公表

すべての小・中学校で自己評価を実施し、ホームページや学校便り等を活

用して、その結果を保護者や地域に積極的に公表している。

イ 学校評議員制度の活用

すべての小・中学校で、地域の方５名以内に対して学校評議員を委嘱して

いる。年２～３回開催している運営委員会やフリー参観、運動会などの機会

を通じて、学校評議員に、各学校の自己評価並びに学校経営及び運営に対す

る意見を聴くなどして、学校運営に反映させた。

ウ 学校応援団の活用

校区連絡会を中心とした学校応援団（すべての小・中学校に組織されてい

る。）に対して学校応援コーディネーターを配置し、組織を整備した。また、

学校応援団により、登下校の見守り、環境整備、学習支援、部活動等の指導

補助が行われた。

エ 学校教育支援者の活用

学校の多様な教育活動や体験活動の充実を図るため、地域の方々の協力・

支援による授業を小・中学校とも１学級につき年１回実施する。

【今後の取組】

学校評価の質的改善を図り、地域の実態に応じて学校評議員制度を効果的に活

用しながら、今後も保護者や地域の方の意見に耳を傾け、学校評価を学校運営に

反映させていく。また、来年度からのコミュニティ・スクール（学校運営協議会

【重点事業】

２ 魅力ある学校づくり

⑴ 開かれた学校づくり

【事業の目的】

学校・家庭・地域が連携した教育活動を推進する。

【教育委員会の自己評価】

学校評価を公表することで、保護者や地域の方に情報発信するとともに、学校評議

員をはじめとする多くの保護者や地域の方に学校の教育活動に関わっていただいたこ

とにより、学校・家庭・地域が連携し、一体となった教育活動を推進することができ

た。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ａ Ａ Ａ Ａ



- 11 -

を設けた学校）の実施に向け、小学校と中学校の学区が同じ６地区（小学校６校、

中学校６校）を推進校として準備をすすめている。

学校応援団の活用に関しては、登下校の見守り、環境整備、学習支援等、各学

校の実態に応じた活用を進め、今後も学校応援コーディネーターを中心とした組

織の活性化を図っていく。

学校教育支援者の活用に関しては、学校の多様な教育活動や体験活動の充実を

図るため、地域の方々の協力・支援による事業を継続して実施していく。
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重点施策Ⅰ・単位施策１ 【社会教育課】

【取組状況】

⑴ 家庭教育支援事業の充実

ア 家庭教育講座や子育て支援講座等の充実

健全な家庭教育を支援するため、小・中学校及び未就学児の保護者を対象

に講座を開設している。

[実施状況]

イ 親の学習講座の推進

【重点事業】

３ 生涯学習の推進

⑴ 家庭教育支援事業の充実

⑵ 青少年の体験活動の実施及び奨励

【事業の目的】

親が「親」として成長し、子供の成長を支える親になろうとする気持ちや意欲に応

えていくことができるよう環境づくりを進める。

また、家庭教育に関する講座の充実や子供の体験学習の場づくりを推進するととも

に、学校・家庭・地域の連携を図れるよう環境づくりを進める。

【教育委員会の自己評価】

⑴ すべての小・中学校において、保護者を対象に「家庭教育に関する講座」を開

設した。また、学校の授業を通じて、全中学校の３年生を中心に「親になるため

の学習」を行うほか、その一環として実施する「赤ちゃんとのふれあい体験事業」

では、協力家庭数の増加により、いわゆる親学の充実が図れた。

⑵ 放課後子供教室は、地域の方々の協力によりすべての小学校区で実施され、宿泊

体験・農業体験・社会文化体験等、各地域で特色ある活動ができ、安心安全の居場

所作りとともに、子供たちと地域の方との交流も図ることができた。

また、各運営委員等を対象とした研修会の第１回目を７月に実施し、事業の啓発

とともに指導者の資質向上を図ることができた。第２回目は、２月に実施する予定

である。

子どもセンター事業では、年６回、「くまがやキッズ」を発行し、１１月１日ま

でに４回発行し、小・中学生にむけ情報発信をした。ウィークエンドサイエンスは、

１２月 1日現在、20 回計画したうちの１４回実施、わくわく探険隊は、7回計画し

たうちの 6回実施し、親子で体験する機会を設け、参加者から好評であった。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ａ Ａ Ａ Ａ

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1現在)

実施回数 ６４回 ５９回 ４１回

参加者数 ４，１６１人 ４，０３１人 １，７５３人
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全中学校において、保護者を対象とした「親が親として育ち、力を身につ

けるための学習」講座を、さらに教育課程とは別に、希望のある中学校にお

いては、生徒を対象に「親になるための学習」講座を開設している。

[実施状況]

⑵ 青少年の体験活動の実施及び奨励

ア 放課後子供教室の推進

未来の熊谷をつくる心豊かでたくましい子供たちを社会全体で育むため、

学校・家庭・地域が一体となり、小学生を対象に、学校や地域の社会教育施

設等で、放課後や週末の時間に、学習、文化活動、スポーツ活動、地域の方

との交流等を行っている。市内２９の全小学校区に設置している「放課後子

供教室運営委員会」に、地域の協力者をコーディネーターや教育活動サポー

ターとして配置し、各小学校区において運営等を支援している。

[実施状況]

イ 子どもセンター事業の充実

地域における子供たちの体験活動の機会の充実並びに家庭教育支援に関す

る情報収集・提供及び相談・紹介を行っている。子ども広報誌「くまがやキ

ッズ」は、年６回各１７，５００部発行のほか、体験事業を実施している。

○ウィークエンドサイエンス（抽選後の数字を含む）

○夏休み＆秋休みわくわく探検隊（抽選後の数字）

○本とのふれあい事業（小学校の放課後等で実施）

生 徒 保護者

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７
Ｈ２８

(12.1 現在)
Ｈ２６ Ｈ２７

Ｈ２８

(12.1 現在)

実施回数 ９２回 ７９回 年度末に調査 ５４回 ５９回 年度末に調査

参加者数 3,048 人 3,384 人 年度末に調査 3,486 人 4,031 人 年度末に調査

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1現在)

開催校 ２９校 ２９校 ２９校

実施回数 ５７５回 ５５１回 ３２０回

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ28(12.1 現在)

回 数 １９回 １９回 １４回

参加者数 １，３８４人 １，４３４人 １２７７人

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

回 数 ７回 ７回 ６回

参加者数 １８５人 １７５人 １４５人

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1現在)

回 数 等 １８校１５７回 １８校１５０回 年度末に調査

参加者数 ５，６８０人 ５，４０１人 年度末に調査
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【今後の取組】

⑴ 家庭教育支援事業では、学校や講師と連携を図り、講座の受講者に対し、家

庭教育に関する講座、体験の機会、保護者同士の交流・情報交換の場等を設け、

知識・情報の提供に努める。

⑵ 放課後子供教室では、各地域の指導者に対して情報提供することや充実した

研修会を開催することで、指導者同士の横のつながりを強め、活動の幅を広げ

ていく。

⑶ 子どもセンター事業では、関係機関・諸団体と連携を取るとともに地域の教

育力を発掘し、更なる体験活動の充実を図り、子供たちの活動を支援する。
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重点施策Ⅱ・単位施策１ 【学校教育課】

【取組状況】

⑴ 学習指導の充実

ア 学力向上対策の推進

二学期制の実施により、各学校では、指導と評価の一体化を図るための通

知票を作成し、児童生徒の学力向上対策を推進している。 また、学習支援充

実事業「くまなびスクール」の拡充、英語ラウンドシステムの導入など、学

力向上に取り組んでいる。

イ 学校研究課題に基づく校内研修への支援

教師が常に学び続ける姿勢を持ち、授業力・指導力の向上を図ることが子

供たちの学力向上につながると考え、各学校における校内授業研究会等に、

指導主事や指導委員を派遣し、研究課題の解決に向けた指導を継続的に行い、

その充実を図った。

[指導主事・指導委員の派遣回数]

なお、平成２８年度の指導主事・指導委員の派遣１７８回のうち、年間計

画に位置付けられた派遣が５０回、各学校から要請を受けた派遣が１２８回

である。

【重点事業】

１ 魅力ある学校づくり

⑴ 学習指導の充実

【事業の目的】

子供たち一人一人にきめ細やかな指導を行うとともに、家庭学習の習慣化を図るこ

とにより、確かな学力を身に付けさせる。

【教育委員会の自己評価】

学力向上テキストを配布して、授業と家庭学習で活用することにより、反復学習や

家庭での学習の習慣化を図った。また、学習支援充実事業「くまなびスクール」の拡

充や学力向上補助員の増員、英語の授業でラウンドシステムの導入による授業改善

等、児童生徒一人一人へのきめ細かな指導を更に充実させることができた。

本市の「全国学力・学習状況調査」の結果は、小学校はすべての教科において、中

学校は国語Ａ・Ｂ、数学Ｂにおいて全国平均を上回り、本市の学力向上の取組は確実

に成果をあげた。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ａ Ａ Ａ Ａ

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

派遣回数 ２０７回 １９５回 １７８回
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ウ 学力向上テキストの配布と作成

国語・算数（数学）・の基礎的・基本的な学習内容の確実な定着を図るた

め、平成２１年度に作成したテキストの内容を毎年改訂し、小学校では全４

年生に、中学校では全１年生に配布した。平成２６年度から、中学校のテキ

ストには英語を加え、今年度は全国学力・学習状況調査で課題が見られた問

題を掲載した。また、昨年度に引き続き、外国語活動の増補版音声ＣＤを新

たに作成し、全小・中学校に配布し、活用した。

エ 映像版学力向上テキストの活用

授業の進め方や発問のポイント、板書の書き方等、優れた授業を映像とし

て編集したＤＶＤを小・中学校に配布するとともに、熊谷市教育委員会研修

でも活用し、教職員の授業力向上を図った。

オ 学力向上補助員の活用

学力向上補助員を増員し、すべての学校に配置している。また、重点的に

学力向上が必要とされる学校には２～３名配置している。

カ 観察実験アシスタントの活用

理科の授業における観察実験活動の充実を図ることを目的として、理科に

課題のある小・中学校や学級数の多い学校を中心に観察実験アシスタントを

配置した。

キ 「平成２８年度全国学力・学習状況調査」の取組

本年度の平均正答率は、小学校においては、全ての科目において全国・県

の平均正答率を上回った。中学校においては、全ての教科において県の平均

正答率を上回ったが、数学Ａのみ全国の平均正答率を下回る結果となった。

児童生徒質問紙調査では、「熊谷の子どもたちは、これができます！『４つ

の実践』と『３減運動』」の取組によって、毎日朝食を食べる児童生徒の割合

や、家庭学習をする児童生徒の割合が、国や県の平均を大きく上回る結果と

なっている。このことから、学力の土台が確実に作られつつあることがわか

る。なお、「熊谷の子どもたちは、これができます！『４つの実践』と『３減

運動』」の取組状況については、４０ページに掲載している。

[各教科の平均正答率]

【小学校 第６学年】 （単位 ％）

年 度 Ｈ１６ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

配置人数 ２５人 ５８人 ７３人 ７８人 ８５人

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

全 国 ７２．９ ５７．８ ７７．６ ４７．２

埼玉県 ７１．６ ５６．７ ７５．９ ４６．３

熊谷市 ７４．７ ５８．４ ７８．５ ４７．２
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【中学校 第３学年】 （単位 ％）

[児童生徒質問紙調査から]

質問 学校の授業以外に、普段（月～金）、１日当たりどれくらいの時間勉

強しますか（学習塾や家庭教師を含む。）。

（「１時間以上」と回答した児童生徒の割合：単位％）

質問 家で、学校の授業の予習をしていますか。

（「している」「どちらかといえばしている」と回答した児童生徒の割合：単位％）

質問 家で、学校の授業の復習をしていますか。

（「している」「どちらかといえばしている」と回答した児童生徒の割合：単位％）

ク 「平成２８年度埼玉県学力・学習状況調査」の取組

各校が一人一人の学力を高めるために、計画的に学力向上対策に取り組み、

本市の平均正答率は、小・中学校ともに、すべての学年（小４～中３）で県

の平均正答率を上回る結果となった。

[各学年の平均正答率]

【小学校 第４学年】 （単位 ％）

国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ 数学Ｂ

全 国 ７５．６ ６６．５ ６２．２ ４４．１

埼玉県 ７４．９ ６５．６ ６０．３ ４３．２

熊谷市 ７６．２ ６６．８ ６１．３ ４５．０

小学校 第６学年 中学校 第３学年

全 国 ６２．５ ６７．９

埼玉県 ６３．１ ７０．１

熊谷市 ７０．２ ７２．９

小学校 第６学年 中学校 第３学年

全 国 ４３．３ ３４．２

埼玉県 ５２．９ ４０．５

熊谷市 ６３．２ ４６．９

小学校 第６学年 中学校 第３学年

全 国 ５５．２ ５１．０

埼玉県 ６２．４ ５３．７

熊谷市 ７３．６ ６４．７

国語 算数

埼玉県 ５９．９ ６８．６

熊谷市 ６２．５ ７０．８
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【小学校 第５学年】 （単位 ％）

【小学校 第６学年】 （単位 ％）

【中学校 第１学年】 （単位 ％）

【中学校 第２学年】 （単位 ％）

【中学校 第３学年】 （単位 ％）

【今後の取組】

「生きる力」を育む教育を推進し、「知・徳・体のバランスのとれた力」を育成

するため、「熊谷の子どもたちは、これができます！『４つの実践』と『３減運動』」

に引き続き取り組んでいく。

「熊谷教育推進プロジェクト学力向上対策委員会指導法研究部会」において、

学び合い学習を取り入れた授業実践を指導案例としてまとめ、アクティブ・ラー

ニングを導入した指導方法を例示し、市内の教職員の授業力の向上を図る。

学習支援事業「くまなびスクール」について、推進委員会の設置、各校へのコ

ーディネーターの配置、学力向上テキスト（国語・算数（数学）・英語）の活用等、

更に内容の充実を図る。

学力向上補助員を各学校の実態に応じて計画的に配置し、児童生徒のきめ細やか

な指導の充実を図り、引き続き、更なる学力向上を目指す。

国語 算数

埼玉県 ６４．５ ６８．９

熊谷市 ６７．６ ７１．６

国語 算数

埼玉県 ６０．４ ６５．８

熊谷市 ６３．５ ６８．６

国語 数学

埼玉県 ５９．０ ６３．９

熊谷市 ６１．１ ６６．７

国語 数学 英語

埼玉県 ５８．０ ６０．１ ５８．２

熊谷市 ５９．１ ６２．９ ６０．０

国語 数学 英語

埼玉県 ５６．３ ６２．６ ５９．２

熊谷市 ５８．０ ６４．４ ６０．７
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重点施策Ⅱ・単位施策１ 【学校教育課】

【取組状況】

⑴ 国際性をはぐくむ教育の推進

ア 英語指導助手(ＡＬＴ)との協同授業の充実

すべての小・中学校にＡＬＴを年間を通して配置し、協同授業を実施して

いる。

イ ＡＬＴの小学校訪問及び外国語活動の実施

平成２２年度から全小学校５・６年生に対して、年間３５時間以上の外国

語活動を実施している。また、全小学校で３～６年生を対象に外国語活動の

短時間活動（モジュール学習）を実施している。

【重点事業】

２ 国際化・情報化への対応

⑴ 国際性をはぐくむ教育の推進

⑵ 帰国・外国人児童生徒への日本語指導

⑶ 教育の情報化の推進

【事業の目的】

児童生徒一人一人が国際社会の一員として海外との結びつきを感じ、豊かな語学力

を身に付けて異文化体験を積むことで、国際社会で活躍する人材を育成していく。

また、情報化の進む中、児童生徒が誤った情報や不要な情報に惑わされることなく、

真に必要な情報を取捨選択し、自らの情報を発信する能力を身に付けさせる。

【教育委員会の自己評価】

すべての小・中学校において、英語指導助手（ＡＬＴ）との協同授業体制を整える

ことで、生きた英語にふれたり、実際に英語を使ったりする機会の充実が図れた。ま

た、市内の全中学校１年生から、ラウンドシステムを導入した英語の授業に取り組ん

だ。さらに、市内の全小学校で、３～６年生を対象に外国語活動を毎日行った。平成

３０年度には、市内の全中学校でラウンドシステムを導入した英語の授業となり、こ

の成果を見て、Ａ評価とする予定である。今後も、よりよい授業づくりに向けて、教

員研修を含め指導力の向上を目指していく。

日本語指導を必要とする児童生徒全員に対して、日本語指導臨時職員を派遣するこ

とで、個々の能力等に応じた対応ができた。日本語指導を必要とする児童生徒は年々

増加しており、それに対応する臨時職員の確保が課題である。

情報モラル教育については、「くまがやコンピュータ学習カルテ」の活用を推進す

ることで、正しい判断力や公共心を育成することができた。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

年 度 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

配置（ＡＬＴ）人数 ２２人 ２２人 ２２人 ２２人
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ウ ラウンドシステムを導入した英語教育の推進

・研究授業の開催

・大学教授を指導者に迎えた、全英語科教員の参加による研修会の実施

・ラウンドシステムガイドブック、ＩＣレコーダーの配布と活用

⑵ 帰国・外国人児童生徒への日本語指導

帰国・外国人児童生徒を対象に、日本語指導臨時職員を派遣してきめ細かな

指導を行い、日本語指導及び学校生活への適応指導に当たっている。

⑶ 教育の情報化の推進

コンピュータ等を活用した情報教育の推進

児童に「くまがやコンピュータ学習カルテ」を配布し、小学校でのコンピュ

ータ活用における指針を示した。また、コンピュータ学習作品展を開催し、児

童生徒の学習発表の場とした。

【今後の取組】

来年度は、ラウンドシステムを導入した授業が２年目を迎える。研修会や研究

授業をより充実させるとともに、授業づくりに向けた教員同士の情報共有の場に

ついてもさらなる整備を進める。

今後も、各学校からの要請に基づき、日本語指導臨時職員を必要に応じて派遣

していく。

コンピュータを学習活動に効果的に活用するとともに、情報モラル教育の充実

に向け「くまがやコンピュータ学習カルテ」の内容を検討する。また、校長会や

教頭会はもとより、情報主任会などを通して、情報教育の啓発を図る。コンピュ

ータ学習作品展については、中学校の参加校を増やし、多くの児童生徒の学習成

果の発表の場とするとともに、児童生徒の励みになるように、優秀賞などの賞を

継続していく。

デジタル教科書を用いた授業実践について研究する。
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重点施策Ⅱ・単位施策２ 【学校教育課】

【取組状況】

⑴ 学習指導の充実

ア 基礎、基本の確実な定着及び体力向上をめざした学習指導の推進

県保健体育課訪問では、吉岡小学校において「タグラグビー」の公開授業

及び体育科経営についての研修会を行った。また、市教育研究会主催の学習

指導研究協議会では、三尻小学校において「体つくり運動」、大幡中学校にお

いて「球技（バレーボール）」の研究協議を行った。各校ではそれぞれの運動

種目についてアクティブ・ラーニングを取り入れ、主体的に取り組む授業を

工夫した。また、学習内容を明確にし、運動量の確保を意識した授業が増え

た。さらに、「熊谷市児童生徒の体力向上をめざして」を継続して発刊した。

イ 指導者研修の充実

中学校体育教諭を対象に「柔道」の研修会を実施した。また、小学校教諭

を対象に埼玉県ラグビー協会との共催による｢タグラグビー」の指導者講習会

を実施し、５０名がタグラグビーティーチャー指導者認定証を取得した。小

学校体育実技講習会では、体つくり運動、ボール運動、表現運動、水泳を実

施した。県保健体育研究協議会では、成田小学校において「陸上（ハードル

【重点事業】

１ たくましい体と豊かな心の育成を目指した学校体育の推進

⑴ 学習指導の充実

⑵ 体育的活動の推進

⑶ 食育の充実

【事業の目的】

体育、保健体育の授業、業前、業間の取組や部活動、食育の充実を推進することで、

児童生徒のたくましい体と豊かな心を育成する。

【教育委員会の自己評価】

県体育・保健体育研究協議会や実技研修会を通して、教職員の資質向上、学習指導

の質的向上が図られてきているが、アクティブ・ラーニングを取り入れた授業につい

ては、更に工夫が必要である。また、新体力テストの結果で、県平均を上回る項目の

割合が高まり、それを維持していくことでＡ評価になると考える。

小学校では業前又は業間に、中学校では部活動を中心として、体力づくりに取り組

んでいる。特に、小学校の逆上がり調査では、１回目の結果をもとに、各学校で工夫

した取組を行い、２回目の調査では達成率が向上した。

栄養教諭や学校栄養職員とのＴＴ授業では、専門性を生かした食育の指導を行い、

児童生徒の｢食｣に関する意識を高めることができた。今後は、多くの学校で栄養教諭

等を活用し、アクティブ・ラーニングを取り入れることが課題である。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
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走）」、籠原小学校において「鉄棒」、三尻中学校において「球技（ハンドボー

ル）」、富士見中学校において「ダンス」、大麻生中学校において「保健学習」

について、それぞれ研究し、発表した。県体育授業研究会では、熊谷南小学

校において「ボール投げゲーム」「高跳び」｢タグラグビー｣、熊谷東中学校に

おいて｢柔道」「ダンス」を発表した。

ウ 体育指導専門員の活用

専門的な知識のある専門員が、熊谷市内すべての小中学校に年６回～８回

訪問し、指導することにより、教師の指導力の向上及び児童生徒の体力の向

上を図った。

エ ＡＲＵＫＡＳ ＫＵＭＡＧＡＹＡによるタグラグビー教室を全２９小学校

において４～５年生を対象に実施し、技術向上だけでなくラグビーワールド

カップへの啓発につながった。

⑵ 体育的活動の推進

ア 新体力テストの向上を目指した体力向上推進委員会の取組

熊谷教育推進プロジェクト「体力向上推進委員会」において、小・中学校

とも「体力・運動技能の向上」と「生活習慣の改善」を重点目標として取り

組んだ。体力向上の意識を高めるために、新体力テストの各学校の結果を一

覧表にまとめて配布し、各学校で自校の課題と取組についての検証シートを

作成した。また、各学校の取組を掲載した研究紀要を充実させるとともに、

体力優良校の実践事例を発表し、研修する機会を設けた。小学校では逆上が

り、中学校では持久走において効果のある取組について調査研究を行った。

イ 新体力テストの結果

[新体力テストで県平均を上回った項目の割合

学習指導の充実、体育指導専門員の活用、体力向上推進委員会の取組によ

って、数値の向上が大きく図られた。

ウ 業前・業間運動、部活動の推奨と支援

日々の体育授業や業前・業間運動について情報交換するとともに、運動部

活動を充実し、家庭・地域と連携しながら体力・運動能力の向上に向けた取

組を行った。体育的活動については、体力向上広報新聞「やく動」（年６回発

行）を家庭に配布し、授業実践及び体力向上策の情報を提供することにより、

家庭との連携を図った。運動部活動においては外部指導者を派遣するととも

に、新たに運動部活動支援員２名を配置し活性化を図った。また、今年度か

ら、富士見中学校にラグビー部を新設した。

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

県平均を上回った項目

（小学校９６項目中）

９０項目

９３．８％

９３項目

９６．９％

９５項目

９８．９％

県平均を上回った項目

（中学校４８項目中）

２３項目

４７．９％

３４項目

７０．８％

４１項目

８５．４％
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⑶ 食育の充実

熊谷教育推進プロジェクト「体力向上推進委員会保健安全部会」では、基本

的生活習慣改善のための取組として、熊谷市ＨＱＣシートを各学校の実態に応

じて修正し、全小･中学校で活用した。さらに、栄養面と運動について「バラン

スの良い朝ごはん」の研究を進めた。

また、学校から、子供の食について助言や働きかけを行う等、学校・家庭・

地域が連携しながら食環境の改善に努めている。栄養教諭配置校以外の学校で

も、栄養教諭が授業や集会の中でゲストティーチャーとして講話をしたり、Ｔ

Ｔにより、直接指導に当たったりするなど、食育の取組を推進している。学校

食育主任会等においては、栄養教諭の授業実践を報告したことにより、食育に

対する教師の意識が更に高まった。栄養教諭３名の総派遣回数は延べ１４４回、

総派遣学校数は延べ２１校、総授業実施時間は３０６時間、授業以外の集会や

家庭教育学級での指導回数は１３回、栄養教諭を活用した学校数は７校となっ

ている。

【今後の取組】

小学校では、運動量の確保並びに運動の楽しさや喜びを十分味わわせ、運動好

きな児童を育てる。

中学校では、学習課題を明確にし、運動を好きにさせる授業を実践し、体力及

び運動技能を高める。

今後も、子供たちの体力の向上を図る方策を研究するとともに、授業以外でも

運動に親しむ機会を設けるなど、体力向上の取組を推進していく。新体力テスト

に関しては、児童生徒一人一人に具体的な数値目標をもたせ、達成できるまで練

習するなど本市の達成目標に向け、学校の課題として取り組む。また、教師の指

導力向上のための資料の提供と研修の充実を図る。

ラグビーワールドカップ２０１９やオリンピック・パラリンピックに向けて、

全小・中学校で、「総合的な学習の時間」のカリキュラムの改善を図り、教科横断

的な学習を行っていく計画である。

食に関する指導については、全小・中学校で全体計画や年間指導計画を整備し、

着実に実践できるよう指導・助言をする。

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

運動部外部指導者数 ４４名 ４８名 ５０名
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重点施策Ⅱ・単位施策３ 【学校教育課】

【取組状況】

⑴ 教職員の資質の向上

ア 学校訪問・各種研修会・授業研究会等の充実

公立の幼稚園及び小・中学校をすべて訪問し、学校経営をはじめ、１時

間ごとの学習内容を明確にした授業が行えるよう指導・支援しているところ

である。また、夏季休業日を中心に、教職員の資質向上のための研修を実

施した。

イ 研究委嘱事業の推進

[平成２８年度 熊谷市教育委員会研究委嘱校]

研究委嘱の期間を２年間とし、１６校で実施している。

[平成２８年度 熊谷市小中一貫推進モデル事業]

【重点事業】

１ 魅力ある学校づくり

⑴ 教職員の資質の向上

【事業の目的】

子供たちに「確かな学力」を身に付けさせるため、教職員の資質の向上に努め、授

業がわかりやすいものとなるよう工夫改善を図る。

【教育委員会の自己評価】

学校訪問や校内授業研究会等で「熊谷教育 指導の重点・努力点」を活用した指導・

支援を行うことで、各学校では学習内容を明確にした授業を行うことができた。

また、夏季休業日を中心に各種研修会を実施し、指導主事による講義や模擬授業、

市内の優秀な教員の実践から学ぶ機会等を充実させることができた。

以上により、教職員の資質の向上については、十分な成果があがっている。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ａ Ａ Ａ Ａ

小学校 中学校

委嘱校数 うち発表校数 委嘱校数 うち発表校数

学習指導 ６校 ３校 ４校 ２校

人権教育 ２校 １校 ２校 １校

心豊かな人づくり １校 ０校 1校 ０校

研究委嘱校 長井小学校

秦小学校

妻沼小学校

妻沼東中学校
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[平成２８年度 いじめ防止のための望ましい人間関係づくり]

[平成２８年度 生徒指導における小中一貫推進モデル事業]

[平成２７・２８年度 埼玉県道徳教育研究推進モデル校]

ウ 熊谷市教育研究会への支援

各教科等の主任会や学習指導研究協議会において、今年度の国、県、市の

学力調査や、学力向上に関する取組例など、最新の教育情報を提供し、各学

校の教育課程編成や教科指導の研究等への指導・助言を行った。

エ 「熊谷教育 指導の重点・努力点」を活用した指導

学校訪問や校内研修会等の機会を捉えて、「熊谷教育 指導の重点・努力点」

を「生きる力をはぐくむ教育の推進」のための指導指針として活用し、授業

力の向上を図った。

オ 「熊谷のスタンダード」の作成と活用

教職員向けの冊子「熊谷のスタンダード」の活用を図った。この冊子は、

「幡羅高等小学校 家庭心得」をはじめとする熊谷教育がよりどころとする

ものや、生活や学習のスタンダード（標準となるもの）を示している。各小・

中学校は、これを参考にして、それぞれの学校におけるスタンダードを作成

し、活用するとともに、その見直しも行っている。

【今後の取組】

学校課題の解決に向けた研究委嘱を行うとともに学校訪問等で明らかになった

課題をもとに、「熊谷教育 指導の重点・努力点」の内容等の見直しを図る。具体

的には、平成２４年度から掲載している学習指導案例を毎年新たな内容にし、前

年度とは異なる単元の指導案例を掲載することで、各学校への指導・支援の充実

を図る。

研究委嘱校 荒川中学校

研究委嘱校 市田小学校

吉見小学校

大里中学校

研究委嘱校 妻沼西中学校
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重点施策Ⅱ・単位施策３ 【学校教育課】

【取組状況】

⑴ 教育の情報化の推進

情報教育及びコンピュータの操作技能に係る指導力向上のため、情報モラ

ル・セキュリティ研修会、ホームページ作成研修会を実施した。合計で、延べ

５８名の教員が参加した。

【今後の取組】

授業に役立つ内容や教職員の課題を解決する場となる研修にするなど、教職員

のニーズに対応した研修へと改善していく。

デジタル教科書を用いた授業実践について研究し、さらなる普及を図る。

【重点事業】

２ 国際化・情報化への対応

⑴ 教育の情報化の推進

【事業の目的】

教職員の研修会等により情報機器の操作技能や指導力の向上を図る。

【教育委員会の自己評価】

情報モラル・セキュリティ研修会及びホームページ作成研修会を実施し、情報教育

の指導法について専門性を高め、学校ホームページの内容の充実を図った。

デジタル教材の効果的な活用についての更なる研究が課題である。

また、デジタル教科書を用いた授業をさらに普及していくことが、Ａ評価となる要

因と考えている。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
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重点施策Ⅱ・単位施策３ 【学校教育課】

【取組状況】

⑴ 教職員の服務規律の徹底

教職員事故の絶無を期し、定例校長会での指導や綱紀粛正の通知文書を通して、

教職員の服務規律の周知徹底を指示した。

各学校において、県の教職員事故防止期間(１０月１日から１１月３０日)にチ

ェックリスト等を作成させて、取組内容を報告するなど服務規律の徹底を図って

いる。

初任者・臨時的任用教員等の若手教員には「初任者の育成について」リーフレ

ットを活用して指導するとともに、定期的に面談を実施したり、各学校への初任

者訪問を実施したりして、初任者をはじめとする教員の状況を把握し、服務規律

の徹底に取り組んでいる。

教職員事故防止のリーフレットを作成・配布し、校長から具体的に説明させ、

服務規律の徹底を図った。

【重点事業】

３ 適正な人事管理

⑴ 教職員の服務規律の徹底

⑵ 教職員評価システムの活用

⑶ 臨時的任用教員の速やかな配置

【事業の目的】

事故防止対策について具体的に示した資料を作成し教職員に配付し、また、チェッ

クリスト等により予防策を講じるとともに、教職員研修を充実させる。

また、教職員評価システム（新人事評価制度）を活用し、計画的、継続的に学校力

の向上、教職員の資質･能力の向上を図る。

【教育委員会の自己評価】

⑴ 管理職研修、職員研修を充実させ、教職員の服務規律の徹底を図っている。年休

の計画的な取得等に課題がある。

⑵ 教職員の資質・能力の向上、学校力の向上のために教職員評価システム（新人事

評価制度）を活用し、適正な人事管理に努めた。

⑶ 教育事務所、市教育委員会、各学校と連携を密にし、臨時的任用教員を配置する

ことでができた。時期によって人材が不足することに課題がある。

上記の課題を改善していくことで、Ａ評価になると考える。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
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⑵ 教職員評価システムの活用

「教職員の資質・能力の向上」「学校全体の活性化」「チームワークづくりの

促進」「児童生徒、保護者、県民からの信頼感の醸成」を目的に、教職員評価シ

ステム（新人事評価制度）を活用した。

平成２７年度から始まった新人評価制度研修の適正な運用を行うため、管理

職を対象とした研修会を施行した。

平成２７年度 熊谷市校長新人事制度研修会 ３回実施

熊谷市教頭新人事制度研修会 ２回実施

平成２８年度 熊谷市校長新人事制度研修会 ６回実施

熊谷市教頭新人事制度研修会 ３回実施

⑶ 臨時的任用教員の速やかな配置

教職員の配置について、各学校、教育事務所と連絡を密にし、任用状況の把

握、病休等の突発的な欠員への速やかな配置対応を行っている。

【今後の取組】

教職員綱紀粛正に関して、できるだけ具体的に実例を示し、教職員に何がい

けないのかを分かりやすく説明し、不祥事防止に努める。同時に管理職の教職

員との関わりを深め、実態の把握に努める。

学校教育目標の達成に向け、新人事評価制度のさらなる周知徹底、活用を図

り、教職員評価システムの実効性を高める。

今後も適正な人事管理に努め、教育への信頼を高められるように取り組む。

また、学習指導・生徒指導に加え、若手教員の増加による研修期間の確保、保

護者・地域等との連携に伴う対応等、夜遅くまで勤務している実態に対して、

教職員の健康増進、勤務負担軽減に向けて、今後も定期的に指導をしていく。

さらに、臨時的任用教員や非常勤講師の適切かつ速やかな配置のため、学校と

連携を図る。



- 29 -

重点施策Ⅱ・単位施策３ 【教育研究所・研究部】

【取組状況】

⑴ 自然体験活動に関する調査・研究

海浜学校等で見られる生物の写真、水辺の生物を観察する際の注意点等を

記した「野外活動ハンドブック 海浜学校編」を作成し、小学校６年生全員

に配布した。

また、学校生活で見られる草花等について、解説や遊び方を記した「先生

と探そう！校庭で見られる植物(春・秋)」を作成し、各学校に配布した。

⑵ 外国語活動に関する調査・研究

校内研修会及び授業研究会を実施し、「熊谷市小学校外国語活動事例集」を活

用した授業の推進を図るとともに、熊谷の外国語活動において活用できる「外

国語活動短時間学習リーフレット」を作成した。

【重点事業】

４ 教育活動の一層の充実を図るための調査・研究

⑴ 自然体験活動に関する調査・研究

⑵ 外国語活動に関する調査・研究

⑶ 情報教育に関する調査・研究

⑷ 教育相談に関する調査・研究

⑸ 特別支援教育に関する調査・研究

⑹ 幼稚園・保育所（園）と小学校との連携に関する調査・研究

⑺ 言語活動に関する調査・研究

⑻ 登校支援対策に関する調査・研究

⑼ 教職員等への委託研究

【事業の目的】

学校経営、教育方法、教育機器の利用等に関する調査及び研究を進め、その成果を

研究資料として教員に配布するなどして市内に広め、教員の指導力の向上を図る。

【教育委員会の自己評価】

それぞれ分野ごとに調査研究を進め、その成果として、具体的な指導事例をまとめ

たリーフレットや教材を開発し、各学校に配布した。これらを活用することで、教職

員の指導力の向上に資することができた。

教職員等への委託研究では、委託研究を実施したグループと個人が実践発表を行っ

た。また、発表会を２年次教員研修としても位置付け、教職員の指導力の向上を図る

ことができた。

若手教員育成の観点から、研究協力員に若手教員を多く登用したり、委託研究に積

極的に応募するよう働きかけたりすることが課題である。

上記の課題を改善していくことで、Ａ評価になると考える。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
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⑶ 情報教育に関する調査・研究

ＩＣＴ活用能力の向上を目指し活用している「くまがやコンピュータ学習カ

ルテ」の内容を検討した。デジタル教科書を用いた授業実践について研究し、

資料としてまとめた。

⑷ 教育相談に関する調査・研究

児童生徒理解の促進のための具体的方策及び児童生徒が生き生きと活動でき

る、よりよい学級づくりや授業づくりについて研究し、資料としてまとめた。

⑸ 特別支援教育に関する調査・研究

通常の学級担任及び通級指導教室担当教員合同の研修会を実施した。また、

通常の学級における配慮を必要とする児童生徒への気付きや具体的な指導・支

援についてのあり方をまとめた。

⑹ 幼稚園・保育所（園）と小学校との連携に関する調査・研究

小学校１年生担任対象の「小１プロブレム対応研修会」や「幼保小合同研修

会」において、幼保小連携の実践事例を紹介したり、入学説明会や一日体験入

学、幼保小の授業参観や懇談会等についての情報交換を行ったりした。また、

これらの成果をパンフレットにまとめた。

⑺ 言語活動に関する調査・研究

児童生徒の思考力・判断力・表現力等を向上させるために、アクティブ・ラ

ーニングを取り入れた「言語活動の充実」を更に推進し、各教科等の事例をま

とめたリーフレットを作成した。

⑻ 登校支援対策に関する調査・研究

関連資料等を活用し、登校支援のための調査・研究を行い、不登校の児童生

徒や保護者への支援について焦点化した「教育相談ハンドブック」を作成した。

⑼ 教職員等への委託研究

グループと個人に研究を委託した。計画に基づき研究を進め、研究発表会に

おいて実践発表を行うとともに、資料をまとめ、小・中学校に配布した。

【今後の取組】

⑴ 自然体験活動に関する調査・研究

ハンドブックの見直しを行い、絵や写真を多く入れて分かりやすくするとと

もに、海浜学校での水辺の生物の観察がスムーズに行われるようにする。

⑵ 外国語活動に関する調査・研究

校内研修会及び授業研究会を実施し、「熊谷市小学校英語活動事例集」の授業

での活用推進を図るとともに、小・中学校の系統、接続をふまえた研究を行う。

また、実践事例を掲載した外国語学習短時間学習リーフレットを作成し、教職

員の指導力の向上を図る。
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⑶ 情報教育に関する調査・研究

「くまがやコンピュータ学習カルテ」を毎年見直し、ＩＣＴの発展に対応で

きるようにする。また、全校で取り組める指導事例を作成し、教職員の指導力

の向上を図る。

⑷ 教育相談に関する調査・研究

カウンセリングスキルの向上に向けた研究を進め、具体的な対応事例をまと

めたリーフレットを作成し、教職員の指導力の向上を図る。

⑸ 特別支援教育に関する調査・研究

配慮を必要とする児童生徒の支援について、生徒指導や教育相談、外部機関

との連携の充実を図り、具体的な指導・支援方法を発信する。

⑹ 幼稚園・保育所（園）と小学校との連携に関する調査・研究

小１プロブレム解消に向け、幼保小の交流を更に充実させるために、リーフ

レット等を用いた研修会を実施し、各幼稚園・保育所（園）・小学校においての

実践を促進していく。

⑺ 言語活動に関する調査・研究

リーフレットの活用を通して、小・中学校におけるアクティブ・ラーニング

を取り入れた「言語活動の充実」を更に推進し、児童生徒の思考力・判断力・

表現力等を向上させる。

⑻ 登校支援対策に関する調査・研究

作成したリーフレット等を用いた研修会の実施や授業の実践を重ね、授業改

善に役立てる。また、教育活動の一層の充実を図れるようリーフレットの工夫・

改善を行っていく。

⑼ 教職員等への委託研究

引き続きグループと個人に研究を委託し、先進的研究実践を推進する。実践

に基づいた発表を行い、特に若手教員に対し、研修の場を提供していく。
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重点施策Ⅱ・単位施策３【教育研究所・研修部】

【取組状況】

⑴ 学校経営研修

校長・教頭研修会を１１回実施した。

⑵ 人権教育研修

有識者による講義形式の研修会を、市内全小・中学校長・教頭を対象に２回、

市内全小・中学校人権教育主任を対象に１回、市内全小・中学校教員を対象に

１回実施した。

⑶ 教員等研修

各教科等における指導力の向上や、専門的な知識・技能の習得を図るための

研修会を実施した。

[研修参加者総数]

⑷ 年次研修等実施運営及び支援

⑸ 研究紀要の発行

各研修会の成果等をまとめた紀要を毎年３月に発行し、各学校及び全県の市

町村等に配布している。

【重点事業】

５ 教職員の資質と指導力の向上を図る研修

⑴ 学校経営研修

⑵ 人権教育研修

⑶ 教員等研修

⑷ 年次研修等実施運営及び支援

⑸ 研究紀要の発行

【事業の目的】

各種研修会を通して、教職員の資質の向上を図る。

【教育委員会の自己評価】

開設する研修の精選と研修内容の充実を図ることにより、教職員の資質と指導力の

向上については、十分な成果があがっている。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ａ Ａ Ａ Ａ

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

講座数 ３９講座 ４１講座 ３９講座

参加者総数 ２，０６０人 ２，１５０人 ２，０７０人

初任者研修施設体験研修 １．０日

５年経験者研修社会貢献活動体験研修 ２．０日

５年経験者研修異校種授業研究会 ２．０日

２年次研修 ４．０日



- 33 -

【今後の取組】

教職員の資質向上を図ることは児童生徒の学力向上に直結することから、教職

員の研修の内容について一層の充実を図る。特に、指導力の向上を図るための研

修について研修内容や対象者を精選し、成果が多くの学校に反映されるようにす

る。
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重点施策Ⅲ・単位施策１ 【教育総務課】

【取組状況】

⑴ 学校施設の改築・改修等

ア 老朽化及び耐震性の低い屋内運動場の改築工事を実施し、学校施設の安全

性・快適性の向上に努めた。本年度終了後は、屋内運動場の耐震化予定棟数

は残り１棟となる。

≪平成２８年度改築工事実施校≫

玉井小学校屋内運動場（平成２９年３月 完成予定）

男沼小学校屋内運動場（平成２９年３月 完成予定）

秦小学校屋内運動場（平成２９年１０月末 完成予定）

※秦小学校については平成２８年度～平成２９年度の２か年事業

イ 耐震化対策のため、体育館武道場特定天井の改修工事を行い、学校施設の

安全性の向上を図った。

≪平成２８年度改築工事実施校≫

荒川中学校、大原中学校、熊谷東中学校、玉井中学校、三尻中学校、

妻沼東中学校、妻沼西中学校

ウ 子供たちのスポーツ活動の安全性と多様性をもたらすとともに、気温の抑

制や冬場の砂塵飛散防止等に寄与するため、学校の校庭を芝生化する。また、

【重点事業】

１ 教育施設等の整備・活用

⑴ 学校施設の改築・改修等

⑵ みどりのカーテンの整備

⑶ 学校施設の耐震化の推進

⑷ 太陽光発電設備の設置

⑸ 学校施設の有効活用

【事業の目的】

学校施設の整備、耐震化、維持管理、補修などに取り組むことにより、安全で快適

な教育環境を確保する。

【教育委員会の自己評価】

平成２１年度で校舎の耐震補強はすべて終了し、現在は屋内運動場について、改築

による耐震化を計画的に進めているところである。これにより、平成２８年４月１日

現在の学校施設の耐震化率は９７．５％となっており、耐震化対策については概ね順

調である。

一方で、多くの施設で老朽化が進み、順次補修して対応しているものの、補修を必

要とする箇所が年々増え続け、対応が追い付いていない状況である。危険性や緊急性

を勘案しつつ、中長期的な計画を作成し、老朽化対策を進めていく必要がある。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
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ＰＴＡや自治会など、地域の皆さんに芝生の植付けから管理まで参加してい

ただくことにより、地域と学校との結びつきを強化することを目指す。

≪平成２８年度校庭芝生化実施校≫

熊谷南小学校

芝生化事業実施面積 2,000 ㎡（見込み）

乗用芝刈機・肥料散布機の購入、散水機器の設置

実施状況 平成２９年３月 完了予定

[校庭芝生化を行った学校（過去５年）]

⑵ みどりのカーテンの整備

夏の暑さ対策として、全小・中学校及び市立幼稚園の全普通教室を目標に、

各学校等で自分たちのアイデアにより、みどりのカーテンを整備した。

また、コンテストを実施し、小学校の部では、最優秀校１校、優秀校６校、

中学校の部では、最優秀校１校、優秀校５校を表彰した。

⑶ 学校施設の耐震化の推進

耐震化率の推移（４月１日現在）

⑷ 太陽光発電設備の設置

玉井小学校・男沼小学校・秦小学校の屋内運動場の改築に併せて、屋根に太

陽光発電設備（１０ｋｗ）を設置する。これにより、太陽光発電設備の設置校

数は２４校となる（秦小学校は平成２９年度設置予定）。

⑸ 学校施設の有効活用

余裕教室等を活用し、放課後児童クラブ施設として利用することにより、地

域住民の福祉を増進するとともに、学校施設の有効活用に努めた。

ア 江南南小学校内に新たに児童クラブを設置し、また、成田小学校・佐谷田

小学校・熊谷南小学校内にある児童クラブの支援単位を増設した。

イ 学校への児童クラブ設置状況

全部で４１施設ある公立の児童クラブのうち、学校の余裕教室や敷地を利

用した児童クラブ数は２２校３４施設である。

※ 平成２８年度は支援単位の増設分を含む

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

籠原小学校 石原小学校 成田小学校 奈良小学校 大麻生小学校

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ ※H28.4.1 現在

埼玉県内市町村

平均９９．８％
耐震化率 ９３．６％ ９５．５％ ９７．５％

年 度 Ｈ１１～２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 計

施設数 ２６ １ ３ ４ ３４
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【今後の取組】

平成２７年度までに Is 値０．３未満の屋内運動場の耐震化を完了し、平成２９

年度までに学校施設の耐震化率１００％をめざしている。

また、全国的な課題となっている学校施設の長寿命化も含めた老朽化対策につ

いては、熊谷市公共施設アセットマネジメント基本方針を踏まえ、将来の児童生

徒数、教育内容・方法の変化、避難所としての防災機能の強化等に配慮しつつ、

改築、改修とも多額の費用を要することから、効果的、効率的な整備を行ってい

くための中長期的な施設整備計画を作成する。
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重点施策Ⅲ・単位施策１ 【教育総務課・学校教育課】

【取組状況】

⑴ 学校安全の充実

ア 自他の生命を尊重し、ルールを守って安全に生活する児童生徒の育成

（ア） 避難訓練、防犯訓練、生活安全教室を実施した。

（イ） 交通安全教室を実施した。また、交通安全子供自転車埼玉県大会に参加

し、久下小学校が４位、中条小学校が５位に入賞した。

（ウ） 自転車マナーアップ推進校（江南中学校）

（エ） スケアード・ストレイト教育技法による自転車交通安全教育の実施（江

南中学校）

イ 自分の身は自分で守ることのできる児童生徒の育成

(ア) 緊急地震速報を利用した避難訓練を実施した。（市内全小・中学校で実施）

(イ) １１中学校区で、小中学校合同の避難訓練、災害想定時の引渡訓練、一

斉下校、合同登校等の訓練を実施した。（玉井中学校区、大麻生中学校区、

中条中学校区、吉岡中学校区、別府中学校区、三尻中学校区、奈良中学校

区、大幡中学校区、妻沼西中学校区、大里中学校区、江南中学校区）

ウ 通学路の点検と危険箇所の改善

全小・中学校において通学路の調査をし、警察署や道路管理者等へ対策を

依頼・調整した結果、８８件の改善につなげた。

エ 児童生徒の災害共済に関する事務の円滑な推進

【重点事業】

２ 生涯生きてはたらく健康教育の推進

⑴ 学校安全の充実

⑵ 学習環境の充実

【事業の目的】

自分の身は自分で守ることのできる児童生徒を育成するとともに、学習環境の安全

の確保にも努め、登下校時や校内での事故をゼロにする。

【教育委員会の自己評価】

緊急地震速報による避難訓練や自転車教室等の実施により、災害や交通事故から自

らを守ろうとする安全への意識が児童生徒の中で高まってきた。また、小中学校合同

の避難訓練、引渡訓練の実施校が増え、小中連携の体制が整ってきている。

定期的な安全点検の実施により、校内の危険箇所を早期発見、早期対応することで、

大きな事故を未然に防ぐことができた。また、教職員の事故防止や安全確保への意識

も高まり、体育施設や遊具も安全に管理され、児童生徒の体力向上にも寄与している。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ａ Ａ Ａ Ａ
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学校管理下における児童生徒等の不慮の災害に備えるため、独立行政法人

日本スポーツ振興センター災害共済に加入した。

[実施状況]

⑵ 学習環境の充実

ア 体育施設の設備充実と安全点検の励行による事故防止

(ア) 学校訪問時に、校庭や体育館を中心に施設の管理状況を点検し、必要に

応じて指導助言を行った。

(イ) 学校プール管理講習会は、４５校から体育主任等が出席して実施し、プ

ール水の管理等について講習を行った。

イ 学校等における空間放射線量の測定

月１回、小・中学校、公立・私立幼稚園の空間放射線量の測定を行い、そ

の結果をホームページに掲載した。

校庭、園庭の中央付近の２地点（地表付近、地上５０㎝（幼稚園・小学校）、

地上１００㎝（中学校））、また、公立の幼稚園及び小・中学校では、雨どい

の下等、放射線量が高いと思われる場所についても２か所測定した。測定結

果は、市の定める基準値０．２３マイクロシーベルトを超えることはなかっ

た。

【今後の取組】

登下校時をはじめ、校内外での事故ゼロを目指して、学校・家庭・地域及び関

係機関との連携、学校訪問時の安全管理についての指導等を行い、更なる安全教

育の充実と児童生徒をとりまく環境の整備を図る。

また、学校、家庭、地域が一体となって、自然災害発生時を想定した避難訓練

等を実施する中学校区を広げ、共助の心を育み、地域、郷土を守っていく児童生

徒の育成に努める。

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８（1２.1 現在）

災害共済給付件数 １，８３９件 １，７８５件 １，２７８件
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重点施策Ⅳ・単位施策１ 【学校教育課】

【重点事業】

１ 豊かな心の育成

⑴ 道徳教育の充実

⑵ 体験活動の推進

⑶ 教育相談活動の推進

⑷ 地域に根ざした生徒指導の推進

⑸ 生き方指導の充実

⑹ 読書活動の推進

【事業の目的】

道徳教育や豊かな体験活動、読書活動等を充実させることで、豊かな心を育成する。

また、「熊谷の子どもたちは、これができます！『４つの実践』と『３減運動』」に

ついては、学校・家庭・地域が連携して推進することで、子供の基本的生活習慣の確

立など、よりよい生き方の定着につなげていく。さらに、生徒指導や教育相談等の充

実により、よりよい学習環境の整備を図る。

【教育委員会の自己評価】

⑴ 道徳教育の充実

「熊谷の子どもたちは、これができます！『４つの実践』と『３減運動』」の

取組及び研究会や研修会の充実により、教職員の資質向上、児童生徒の道徳性の

醸成を図り、道徳的実践力の見える化につなげることができた。

⑵ 体験活動の推進

規律ある集団行動を通して望ましい生活態度を身に付けるとともに、お互い

に協力して活動することなどを通じて友達を思いやる心や社会性などを身に付

けることができた。

⑶ 教育相談活動の推進

相談内容についての情報共有により、いじめ・不登校等の問題行動の早期発

見・早期解決につなげることができた。

⑷ 地域に根ざした生徒指導の推進

校区ごとに連絡会を開催し、情報交換を密に行うことで、より効果的な生徒指

導を展開することができた。

⑸ 生き方指導の充実

協議会及び研究会において、国及び県の最新情報を提供し、生き方指導の理解

を高めることができた。また、商工会議所、社会福祉協議会、市役所各部課等の

協力を得て、全中学校で、職場体験活動を３～５日実施できた。

⑹ 読書活動の推進

全小・中学校における全校一斉読書の実施及び読書週間の設定、推薦図書リス

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ａ Ａ Ａ Ａ



- 40 -

【取組状況】

⑴ 道徳教育の充実

ア 「熊谷の子どもたちは、これができます！『４つの実践』と『３減運動』」

の取組を推進し、平成２８年１２月調査では、次のような結果であった。

この取組は、学校・家庭・地域が一体となることが重要であることから、

リーフレットを市内全戸に配布し、大人が手本となって取り組むよう、機会

を捉えて働きかけを行った。

イ 妻沼西中学校が、埼玉県教育委員会から「平成２７・２８年度道徳教育推

進モデル校」の委嘱を受け、「豊かな人間性を育み、自らの生き方を考える

生徒の育成」～道徳的実践力の「見える化」への取組をとおして～のテーマ

のもと、道徳の時間を要とした先進的な研究を進めた。

ウ 教員向けの「リーフレット 熊谷教育「道徳授業」の充実に向けて」を全

教職員に配布し、研修会等の機会をとらえて道徳教育を推進した。

エ 道徳の時間の指導力向上のために、全小・中学校に、本市作成資料「道

徳教育の道標」を配布した。

オ 「私たちの道徳」を全児童生徒に配布し道徳教育の充実を図った。

⑵ 体験活動の推進

小・中学校における豊かな体験活動を実施している。

ト「こころのたから」の活用、地域のボランティア等による読み聞かせの取組、そ

して保護者の協力により、子供の読書活動を更に充実することができた。司書教諭

等と学校図書館補助員との連携により、学校図書館の運営・管理を行うことができ

た。

達成率（％） 年度 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

朝ごはんをしっかり食

べる。

H２７ ９９ ９９ ９９ ９９ ９８ ９８ ９７ ９６ ９５

H28 ９９ ９８ ９８ ９９ ９９ ９９ ９７ ９７ ９４

呼ばれたら「はい」と元

気よく返事をする。

H２７ ９７ ９５ ９６ ９７ ９４ ９７ ９５ ９１ ９４

H28 ９６ ９５ ９５ ９５ ９５ ９６ ９５ ９６ ９２

「ありがとう」「ごめんな

さい」と言う。

H２７ ９７ ９５ ９６ ９６ ９７ ９７ ９７ ９６ ９７

H28 ９７ ９５ ９５ ９６ ９８ ９８ ９８ ９７ ９７

友だちをたくさんつく

る。

H２７ ９８ ９６ ９７ ９８ ９７ ９８ ９４ ８９ ９０

H28 ９６ ９７ ９７ ９６ ９６ ９８ ９３ ９３ ９０

テレビの時間を減らし

ます。

H２７ ８３ ７７ ７７ ７４ ７０ ７２ ６９ ６９ ７７

H28 ８３ ７９ ７５ ７８ ７６ ７７ ７１ ７０ ７９

ゲームの時間を減らし

ます。

H２７ ８７ ８２ ８３ ８３ ７８ ７８ ７４ ７１ ８１

H28 ８７ ８３ ８０ ８１ ７９ ７９ ７８ ７４ ７９

スマートフォン・携帯電話
やパソコンに触れる時間
を減らします。

H２７ ９３ ９２ ９１ ９１ ８５ ８４ ７３ ６４ ７１

H28 ９２ ９１ ８９ ８９ ８５ ８２ ７１ ６３ ６９
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⑶ 教育相談活動の推進

いじめ・不登校等の問題への早期対応を図るため、ほほえみ相談員や地域教

育相談員を配置した。

[いじめの認知件数]

[不登校児童生徒数及び不登校児童生徒の割合]

ア ほほえみ相談員を全中学校に配置した。

[相談者数] (H28.12.1現在)

イ スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）活用事業の推進に努め、小・中学

校２２校にスクールソーシャルワーカー２名を派遣した。

国宝・歓喜院聖天堂の見学 中学校２年生

林間学校 小学校５年生、中学校１・２年生

茨城県大洗町での海浜学校 小学校６年生

プラネタリウム学習 小学校４・６年生、中学校３年生

年 度 Ｈ２６（訂正） Ｈ２７ Ｈ２８（12.1現在）

小学校 ６５件 １０８件 １０３件

中学校 ７１件 ７４件 ５４件

計 １３６件 １８２件 １５７件

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８（12.1現在）

本市不登校児童生徒数 １２５人 １１１人 １０８人

不登校児童

生徒の割合

全国 １．２１％ １．２６％ ―

県 ０．９４％ ０．９７％ ―

市 ０．８１％ ０．７３％ ０．７２％

性 別 男 子 女 子 合 計

小 学 生 ９人 ６人 １５人

中 学 生 ２，５６６人 ４，２０８人 ６，７７４人

小学生保護者 ５人 ３８人 ４３人

中学生保護者 １８０人 ５２１人 ７０１人

教 職 員 ７４９人 １，５９９人 ２，３４８人

そ の 他 ５３人 ５１８人 ５７１人

計 ３，５６２人 ６，８９０人 １０，４５２人

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８（12.1現在）

学校訪問 １７３回 ２９４回 １９６回

家庭訪問 １４１回 ９０回 ９１回

相談件数 ５３０件 ６７４件 ７７０件
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ウ 登校支援推進事業の取組を実施した。

(ア) 「新たな不登校を出さない」を目標とし、組織で支援することを通して、

不登校の解消に取り組んだ。登校支援対策指導個票・小中連携個票、幼保

小連携個票の活用や相談員等の支援により「小１プロブレム」の解消や「中

１ギャップ」の未然防止、「月３日の欠席」をキーワードにした早期発見・

対応を行った。

(イ) 適応指導教室（さくら教室）において、教育相談、生徒指導、学習指導

を行うことにより、児童生徒の自立と学校生活への適応等、学校復帰を目

指し、さくら教室に通級する児童生徒が在籍する学校と積極的に連携を図

りながら、本人及び保護者への支援を行った。

[さくら教室通級児童生徒数]

エ 教育研究所内に教育相談窓口を設置することにより、不登校、いじめ、障

害・発達の遅れなどの電話相談・来所相談をしやすい環境をつくり、教育相

談を行っている。

[教育相談窓口の相談件数]

⑷ 地域に根ざした生徒指導の推進

ア すべての小・中学校の生徒指導に係る学校訪問を実施し、問題行動の未然

防止と対策そして情報交換を行った。小・中学校：年２回訪問

イ 地域教育相談員の活用

各中学校区に延べ３７名の地域教育相談員を配置し、地域の巡回・巡視活

動や相談活動、更に研修会を実施した。また、小学校と中学校との連携強化

を図るため、定期的に学校間を巡回したり、情報の提供をしたりして、地域

の見回り活動や教育相談活動を活性化させた。

ウ 「教育１１０番」による電話相談を実施し、緊急対応が必要な相談を随時

受け付けた。

[電話相談件数の推移]

⑸ 生き方指導の充実

ア 進路指導・キャリア教育研究協議会及び市教育研究会にて、小・中学校進

路指導・キャリア教育担当教員に情報を提供した。

イ 中学生全員に、副読本「中学生活と進路」（埼玉県版）を配布した。

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

通級児童生徒数 １３人 １６人 １０人

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８（12.1 現在）

電話相談件数 ７４件 ７３件 ５２件

来所相談件数 ２７件 ３３件 ４３件

訪問相談件数 ６１件 ５７件 ６８件

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８（12.1現在）

電話相談件数 １９件 １０件 ８件
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ウ 中学１・２年生を対象にした職場体験活動を実施した。

エ 学校・家庭・地域「ふれあい講演会」を実施した。

⑹ 読書活動の推進

ア 「熊谷市子ども読書活動推進計画」に基づく読書活動を推進した。

(ア) 組織的・計画的な取組により、読書に親しむ機会の充実を図るよう、各

学校に指導・助言している。

(イ) 推薦図書リスト「こころのたから」を全小・中学校に配布し、活用する

ことで読書活動の充実を推進している。

イ 学校図書館補助員の効果的な活用を行った。

[学校図書館補助員配置人数の推移]

【今後の取組】

⑴ 道徳教育の充実

「熊谷の子どもたちは、これができます！『４つの実践』と『３減運動』」を

学校・家庭・地域が一体となって更に推進していく。

また、全教育活動を通じて、自分の心が変わっていく様子を目に見えるよう

にしていくことに重点を置いた実践を更に進め、道徳教育の要としての道徳の

時間の充実を図ることを通して児童生徒の道徳的実践へとつなげていく。

今後も、郷土熊谷ゆかりの多くの偉人についての学習を通して、引き続き、

郷土愛を育み、郷土を誇れる子供の育成に努めていく。

⑵ 体験活動の推進

引き続き子供たちが豊かな体験活動ができるよう、活動内容の精選と工夫・

改善を図っていく。

⑶ 教育相談活動の推進

相談活動の機会の充実を図るとともに、広報に努める。さらに相談者の継続

支援を行えるよう相談体制を整え、いじめ・不登校等の問題行動の解消を図る。

⑷ 地域に根ざした生徒指導の推進

更なる学校間連携の強化とともに、隣接する市町との連携を図っていくなど

して、広域にわたる見守り活動や教育相談活動を活性化させる。

⑸ 生き方指導の充実

さまざまな既存の教育活動をキャリア教育の視点で捉えることにより、日頃

の教育活動の中で生き方指導の充実を図る。また、その実践を広めていく。

⑹ 読書活動の推進

推薦図書リスト「こころのたから」の効果的な活用を各学校に積極的に働き

かけるとともに、児童生徒にとって価値のある図書資料を充実させるなど、質

の向上を促すことにより、読書活動の一層の推進に努める。

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

配置人数 ６２人 ５７人 ５５人
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重点施策Ⅳ・単位施策１ 【教育研究所・教育相談部】

【取組状況】

⑴ 不登校児童生徒等への相談対応及び支援

教育相談窓口において、保護者からの電話・来所相談など、個に応じた支援

や対応に努めるとともに、月に 1回、大里･江南・妻沼の３つの分庁舎に相談員

が出向く「出張教育相談」を行った。

[各相談件数]

⑵ 適応指導教室（さくら教室）における相談及び指導

不登校傾向や長期欠席となっている児童生徒に対し、自立と学校復帰への支

援・相談を行った。

[相談件数]

【重点事業】

２ 児童生徒の実態に応じた就学相談と教育上の諸問題に対する支援

⑴ 不登校児童生徒等への相談対応及び支援

⑵ 適応指導教室（さくら教室）における相談及び指導

【事業の目的】

不登校児童生徒及び保護者への相談及び助言を充実させ、不安を軽減することで、

問題の解消を図る。また、適応指導教室（さくら教室）における相談及び指導により、

不登校児童生徒の自立を促し、学校復帰を支援する。

【教育委員会の自己評価】

教育相談窓口において、「個に応じたきめ細やかな対応」を迅速に行うことができ

た。平成２５年度から始めた出張教育相談については、各学校から保護者へ情報提供

する機会や回数を増やすなど、周知方法を工夫し、さらに成果をあげることで、Ａ評

価になると考える。

不登校児童生徒等への個に応じた支援や対応の充実については、保護者・適応指導

教室（さくら教室）・学校との連携を積極的に行い、一定の成果をあげることができ

た。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

電話相談件数 ７４件 ７３件 ５２件

来所相談件数 ２７件 ３３件 ４３件

訪問相談件数 ６１件 ５７件 ６８件

出張教育相談件数 １件 ３件 １０件

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

相談件数 ５１４件 ３６９件 １６６件
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【今後の取組】

⑴ 不登校児童生徒等への相談対応及び支援

相談ニーズのある不登校児童生徒及び保護者に対して、積極的かつ継続的に

相談活動を展開していくため、相談機会の設定などを行い、教育相談体制を整

備する。出張教育相談について、さらに効果的な周知の方法を検討する。また、

関係諸機関との連携により、不登校の早期解決を図る。

⑵ 適応指導教室(さくら教室)における相談及び指導

今後もカリキュラムの工夫・改善を図るとともに、関係学校との連携を強め、

学校側の受け入れ体制や支援体制の更なる整備を図る。特に、教育相談主任、

ほほえみ相談員、スクールソーシャルワーカー、この３者の連携を密にし、学

校復帰に向けて継続的な支援を行う。
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重点施策Ⅳ・単位施策１ 【教育総務課】

【取組状況】

⑴ 学校保健の充実

ア 児童生徒が主体的に学習する保健教育の推進

薬物乱用防止教育、性に関する指導、生活習慣病への対応等、多様化・複

雑化してきている健康課題を取り上げ、正しい理解に基づく保健教育を推進

し、健康な生活を実践できるよう指導を行った。

・ ＨＱＣ手法による生活習慣改善プログラムの実施

・ 薬物乱用防止教室の実施

・ 教職員・ＰＴＡ向けの研修会の開催

イ 保健管理、学校環境衛生の充実及び改善

児童生徒等の健康の保持増進を図るため、定期健康診断等を実施している。

また、安全で安心して学べる教育環境を確保するため、全小・中学校の教室

の照度検査、水質検査等を実施し、学校環境衛生の適切な維持・改善に努め

ている。

[受動喫煙検診(小学校４年生希望者)]

【重点事業】

３ 生涯生きてはたらく健康教育の推進

⑴ 学校保健の充実

⑵ 学校給食の充実

【事業の目的】

保健教育の推進、学校給食の安全確保等により、児童生徒の健全な心身の育成を図

る。

また、教職員の健康診断を実施し、教職員の健康保全に努める。

【教育委員会の自己評価】

学校保健では、養護教諭の専門性を生かした研修会を開催し、その成果を全校で共

有するとともに保健指導の向上に繋げることができた。

また、全国的に見ても先進的な取組である「受動喫煙検診」や「小児生活習慣病予

防健診」を実施することにより、受動喫煙防止や健康管理に役立てている。

小児う蝕予防対策事業、学校保健会活動、メンタルヘルス検診等も合わせ、児童生

徒の健全な心身の育成や教職員の健康保全を図ることができている。

学校給食については、衛生管理を強化しながら安全な給食を提供できている。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ｂ Ａ Ａ Ａ

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

検診者数の割合 ８８．４％ ８７．７％ ８９．６％
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[小児生活習慣病予防健診(小学校４年生希望者)]

・ 心臓検診（小学校１年生及び中学校１年生）を実施

・ 教職員メンタルヘルス検診を全教職員で実施

・ 教職員を対象とした、産業医による健康相談を実施

・ 就学時の健康診断の実施

・ 水道水・プール水の水質検査、砂場検査、照度、採光、室内二酸化炭素

等の検査

ウ 市学校保健会の活動の充実と学校保健委員会活動の支援

保健衛生に係る意識啓発、学校保健に関する調査研究、学校保健関係者の

指導・研修等の事業を行い、学校保健の充実を図った。

・ 口腔衛生講演会の開催（参加者数２６７人）

・ 全体研修会の開催（参加者数 ２７５人）

・ 機関紙の発行 ２回（発行部数 合計５，５１０部）

・ 専門委員会の会議 開催数６回

・ 学校歯科保健優良校コンクール地区審査会の開催

エ う蝕予防のためのフッ化物洗口の実施

教職員、保護者、学校医、学校薬剤師の理解、協力の下、安心・安全に配

慮し、学校歯科医と連携し、保護者説明会を行った上で、全小学校及び市立

幼稚園において、フッ化物洗口に取り組んでいる。

・ フッ化物洗口製剤ミラノールを購入・配布

・ 集団洗口専用溶解瓶・砂時計等の補充

・ 学校歯科医との連携による新入学児童保護者への説明会の実施

⑵ 学校給食の充実

ア 衛生的かつ安心・安全な給食管理の徹底

・ 栄養職員、調理員、給食補助員への研修会開催

・ 食材の安全確認及び担当者会議の開催

・ 学校給食施設設備定期検査

イ 今後の学校給食施設の在り方についての検討

給食調理施設について検討を進めている。

【今後の取組】

本市独自の事業である小児生活習慣病予防健診と受動喫煙検診については、結

果を踏まえると共に児童生徒や保護者の健康意識を高めつつ、生活習慣の改善・

健康増進につなげていく。

全小学校及び市立幼稚園で実施しているフッ化物洗口については、引き続き、

学校歯科医と連携し、安心・安全に配慮しながら取り組んでいく。

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

健診者数の割合 ９６．５％ ９７．３％ ９７．５％
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熊谷学校給食センター及び江南学校給食センターの調理・搬送業務については、

平成２７年４月から委託化した。今後も引き続き、効率的な民間のノウハウを導

入しつつ、安全・安心な給食を供給できる体制の構築を図っていく。
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重点施策Ⅳ・単位施策１ 【教育総務課】

【取組状況】

⑴ 栄養バランスの取れた給食の提供

学校給食実施基準に定められた「学校給食摂取基準」に基づく基準栄養量の

摂取に配慮している。また、児童生徒が喜ぶ美味しい給食を実践するためにも、

調理技術の向上が必要であることから、今年度から新規に調理講習会を実施し

た。

⑵ 地産地消のための食材の使用

食材の選定は、地産地消を推進するため、地元食材の購入に努めている。

また、地産地消拡大のため、１０月に埼玉県・ＪＡくまがやと協力し、栄養

職員の圃場見学・生産者との交流会を実施した。さらに、生産者と地産地消に

ついて調整を進め、市内産野菜の使用拡大につなげた。

⑶ 食物アレルギー児童生徒への対応

各種アレルギーを持つ児童生徒に対し、正確で詳細なアレルギー物質の情報

を伝えるとともに、汁物の卵（一部）を除去して提供している。

また、食物アレルギー対応マニュアルにより、食物アレルギー対応の指針を

示し、教職員の食物アレルギー対応についての共通認識を図っている。

【重点事業】

４ 給食調理等の充実

⑴ 栄養バランスの取れた給食の提供

⑵ 地産地消のための地元食材の使用

⑶ 食物アレルギー児童生徒への対応

【事業の目的】

バランスの取れた献立による給食を実施することにより、児童生徒の心身の健全な

発育を図る。

また、除去食の提供やマニュアル作成等により、児童生徒の食物アレルギーに対応

する。

【教育委員会の自己評価】

献立の工夫により、栄養バランスの取れた給食の提供に努めている。

地産地消に関しては、地元生産者との調整を進め、直接市内産野菜を購入する取組

を始めるなど、地元食材の使用拡大を推進できている。

新たに調理員等を対象に調理講習会を開催し、給食調理の充実につなげた。

食物アレルギーへの対応に関しては、アレルゲンチェックリストや食物アレルギー

対応マニュアルの活用、エピペン®使用に係る研修、消防本部や医師会との連携等、

対応強化に取り組んでいる。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
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さらに、消防本部と連携し、エピペン○Ｒの処方を受けている児童生徒の情報

を救急車に備え、迅速で正確な対応ができるようにしている。また、エピペン○Ｒ

の処方を受けている児童生徒のいる学校では、使用についての研修を実施した。

【今後の取組】

食材の充実や献立の工夫を行うとともに調理技術の向上等により、より良い給

食の提供に努める。

地産地消については、引き続き生産者との調整等を進め、地場産食材の使用拡

大に取り組んでいく。

食物アレルギーを有する児童生徒への給食については、誤飲食の防止を徹底す

るとともに献立の工夫によるアレルゲンの低減に努める。

児童・生徒がショック症状を起こした場合に備え、迅速で適切な対応ができる

体制を維持・向上させる。
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重点施策Ⅳ・単位施策１ 【教育総務課】

【取組状況】

⑴ 学校給食衛生管理基準に基づく適切な運営管理

設備の自主点検や調理場内への入室時の手洗いの励行などにより、衛生管理

の徹底を図り、食中毒の予防、防止を図った。また、給食従事者全員を対象に、

衛生管理講習会を開催した。

保健所職員、薬剤師による調理場内の巡視を実施し、衛生管理や労働安全面

について助言、指導を得て改善を図っている。

⑵ 給食材料の購入と適切な管理

給食材料は、新鮮な地場産野菜や国内食材、国内加工食品を優先して購入し

ている。また、使用食品については、細菌検査を年２回、理化学検査（野菜の

残留農薬検査、加工食品の保存料検査）を年１回実施している。

食材の保管には細心の注意を払い、適切な管理を行っている。

⑶ 給食材料の放射性物質の測定

学校給食センター２か所、自校式調理校１１校の給食食材について、毎月２

回、「給食１食分」あるいは「食材単品」を検体として、放射性物質の測定を行

い、安全を確認した。結果はホームページ上で公表している。また、食材の産

地についても、ホームページ上で公表している。

【重点事業】

５ 衛生管理の徹底

⑴ 学校給食衛生管理基準に基づく適切な運営管理

⑵ 給食材料の購入と適切な管理

⑶ 給食材料の放射性物質の測定

【事業の目的】

学校給食における衛生管理及び事故防止を徹底し、学校給食における食の安全を確

保する。

【教育委員会の自己評価】

衛生管理に注意を払い、事故なく給食を提供することができている。

衛生機器・冷凍機器の更新を順次行い、衛生環境を改善することができた。

給食に係る者全員を対象とした衛生管理講習会を実施した。講習会では、実際の調

理業務の手順に沿って衛生改善策の説明を受け、日常の衛生管理に関する意識を高め

る効果があった。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ａ Ａ Ａ Ａ
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【今後の取組】

調理用設備・器具の整備を図るとともに、引き続き安全な給食が提供できるよ

う衛生面に配慮した管理運営を行う。

調理場の衛生環境整備（汚染区域・非汚染区域の区別、衛生機器の更新など）

を引き続き実施していく。

安心安全な食材の使用に、引き続き努めていく。
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重点施策Ⅳ・単位施策２ 【教育研究所】

【取組状況】

⑴ 特別支援教育の充実

ア ノーマライゼーションの理念に基づく教育の推進

[通常学級支援籍学習の実施回数]

【重点事業】

１ 魅力ある学校づくり

⑴ 特別支援教育の充実

【事業の目的】

障害のある児童生徒に対し、一人一人の障害や特性に応じた指導・支援を行うため、

障害に対する理解、教員の指導力向上、環境整備を図る。

また、「熊谷の子どもたちは、これができます！『４つの実践』と『３減運動』」を

推進することにより、自立した社会生活を送るための土台を作る。

【教育委員会の自己評価】

ノーマライゼーションの理念に基づく教育の推進については、重度心身障害児通園

施設あかしあ育成園と連携を図ることにより、特別支援学校小学部に入学を希望する

保護者に対し、通常学級支援籍学習の情報提供を行うことができた。さらに、特別支

援学校との連携により、通常学級支援籍学習の実施回数が増えている。

特別支援教育支援員を配置・活用したことにより、発達の状況や障害の特性等を考

慮した個別支援の充実が図られた。しかし、支援員を配置していない学校（特別支援

学級）もあり、多様なニーズに対応できていない部分もある。そこで、特別支援学級

在籍児童生徒一人一人の実態や特性を詳細に把握し、支援員の配置の優先順位を明確

にすることと、効率的に配置をすることでＡ評価になると考える。

児童生徒一人一人の実態や教育的ニーズに応じた指導の研究・研修を進めたことに

より、教員の指導力（通常の学級に在籍する個別の配慮を必要とする児童生徒への気

づき（発見）と授業力をはじめとする具体的な指導・支援）の向上を図ることができ

た。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

熊 谷 特 別 支 援 学 校 ２４回 ３１回 ２３回

行 田 特 別 支 援 学 校 ６回 ８回 ５回

東 松 山 特 別 支 援 学 校 ３回 ３回 ０回

深谷はばたき特別支援学校 ５７回 ５３回 ３６回
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イ 特別支援教育支援員の活用

[支援員の配置状況]

・特別支援学級設置校は４２校

ウ 一人一人の教育的ニーズに応じた指導の研究

[臨床心理士等の派遣回数]

エ 教職員の指導力の向上

[研修会の実施状況]

【今後の取組】

全体を通して、特別支援教育の充実は図られつつあるが、今後更に効果的な指

導・支援方法を検討し、授業力の向上を図る。

ア ノーマライゼーションの理念に基づく教育の推進

各小・中学校において、通常学級支援籍学習の実施及び回数の差はあるもの

の、実施している小・中学校教員や保護者に意義が理解されつつある。

今後は、就学児保護者への更なる情報提供や、特別支援学校との連携を密に

図ることで、更にノーマライゼーション教育の理念の推進や実践に取り組む。

イ 特別支援教育支援員の活用

支援員の活用に関しては、児童生徒の障害の多様化や在籍数を考慮した配置

基準の見直しの検討を行う。

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

配置学校数 ２６校 ２７校 ２７校

配置人数 ５２名 ５１名 ５９名

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

派遣回数 １０７回 １１５回 ６８回

研修会名 実施日 参加人数

特別支援学級担当者研修会 ４月１４日（木） ４５名

ノーマライゼーション教育推進研修 ８月 ４日（木） ４５名

特別支援学級担当３年以内教員研修 ８月 ４日（水） ４８名

教育相談主任研修 ８月 ９日（火） ４３名

生徒指導担当・

特別支援教育コーディネーター合同研修
８月 ９日（火） ６６名

難聴・言語障害通級指導教室担当者研修 ８月１０日（水） ３名

インクルーシブ教育体制推進研修 ８月１０日（水） ６０名

特別支援学級担任教員研修 ８月２４日（水） ８４名

発達障害・情緒障害通級指導教室担当者研修 １１月３０日（水） １４名
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ウ 児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた指導の研究

児童生徒個々の実態を把握し、最新の発達障害の理解や指導法、通常の学級

と通級指導教室の効果的な連携方法など、具体的で実践的な研修会を実施する。

エ 教職員の指導力の向上

特別支援学級担任や通級指導教室担当の研修内容の更なる充実を図る。

また、個別の配慮を必要とする児童生徒は通常の学級にも多く在籍している

ことから、学校全体の支援体制の充実のための管理職研修や、具体的支援の在

り方等を学ぶための通常学級担任研修を実施する。
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重点施策Ⅳ・単位施策２ 【教育研究所・教育相談部】

【重点事業】

２ 児童生徒の実態に応じた就学相談と教育上の諸問題に対する支援

⑴ 就学児の実態に応じた適切な就学相談

⑵ 効果的な通常学級支援籍学習の推進

⑶ 特別支援学級に対する指導及び助言

⑷ 通級指導教室（ことば・きこえ、発達・情緒）における相談及び指導

⑸ 発達障害を含む障害のある児童生徒等への相談及び支援

⑹ 幼稚園・保育所（園）と小学校との連携支援

【事業の目的】

特別支援学校や就学前施設をはじめとする外部機関と連携を図り、子供の障害の状

態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見を最大限生かした就学相談を行う。

また、通級指導教室の新設や増設、障害に応じた特別支援学級の設置、通常学級支

援籍学習の実施等により、特別支援教育の資源を充実させ、多様な教育的ニーズへの

対応を図る。

【教育委員会の自己評価】

⑴ 就学児の実態に応じた適切な就学相談

市内幼稚園、保育所（園）、母子健康センター、あかしあ育成園等の外部機関と

の連携の充実や情報の共有により、適切な就学相談を実施することができた。

⑵ 効果的な通常学級支援籍学習の推進

特別支援学校と小・中学校とで事前調整等の連携を密に図ったため、児童生徒が

活動の見通しを持つことができ、効果的な通常学級支援籍学習を実施することがで

きた。また、全体的に実施回数は増えているが、児童一人ひとりの実施状況を見る

と、年間に複数回実施している児童がいれば、１回しか実施していない児童もいる

など個人によって差があることが課題である。通常学級支援籍は、特別支援学校在

籍児童生徒保護者の希望に添って、居住地の小・中学校で行うため、実施のない小・

中学校が存在する。支援籍学習事例報告会等の研修会を実施し、未実施校において

も支援籍学習の意義や目的が共有されることでＡ評価になると考える。

⑶ 特別支援学級に対する指導及び助言

今年度、研修会の実施回数や内容を見直し、今まで以上に学校や学級、児童生徒

の実態にあった研修会を開催したため、適切な指導・助言ができた。

⑷ 通級指導教室（ことば・きこえ、発達・情緒）における相談及び指導

就学時健診におけることばのスクリーニングにおいて、就学児一人一人の課題を

正確に確認したため、就学相談が保護者の希望に沿って行えた。

発達障害・情緒障害通級指導教室については、発達の偏りなのか、発達自体がゆ

っくりなのか、の判断が難しく、今後、教職員の資質の向上のための研修会を開催

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
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【取組状況】

⑴ 就学児の実態に応じた適切な就学相談

就学前施設（幼稚園や保育所（園））と連携し、障害のあると思われる就学児

保護者への相談活動を行っている。

[就学相談会の実施状況]

⑵ 効果的な通常学級支援籍学習の推進

保護者へのインフォメーションや特別支援学校との連携により、回数が増え

つつある。通常学級支援籍学習の実施回数については、５４ページに掲載して

いる。

⑶ 特別支援学級に対する指導及び助言

特別支援学級担任をはじめとし、特別支援教育を担う教員の役割毎に研修会

を実施した。研修会の実施状況については、５５ページに掲載している。

⑷ 通級指導教室（ことば・きこえ、発達・情緒）における相談及び指導

保護者の希望に沿った日時で相談を実施するように努めることにより、相談

の内容や迅速な対応に対して信頼を受けている。

研修会は、それぞれの通級指導教室の障害種に応じた内容の研修を行った。

研修会の実施については、５４ページに掲載している。

[通級指導教室の設置状況]

する必要がある。

⑸ 発達障害を含む障害のある児童生徒等への相談及び支援

電話相談や来所相談において、通級指導教室や特別支援学級の入級手続等の説明

を具体的かつ丁寧に行ったため、適切な相談及び支援ができた。

⑹ 幼稚園・保育所（園）と小学校との連携支援

幼保小合同研修会における情報交換を充実させるとともに、幼保小連携個票を活

用し指導の接続性を図ったため、一層の連携を深めることができた。

回 数 第１回 就学相談会 第２回 就学相談会

時 期
７月２８日(木)

７月２９日(金)

１１月 １日(火)

１１月 ９日(水)

１１月１６日(水)

会 場 熊谷西小学校 妻沼保健センター

参加者 ３８名 ２８名

設 置 校 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

熊谷西小学校 ３教室 ３教室 ３教室

吉岡 小学校 １教室 １教室 １教室

三尻 小学校 ３教室 ３教室 ３教室

妻沼 小学校 ２教室 ２教室 ２教室
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⑷ 発達障害を含む障害のある児童生徒等への相談及び支援

通常の学級に在籍する発達障害のある、又はあると思われる児童生徒に対す

る具体的な支援方法等を担任に指導・助言した。臨床心理士等の派遣回数につ

いては、５４ページに掲載している。

⑹ 幼稚園・保育所（園）と小学校との連携支援

幼・保・小連携体制づくりとして、「熊谷市幼保小連絡協議会」及び滑らかな

接続を図るための「幼保小合同研修会」を年３回実施し、地区別の情報交換を

行った。また、入学前に身に付けさせたい「基本的な生活習慣」に関するチェ

ックシートを就学時検診や入学説明会において配布し保護者への啓発を図った。

[幼稚園・保育所（園）との連携事業を行っている小学校の割合]

【今後の取組】

⑴ 就学児の実態に応じた適切な就学相談

市内幼稚園、保育所（園）、母子健康センター等の外部機関と連携や情報の共

有を図り、より早期に保護者のニーズをつかみ、適切な就学に向けた相談活動

の充実を図る。

⑵ 効果的な通常学級支援籍学習の推進

特別支援学校と実施回数や実施内容の調整を図る。また、通常学級支援籍学

習を実施していない小・中学校に情報提供を行う。

⑶ 特別支援学級に対する指導及び助言

学校訪問や研修会を通じて、学習内容の明確化と個に応じた支援の方法の指

導、特別の教育課程や個別の支援プランＡ・Ｂの作成、障害の理解のための指

導・支援等を行い、担当教員の指導力の向上を図る。

⑷ 通級指導教室（ことば・きこえ、発達・情緒）における相談及び指導

発達障害・情緒障害通級指導教室の新設に計画的に取り組む。

児童生徒や教室の実態に応じた内容の研修会を開催し、質の高い相談や指導

を行える教員の育成を図る。

通級する児童生徒の在籍学級担任の指導力の一層の向上と連携を図る。

⑸ 発達障害を含む障害のある児童生徒等への相談及び支援

発達障害に対する一層の理解推進を図り、個に応じた相談や支援に努める。

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

教職員の情報交換 １００％ １００% １００%

園児・児童の交流 ８６．７% ８９％ １００%

富士見中学校 ２教室 ２教室 ２教室

妻沼東中学校 １教室 １教室 １教室
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こども課、保育課、障害福祉課、巡回相談、児童相談所、保健所等の機関と

の連携を図り、児童生徒や保護者の困りに応じた支援、校内支援体制や担任支

援の充実を図る。

⑹ 幼稚園・保育所（園）と小学校との連携支援

幼保小の連携体制を更に強化するため、幼保小連携の実践事例を紹介したり、

入学説明会や一日体験入学、幼保小の授業参観や懇談会の実施等、教員と保育

士間の情報交換や交流を密にしたり、異校種間の教育内容への理解を図ったり

することで、更なる幼保小の円滑な接続に努める。
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重点施策Ⅴ・単位施策１ 【社会教育課・公民館・文化センター】

【取組状況】

⑴ 生涯学習計画の策定

ア 社会教育委員会議、生涯学習推進会議の開催

生涯学習に係る諸計画の立案及び総合調整のため、委員１５名による社会

教育委員会議を開催している。

イ 生涯学習センターの建設

平成２３年４月に策定した利用構想に基づき、旧市立女子高等学校施設及

び跡地を生涯学習センターである熊谷市スポーツ・文化村「くまぴあ」とし

て段階的に改修整備している。平成２５年度に第１期工事が完了し、総合管

理棟、練習棟、体育館及び宿泊棟を平成２５年１０月１日にオープンした。

また、平成２６年度は、第２期工事として、創作展示棟の改修工事、グラ

ウンドやテニスコートの人工芝生化工事等を行い、平成２７年４月にオープ

ンした。

【重点事業】

１ 生涯学習の推進

⑴ 生涯学習計画の策定

⑵ 生涯学習の機会提供の充実

⑶ 社会教育施設、設備の充実

⑷ 社会教育指導体制の充実及び指導者・職員の資質向上

⑸ 社会教育関係団体との連携

【事業の目的】

市民の学習ニーズに対応するため、生涯学習に関する情報や機会を提供するととも

に、社会教育施設の改修整備、適正な管理を行い学習環境の向上を図る。

【教育委員会の自己評価】

熊谷市スポーツ・文化村「くまぴあ」がオープンしたことにより、市民へより一層充

実した生涯学習の場を提供することができ、平成２８年度は昨年度の同時期を上回る利

用があった。

公民館においては、生涯学習講座の実施状況は概ね良好であり、生涯学習グループ数

は若干減少しているが中央公民館の生涯学習講座からも平成２８年度に新たに３グル

ープが発足した。

平成２６年度に実施した耐震診断の結果を受けて、文化センター耐震補強事業を実施

している。平成２８年度は、耐震補強工事等の設計を行い、工程表どおり順調に進んだ。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ａ Ａ Ａ Ａ



- 61 -

今年度は、第３期工事として、宿泊棟、クラブハウスの改修及び駐車場の

舗装等の外構工事を行い、平成２９年４月にグランドオープンを予定してい

る。

⑵ 生涯学習の機会提供の充実

ア 熊谷学講師資格保有者の活用・発掘

熊谷市を語れる人材を熊谷学講師として１４名認定し、公民館等での講座

に派遣した。

[実施状況]

イ 公民館開設講座の充実

市内公民館３６館で生涯学習講座を開設し、講座内容の充実を図った。

[実施状況]

⑶ 社会教育施設、設備の充実

ア 施設の改修整備

(ア) 公民館を良好な状態に保つため、維持・管理を行い、生涯学習の環境を

整えた。

[実施状況]

(イ) 文化センター図書館棟および文化会館棟の耐震補強や設備を更新す

るための設計を行った。

イ 夏の暑さ対策の壁面緑化

夏の暑さ対策として１７公民館の壁面緑化を実施した。

⑷ 社会教育指導体制の充実及び指導者・職員の資質向上

社会教育委員に研修等の機会を設け、指導体制の充実を図った。

⑸ 社会教育関係団体との連携

社会教育関係団体の活動に対する奨励・援助を行った。

年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(見込み)

派遣回数 ７回 ６回 １０回

参加者数 ２９８人 ２２６人 ２０３人

年度 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

実施回数 ４１１回 ４７５回 ４８２回

参加者数 ４１，１９６人 ４７，３３２人 ４７，０８２人

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

改
修
箇
所

トイレ男女区分

化及び洋式化
１館 ０館 １館

その他改修等

（10 万円以上）
１７箇所 ２３箇所 １０箇所

年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

研修参加回数 ８回 ８回 ５回
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社会教育団体、文化団体などの事業で、市が奨励するものに対して助成を行

った。社会教育関係団体（５団体）の育成を目的とした助成、文化振興基金に

よる文化団体への助成（今年度は１団体）、生涯学習グループへの公民館使用料

減免などの支援を実施した。

【今後の取組】

熊谷学や公民館における生涯学習講座については、地域住民の学習意欲に対応

できる魅力ある講座内容となるよう努めるとともに、新たな参加者を増やせるよ

う情報発信を行う。併せて、学習成果を生かす機会を提供することを通して生涯

学習グループを支援し、地域の教育力の向上と地域づくりにつながるよう努める。

社会教育施設の充実については、生涯学習環境を向上させるため、緊急性、必

要性に応じて施設の改修等を計画的に実施する。

また、公民館の施設整備については、平成２９年度に策定予定の熊谷市公共施

設アセットマネジメント基本計画に沿って、今後予定されている個別計画におい

てより具体的な検討を進める。

熊谷市スポーツ・文化村「くまぴあ」については、段階的な整備が今年度で完

了することから、利用者サービスの向上と効率的な運営を図るため、平成２９年

４月から指定管理者制度を導入する。

文化センターについては、耐震補強工事等設計に基づき、今年度以降は、図書

館棟および文化会館棟の耐震補強工事等を行っていく。

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

熊谷市文化振興

基金助成団体数
５団体 ４団体 １団体

生涯学習グルー

プ数
８６８団体 ８８３団体 ８６５団体
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重点施策Ⅴ・単位施策１ 【公民館】

【取組状況】

⑴ 学級講座学習計画の充実

中央公民館では、青少年教育、成人教育、家庭生活、環境、人権、体育・レ

ク、文化の７分野４７の学級講座を計画している。現時点まで３０の学級講座

を実施し、２，４９８名が参加している。

学習に焦点を置いた従来の講座に加え、今年度は「お茶ってなあ～に？人・

文学・歴史・ちょっぴり実習」や「フランスの食と言葉入門」など１つのテー

マを多方面から学び、興味を持ちながら教養を深めていけるよう講座の工夫を

行っている。

⑵ 総合講座の内容の充実と推進

直実市民大学（中央公民館主催）では、１００人の学生が年間を通して共通

学習とクラブ活動（書を楽しむ・気功・合唱・ウォークアンドジョグ）を行っ

ている。

けやき大学（妻沼中央公民館主催）は、３５０人の学生が園芸・書道・陶芸・

カラオケ・３Ｂ体操・俳句・囲碁・盆栽・ゲートボール・切り絵・コーラス・

木彫りの１２学科と年間を通じて５回の共通学習を行っている。

⑶ 学習活動グループへの支援・育成

【重点事業】

２ 生涯学習振興のための先導的取組の推進

⑴ 学級講座学習計画の充実

⑵ 総合講座の内容の充実と推進

⑶ 学習活動グループへの支援・育成

⑷ 現代の課題に対する理解と認識を深める講座の充実

⑸ 市内公民館の組織の強化と事業の充実

⑹ 教育・行政・産業等関係機関との連携と職員の資質向上

【事業の目的】

多様で総合的な学習機会を提供するとともに、自発的な学習活動の援助や学習情報

の提供などを事業の目的とし、さらには地域の交流拠点としての役割を担う。

【教育委員会の自己評価】

総合講座である直実市民大学には１００名（募集定員）の入学者があり、平成２８

年度も順調に実施している。

学級講座は大多数の講座に多くの参加者があるが、学習分野によっては参加者が少

なく実施効果が十分といえないものがある。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ
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１６ミリ映画上映会、中国語講座、囲碁教室、将棋教室等の講座は、市民団

体等との共催により継続的に開設している。

⑷ 現代の課題に対する理解と認識を深める講座の充実

市民防災講演会「熊谷地方の活断層と地震」をはじめ熊谷の自然と環境講座、

人権を考える講座等を開設している。

直実市民大学の共通学習においても高齢化社会における課題や健康、環境な

ど、現代社会の課題をテーマとした学習を行っている。

⑸ 市内公民館の組織の強化と事業の充実

市内３６公民館の組織の強化と事業の充実を図るため、熊谷市公民館連合会

を組織し、各種研修会を開催するとともに、機関紙の発刊を行っている。

⑹ 教育・行政・産業等関係機関との連携と職員の資質向上

市内の立正大学と連携した講座の開設や大学関係者を講師として招くなど、

講座の充実に努めている。また、地域やサークル団体から講師を招き講座を開

催するなど、講師陣と講座内容に広がりのある事業を展開している。

また、市公民館連合会、大里地区公民館連合会及び埼玉県公民館連絡協議会

の研修会等に、館長・主事等が出席している。

【今後の取組】

高齢化社会がますます進むなか市民の健康に対する関心が高いことから、健康

に関連した講座をはじめ、市民の多様な学習ニーズに応えられるよう各種講座の

一層の充実を図る。

直実市民大学及びけやき大学については、今後も必要に応じて募集方法や内容

の検討を行い一層の充実を図る。

また、今後も活躍の機会を提供することを通して、学習活動グループを支援す

る。



- 65 -

重点施策Ⅴ・単位施策２ 【図書館】

【取組状況】

⑴ 資料の整備充実

社会経済の変動、高度化する市民のニーズに十分配慮して、利用者の教養、レク

リエーション、調査、研究等に資する資料を幅広く収集している。

また、図書館４館のそれぞれの特長を生かした図書館づくりに努める。

各館が連携・協力し、幅広い蔵書構成を図り、資料を相互利用することでこれま

で以上に豊富な資料の提供ができるよう努めている。

⑵ 子ども読書活動の推進

「熊谷市子ども読書活動推進計画」に基づき、乳幼児や児童を対象としたおは

なし会、子ども会、映画会等の実施、「読書通帳」や「親子読書の日」啓発チラシ

の配布等、子供が読書に親しむ機会の充実に努めている。ヤングアダルトコーナ

ーを各館に設置し、中学生・高校生のサービスの充実を図っている。

⑶ 利用者へのサービスの拡充

利用者サービスについては、必要な資料・情報を「いつでも、どこでも、だれ

にでも」との方針の下に、図書、雑誌、視聴覚資料等の貸出、リクエスト及びレ

ファレンスサービスをはじめ、乳幼児から高齢者まであらゆる年齢層に向けた、

【重点事業】

１ 図書館利用の促進

⑴ 資料の整備充実

⑵ 子ども読書活動の推進

⑶ 利用者へのサービスの拡充

⑷ ＩＣタグ、電子書籍の導入

【事業の目的】

高度化する利用者の要望に応えられる充実した資料収集に努め、魅力のある図書館づ

くりを進めるとともに、情報化社会に対応した図書館サービスを推進する。

また、次代を担う心豊かな子供を育成するため、家庭・地域・学校と連携し、子供が読

書に親しむ機会を提供する。

【教育委員会の自己評価】

平成２７年度、図書館４館の利用時間が同一となり利便性の向上が図れた。インター

ネットからの予約も好評で、図書館以外での予約受取場所や資料返却ポストの設置によ

り図書館利用の促進を進めることができた。予約・リクエストサービスには、ほぼ対応

することができた。

平成２８年度は、システムを更新し、ＩＣタグ、電子書籍を導入して、利用者の利便

性の向上を図る。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ｂ Ａ Ａ Ａ
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きめ細かなサービスの提供に努めている。なお、リクエスト対応率は約９９％と

なっている。

また、図書館以外にも返却ポスト（熊谷図書館熊谷駅前分室、籠原駅連絡所前、

熊谷文化創造館さくらめいと）や予約受取場所（熊谷図書館熊谷駅前分室、熊谷

文化創造館さくらめいと）を設け、利用者の利便性の向上に努めている。

⑷ ＩＣタグ、電子書籍の導入

平成２９年３月に図書館システムを更新し、ＩＣタグによる資料管理、電子

書籍を導入して、利用者の利便性の向上を図る。

［蔵書冊数］ （単位:冊、点）

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

熊
谷
図
書
館

一般書 １２５，０３４ １２４，８４６ １２６，３９０

児童書 ４９，１６５ ５０，８８４ ５１，２１２

郷土図書 ２０，８６８ ２１，２１２ ２１，３６９

一般雑誌 ７，９６９ ９，０５０ ９，３６９

児童雑誌 １，３１３ １，３６８ １，４２０

小 計 ２０４，３４９ ２０７，３６０ ２０９，７６０

移動図書(一般書) ８，００６ ９，１２１ ９，５３１

移動図書(児童書) ７，８５３ ８，７６４ ９，０７６

視聴覚 ９６９ １，０１８ １，０４０

合 計 ２２１，１７７ ２２６，２６３ ２２９，４０７

妻
沼
図
書
館

一般書 ５５，３５２ ５７，８５７ ６１，８０８

児童書 ３０，６７５ ３１，６０５ ２７，４０８

郷土図書 ２，０７６ ２，１４５ １，７２７

一般雑誌 １，３７８ １，９８４ １，９１５

児童雑誌 １，９４０ ２，０３２ ２，０９９

小 計 ９１，４２１ ９５，６２３ ９４，９５７

視聴覚 ２，５１４ ２，５６１ ２，５２２

合 計 ９３，９３５ ９８，１８４ ９７，４７９

大
里
図
書
館

一般書 ３６，００２ ３６，２９５ ３６，８２６

児童書 １６，９７２ １８，３３１ １８，２１８

郷土図書 ８９５ ９５２ １，００４

一般雑誌 １，３９５ １，４８８ １，４１７

児童雑誌 １２８ １３３ １１２

小 計 ５５，３９２ ５６，８５３ ５７，５７７

視聴覚 ２，４７６ ２，４８５ ２，３９９

合 計 ５７，８６８ ５９，６８４ ５９，９７６
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12/1 現在 199,769 人

［各種催し物］ （単位:回、人）

江
南
図
書
館

一般書 ４０，３６８ ４１，５０９ ４２，６３２

児童書 ２１，１４７ ２２，２３０ ２１，６８５

郷土図書 １，１８６ １，２５１ １，１８６

一般雑誌 ７７１ ８３１ ８７８

児童雑誌 ２９９ ３８３ ４４８

小 計 ６３，７７１ ６６，２０８ ６６，８２９

視聴覚 ２，９１３ ２，９３３ ２，７６３

合 計 ６６，６８４ ６９，１４１ ６９，５９２

合

計

一般書 ２５６，７５６ ２６０，５０７ ２６７，６５６

児童書 １１７，９５９ １２３，０５０ １１８，５２３

郷土図書 ２５，０２５ ２５，５６０ ２５，２８６

一般雑誌 １１，５１３ １３，３５７ １３，５７９

児童雑誌 ３，６８０ ３，９１６ ４，０７９

小 計 ４１４，９３３ ４２６，３９０ ４２９，１２３

移動図書(一般書) ８，００６ ９，１２１ ９，５３１

移動図書(児童書) ７，８５３ ８，７６４ ９，０７６

視聴覚 ８，８７２ ８，９９７ ８，７２４

合 計 ４３９，６６４ ４５３，２７２ ４５６，４５４

人口１人当たり冊数 ２．１０ ２．２７ ２．２８

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

熊
谷
図
書
館

おはなし会
回数 ３３ ４４ ２８

人数 ７８９ ７４１ ５０３

出張おはなし会
回数 １ ０ ０

人数 ３４ ０ ０

子ども会
回数 ３ ３ ０

人数 １１９ １１０ ０

子ども映画会
回数 １２ １２ １

人数 １０２ ７４ ６

ブックスタート
回数 ２４ ２４ １６

組数 １，１２５ １，２０６ ７９５

妻
沼
図
書
館

おはなし会
回数 ５２ ６０ ４０

人数 ５５８ ８５２ ４００

出張おはなし会
回数 ９ ０ ０

人数 １，０４０ ０ ０
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子ども会
回数 １ － －

人数 １０ － －

子ども映画会
回数 － ５ １

人数 － ５０ １８

ブックスタート
回数 ６ ６ ４

組 １６６ １４０ ８８

大
里
図
書
館

おはなし会
回数 １２ １２ ８

人数 １０８ １３５ ９１

出張おはなし会
回数 ３３ ０ ０

人数 １，３６１ ０ ０

子ども会
回数 ０ － －

人数 ０ － －

子ども映画会
回数 ６ ３ １

人数 ８８ ４６ ２１

江
南
図
書
館

おはなし会
回数 ２４ ２３ １６

人数 ３１３ ３３４ ２９４

出張おはなし会
回数 ０ ０ ０

人数 ０ ０ ０

子ども会
回数 － － －

人数 － － －

子ども映画会
回数 ４ ３ １

人数 ５６ ７７ ３５

ブックスタート
回数 ６ ６ －

組 ９０ １００ －

合

計

おはなし会
回数 １２１ １３９ ９２

人数 １，７６８ ２，０６２ １，２８８

出張おはなし会
回数 ４３ ０ ０

人数 ２，４５３ ０ ０

子ども会
回数 ４ ３ ０

人数 １２９ １１０ ０

子ども映画会
回数 ２２ ２３ ４

人数 ２４６ ２４７ ８０

ブックスタート
回数 ３６ ３６ ２０

組数 １，３８１ １，４４６ ８８３
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［熊谷図書館が全市域を対象として実施している事業］ （単位:回、人）

［貸出冊数、予約・リクエスト数、登録者数］ （単位:冊、点）

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ28(12.1 現在)

児童文化講座
回数 ３ ７ ０

人数 １６１ １７２ ０

子ども図書館まつり
回数 １ １ １

人数 １８ ２３ ２４

子ども読書活動推進

交流会

回数 １ １ １

人数 １０３ ９４ ８２

おとなのための映画会
回数 １ １ －

人数 １１ １６ －

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

熊
谷
図
書
館

一般書 ２６６，６７８ ２７１，２２９ １６８，０９７

児童書 １４８，０１４ １６２，７２４ ９２，１１２

郷土図書 １，５０２ ２，０１０ １，１４３

移動図書館 ２０，３８４ １９，５９２ １３，０５２

雑 誌 ２０，８４１ １９，３６２ １３，４８８

団 体 ２０，３６９ ２６，２７７ ２２，０６４

小 計 ４７７，７８８ ５０１，１９４ ３０９，９５６

視聴覚 ４，６５１ ４，２３２ ２，４４６

熊谷駅前分室 ７，８２６ ７，９２１ ４，９３１

文化創造館 ３，２４１ ４，１３９ ２，９４８

予約・リクエスト ８９，２１６ ８７，１５３ ４５，７２５

妻
沼
図
書
館

一般書 ９１，０５１ ９８，５４６ ６３，９９８

児童書 ６５，９７７ ７３，０１１ ５０，４７１

郷土図書 ３４ ５２ ３８

雑 誌 １０，８７１ １３，２２７ ７，９７０

団 体 ３，６４９ ６，６４５ ２，７９１

小 計 １７１，５８２ １９１，４８１ １２５，２６８

視聴覚 ８，８０５ ９，２１０ ５，８８８

予約・リクエスト １７，４５９ １９，７６０ １２，８９２

大
里
図
書
館

一般書 ４７，６２２ ４６，６２５ ３０，７０１

児童書 ６１，７３６ ５９，８４２ ３８，５９９

郷土図書 ２１５ １９５ １０３
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【今後の取組】

⑴ 各館の特色を生かした収集により、幅広い蔵書構成となるよう努めるととも

に、分担収集を図るなど、資料の有効利用を進める。

⑵ 平成２４年３月策定の「熊谷市子ども読書活動推進計画(改訂版)」に基づき、

子供の読書活動が、家庭・地域・学校それぞれの場において活発になるよう計

画の推進を図る。具体的な事業として、「親子読書の日」のすすめや「読書通

帳」の取組などの推進を図る。

雑 誌 ７，２９９ ７，１５８ ４，７９０

団 体 ４，１２５ ５，０００ ３，１７４

小 計 １２０，９９７ １１８，８２０ ７７，３６７

視聴覚 ８，５５９ ８，２８７ ５，３４０

予約・リクエスト １１，９１０ １２，０６０ ８，４９９

江
南
図
書
館

一般書 ３７，２７６ ３８，７３８ ２５，７１９

児童書 ５９，６０４ ６０，６０８ ３９，６０２

郷土図書 １３９ １４２ １０２

雑 誌 ４，１２７ ４，２７２ ２，８３６

団 体 ７，７７９ ３，７７２ ３，０６２

小 計 １０８，９２５ １０７，５３２ ７１，３２１

視聴覚 ７，７０５ ７，８７４ ５，３２６

予約・リクエスト １２，７０６ １３，９５３ ９，３６３

合

計

一般書 ４４２，６２７ ４５５，１３８ ２８８，５１５

児童書 ３３５，３３１ ３５６，１８５ ２２０，７８４

郷土図書 １，８９０ ２，３９９ １，３８６

移動図書館 ２０，３８４ １９，５９２ １３，０５２

雑 誌 ４３，１３８ ４４，０１９ ２９，０８４

団 体 ３５，９２２ ４１，６９４ ３１，０９１

小 計 ８７９，２９２ ９１９，０２７ ５８３，９１２

視聴覚 ２９，７２０ ２９，６０３ １９，０００

熊谷駅前分室 ７，８２６ ７，９２１ ４，９３１

文化創造館 ３，２４１ ４，１３９ ２，９４８

県内他館貸出 ４，６７９ ４，３５０ ２，７９４

登録者数 １３０，５３７ １３３，５１０ １３７，３１６

予約・リクエスト １３１，２９１ １３２，９２６ ７６，４７９
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⑶ 利用者が必要とする資料や情報について、現在の対応率約９９％である予

約・リクエストをはじめとして、きめ細かなサービスの提供に努める。また、

システムを更新し、ＩＣタグ、電子書籍を導入して、利用者の利便性の向上を

図る。

⑷ 図書館システムを更新し、ＩＣタグによる資料管理により貸出・返却処理を

迅速化するとともに、電子書籍を導入することにより、利用者のニーズを汲ん

だサービスの提供やさらなる利便性の向上を目指す。
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重点施策Ⅴ・単位施策２ 【図書館】

【取組状況】

⑴ 学校図書館支援事業の推進

総合的学習の時間や調べ学習などに必要となる図書の貸出を行っている。

[調べ学習用団体貸出]

⑵ 移動図書館サービス事業の推進

図書館からの遠隔地に居住する市民への図書館サービスの向上を図るため、

移動図書館「さくら号」を巡回している。

[移動図書館]

【重点事業】

２ 地域読書活動の支援

⑴ 学校図書館支援事業の推進

⑵ 移動図書館サービス事業の推進

⑶ 福祉配本事業の拡充

【事業の目的】

学校図書館で不足する資料について、団体貸出制度により市立図書館が支援を行

う。また、図書館が遠いため利用が困難な市民や、障害等の理由により図書館を利用

することが困難な市民に図書館サービスを提供する。

【教育委員会の自己評価】

市立図書館が学校と連携・協力し、学校が必要とする資料の団体貸出を行うことに

より、調べ学習の支援をすることができた。

移動図書館業務は、西部地区のステーションを拡充してサービスを提供したことに

より、利用者が増加するという効果があった。

福祉配本は、障害等で図書館に直接来館できない市民へ図書館サービスを提供する

ため家庭配本サービスを実施しており、利用者も旧熊谷地域から大里地域、妻沼地域

へも拡がり、利便性が向上した。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ｂ Ａ Ａ Ａ

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1現在)

延べ学校数 ２４校 ５６校 ３２校

延べ貸出冊数 １，４７４冊 １，８１１冊 １，１９１冊

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

ステーション数 １１箇所 １１箇所 １１箇所

延べ巡回日数 １０６日 ９９日 ６６日

貸出冊数 ２０，４８７冊 １９，５９２冊 １２，８８６冊
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⑶ 福祉配本事業の拡充

身体的にハンディキャップがあり、図書館サービスの利用が困難な市民への

サービスを充実させるため、障害者施設や個人宅への配本サービスを実施して

いる。

[福祉配本事業]

【今後の取組】

⑴ 学校図書館支援事業については、団体貸出等により、学校図書館を支援して

いく。また、インターネットを利用したリクエスト等、学校との連携・協力を

更に深め、より効率的・効果的な方法により実施していく。

⑵ 移動図書館事業については、図書館から遠隔地の住民が図書館サービスを利

用できるよう移動図書館事業を継続していく。また、地域的なバランス等も考

慮し、ステーションの見直し等を行い、公平性のある図書館サービスの向上に

努める。特に、図書館のない西部地区の充実を図る。

⑶ 福祉配本事業は、障がい等により直接図書館に出向くことが困難な市民が、

図書館サービスを利用できるよう事業を継続していく。利用相談等には丁寧な

説明を行い、自宅（施設）の訪問を基本とした円滑なサービスに努める。

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

登録数
個人 １４人 １４人 １５人

団体 ５団体 ５団体 ５団体

延利用数
個人 ６０人 ６０人 ４０人

団体 ７０団体 ７１団体 ４０団体

延貸出冊数

個人 ２９９冊 ２０７冊 １８０冊

団体 ２，１０７冊 ２，０１３冊 １，２７６冊

合計 ２，４０６冊 ２，２２０冊 １，４５６冊
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重点施策Ⅴ・単位施策２ 【図書館】

【取組状況】

⑴ 資料の整備及び施設等の環境整備充実

展示室の環境保全（温湿度及び照明等の適切な管理）を行うとともに、郷土

熊谷にゆかりの美術資料等の購入、収蔵作品・資料の修復及び寄贈資料の受入

れを行っている。

ア 展示室の環境保全

(ア) 自動記録温湿度計により、ガラスケース内の温度及び湿度を測定し、温

湿度の管理を行っている。また、特別収蔵庫のエアコン修理も行った。

(イ) 照明等の調光設備について、保守点検を行っている。

イ 美術資料等の購入、修復及び寄贈資料の受入れ

(ア) 美術品等購入

大久保喜一の油彩画「写生」、「研究室」

(イ) 美術品等修復

柴田侑堂の書 軸装 ３点

刀剣研磨 脇差(無銘)

【重点事業】

３ 美術・郷土資料展示室、教育普及活動の推進

⑴ 資料の整備及び施設等の環境整備充実

⑵ 展示事業の充実

⑶ 講座等の開設による学習機会の拡充

【事業の目的】

郷土熊谷に関する美術・郷土資料を収集し、資料が散逸するのを防ぎ、収集した資

料をもとに郷土の歴史・文化の普及啓発のための展示・講座・講演会等の事業を行う。

【教育委員会の自己評価】

⑴ 郷土の画家大久保喜一の油彩画２点を購入したことにより、熊谷に関する資料

の散逸を防ぐことができた。また、画集や写真の参考資料も寄贈いただいた。

⑵ 夏の企画展として子どもの夏休み期間に合わせ「～世界の昆虫・身近な昆虫～

自然科学展」を開催し、４，２５４人（一日平均１４２人）と多くの入館者があ

り、生き物の大切さや多様性、身近な自然環境を守る心など、多くの市民に感じ

てもらうことができた。

⑶ ミニ企画展「奥原晴湖とその弟子たち展」を契機に遺族より奥原晴湖と瀧脇晴

華の作品の寄附申出があり、所蔵資料とすることができた。また、これまでの企

画展、資料調査、美術品等購入事業の実績により、森田恒友の作品１８点の寄贈

を受入れることができ、熊谷を代表する画家の所蔵作品の充実を図ることができ

た。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ａ Ａ Ａ Ａ
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赤羽刀の研磨・錆落とし １０本

(ウ) 寄贈資料の受入

美術品 奥原晴湖と瀧脇晴華の掛軸、扇面等 １３点

森田恒友の油彩画、水彩画、素描 １８点、

美術参考資料 大久保喜一の画集、写真 ２点

⑵ 展示事業の充実

郷土資料展示室では、所蔵資料を中心に、郷土熊谷に関する通史の常設展

示を、またミニ企画展コーナーにおいて美術品等の展示を行っている。

美術展示室では、熊谷に関連する事柄をテーマに、企画展示を行っている。

ア 熊谷の５つの歴史と美術展（郷土資料展示室：常設展・ミニ企画展）

ミニ企画展（４半期ごとに展示替）

イ 企画展示（美術展示室：年４回の企画展と 1回の特別展）

事業名、会期、入館者数等は下表のとおり

事 業 名
会 期

〔会期日数〕

入館者数

〔一日平均〕

郷

土

資

料

展

示

室

常

設

展

－所蔵資料を中心として－

熊谷の５つの歴史と美術展

4/ 2（土）～ 3/31（金）

〔開館日 280 日〕

17,051 人

〔 88 人〕

(12 月 1 日現在)

ミ

ニ

企

画

展

「奥原晴湖とその弟子たち展」

「佐藤虹二風景写真展」

「里見明正展」

「蜂須秀雲展」

「さくらの絵画展」

3/ 8（火）～ 5/ 29（日）

5/ 31（火) ～9/ 4（日）

9/ 6（火）～12/18（日）

12/20（火）～ 3/ 5（日）

3/ 7（火）～

美

術

展

示

室

企

画

展

－春 の 美 術 展－

熊谷市美術展 50 回記念展

4/ 2（土）～ 5/15（日）

〔開館日 37 日〕

3,231 人

〔 87 人〕

－世界の昆虫・身近な昆虫－

第 9回自然科学展

7/23（土）～ 8/28（日）

〔開館日 30 日〕

4,254 人

〔 142 人〕

－桐生・足利・熊谷－

毛武と渡辺崋山展

10/22（土）～11/27（日）

〔開館日 30 日〕

3,460 人

〔 115 人〕

－美術をする仲間たち 25 周年記念－

熊谷図書館美術クラブ合同作品展

12/13（火）～ 3/ 5（日）

〔開館日 55 日〕

－人

〔 －人〕

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

総入館者数 ２２，６８５人 ２３，５２３人 １７，０５１人

総開館日数 ２８４日 ２８５日 １９４日
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⑶ 講座等の開設による学習機会の拡充

教育普及事業として、美術、歴史等に関する各種講座を開催し、企画展示に

合わせた記念講座なども開催している。また、週５日制受入事業として、小学

校５・６年生を対象とした教室を開催し、さらには、当館所属の１４クラブに

対して、クラブ活動の支援と当館事業への協力要請を行っている。

ア 各種講座等の開催

日程、参加者数等は下表のとおり

事 業 名 実施日 講 師 参加者数

「熊谷市美術展 50 回記念展」

記 念 講 演 会
4/22(金)

日本美術院同人

大野 百樹氏
45 人

郷 土 史 講 座

「～熊谷学講師を中心に～

熊谷の偉人たち」

5/10(火）

5/17(火）

5/24(火）

5/31(火)

6/7(火)

熊谷学講師

金子征男 氏

熊谷学講師

福島茂徳 氏

熊谷学講師

茂木祥一 氏

くまがや古文書学習・研究

会 会長

岡田辰男 氏

熊谷学講師

岡田菊江 氏

49 人

64 人

49 人

55 人

55 人

体 験 学 習 会

「熊谷染型紙デザインで

うちわを彩ろう!!」

6/28(火)

7/ 7(木)

7/12(火)

ＮＰＯ法人

熊谷染継承の会

うちわ工房しまの

(越生町)

12 人

12 人

12 人

「毛武と渡辺崋山展」

記 念 講 座

10/25(火)

11/8(火)

熊谷学講師・

渡辺崋山研究家

馬場國夫 氏

愛知県田原市博物館

副館長

鈴木利昌 氏

89 人

85 人
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イ 「子ども教室」の開催

※子ども歴史教室に成人が加わる形で参加

ウ 美術、郷土クラブ活動への支援 （１４クラブ）

(ア) 美術系クラブ（１２クラブ)

写真クラブ、てん刻クラブ、水墨画クラブ、製本・装幀クラブ、水彩画

クラブ、書道クラブ、彫塑クラブ、パステル画クラブ、籐工芸クラブ、油

彩画クラブ、和裁クラブ、きり絵クラブ

(イ) 郷土史系クラブ（２クラブ）

古文書学習・研究会、直実・蓮生を学ぶ会

【今後の取組】

⑴ 展示施設や収蔵施設の老朽化等により改修が必要となる設備等については、

計画的な改修に努める。

⑵ 展示事業は、美術系、自然科学系、歴史系、民俗系等のバランスを考慮して、

郷土熊谷を全国に発信することができるような展示テーマを設定し、展示を行

う。

館 外 学 習 会

歴史散歩

「世界遺産富岡製糸場と関連施設を

めぐる」

参加者事前説明会

館外学習

10/28(金)

11/18(金)

展 示 室 職 員

中田迪 氏

現地ボランティアガ

イド

32 人

37 人

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

延べ参加者数 ７９９人 ９４７人 ５９６人

講座総回数 １８回 １６回 １３回

事業名 対象 実施日 講師 参加者数

子ども自然科学教室

“自然に挑戦する科学”
小学校

５・６年生

毎月第２土曜

(１年度に 12 回)
三澤泰助氏

H26 34 人

H27 57 人

H28 46 人

子ども歴史教室

“熊谷の歴史を彩る

史跡・文化財・人物”

小学校

５・６年生
毎月第４土曜

(１年度に 12 回)
来間平八氏

H26 15 人

H27 12 人

H28 15 人

※熊谷の歴史を学ぶ会

“熊谷の歴史を彩る

史跡・文化財・人物”

成人

H26 44 人

H27 63 人

H28 54 人

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

クラブ参加者総人数 ２４２人 ２３４人 ２２３人
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⑶ 教育普及事業は、多くの市民が関心のあるテーマを設定し、美術、歴史等に

関する講座や教室等を継続して実施する。
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重点施策Ⅴ・単位施策２ 【図書館】

【取組状況】

⑴ 出版物等を活用した情報発信

図書等の刊行では、図録、報告書、子ども自然科学教室テキスト、展示会パン

フレット等の編集刊行を行っている。

⑵ 地元作家の協力による情報発信

くまがや「写真俳句」コンテストには、関東の公立図書館を中心に全国の文学

館等にポスター、パンフレットを送付するとともに、インターネット上でも募集

し、全国から作品の応募があった。優秀作品は文化センター市民ギャラリーで展

示し、表彰式を行うとともに副賞を贈呈した。

【今後の取組】

⑴ 出版物を活用した情報発信では、熊谷ならではの情報を広く提供出来るような

題材を吟味しながら、広く提供できる出版物の刊行を行う。

⑵ くまがや「写真俳句」コンテストは、森村誠一氏の全面協力のもと実施してい

るが、より多くの方に応募していただけるよう副賞や募集形態について再考し実

施する。

【重点事業】

４ 図書館から全国への情報発信

⑹ 出版物等を活用した情報発信

⑺ 地元作家の協力による情報発信

【事業の目的】

図書館主催の企画展等の図録や各種調査報告書を刊行することにより出版物とし

て情報を発信する。また、地元出身の作家森村誠一氏の協力による、～作家・森村誠

一が選ぶ～くまがや「写真俳句」コンテストを開催し、全国から作品を募集するとと

もに WEB くまがや写真俳句館を利用した電子情報による発信を図る。

【教育委員会の自己評価】

出版物は、美術展・自然科学展・遺跡展等の展示会のパンフレットや子ども自然科

学教室のテキストを作成し、熊谷の美術、自然、歴史、民俗等に関しての普及啓発資

料として全国に熊谷の歴史や文化を情報発信できた。

また、～作家・森村誠一が選ぶ～くまがや「写真俳句」コンテストは、本年度で５

回目となる催しで、コンテスト開始以来、毎回全国から１,２００点を超える作品の

応募があり、文学のまち熊谷として情報発信を行うことができた。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ａ Ａ Ａ
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重点施策Ⅵ・単位施策１ 【社会教育課】

【取組状況】

⑴ 芸術文化の充実

ア 熊谷市スポーツ・文化村「くまぴあ」の整備

芸術文化活動を支援するための拠点施設として熊谷市スポーツ・文化村「く

まぴあ」をオープンした。また、市民が学習やスポーツなどの活動を通して

自己実現を図り、地域文化の向上やスポーツ振興につながる生涯学習活動を

行えるよう、生涯学習活動団体登録制度を設け、自主的に組織し運営を行う

生涯学習活動団体が「くまぴあ」を利用する際、使用料の減額や優先利用等

の支援を行った。

イ 鑑賞、発表、参加の場の提供及び情報発信並びに芸術文化団体等への支援

市民の自発的な文化活動を奨励するため、本市の芸術文化の振興に寄与す

る事業に対して補助金交付や名義後援等の援助を行った。

また、ウインドオーケストラ in 熊谷の開催をはじめ、美術展、市民音楽祭、

文化祭などの事業を文化団体へ委託するとともに、芸術文化育成のため関係

【重点事業】

１ 生涯学習の推進

⑴ 芸術文化の充実

【事業の目的】

本市の文化芸術水準の高揚のため、市民が文化芸術にふれる機会や情報、参加の場

の提供に努め、併せてその活動を支援する。また、鑑賞、発表の場となる施設の改修

を行う。

【教育委員会の自己評価】

熊谷市スポーツ・文化村「くまぴあ」のオープンにより、より多くの市民に生涯学

習に参加する機会・場所を提供することができ、生涯学習活動団体の登録団体数、利

用者数ともに増加した。

また、文化祭や美術展等の鑑賞者数及び熊谷文化創造館等自主事業来場者数につい

ては、おおむね前年度の水準を維持した。

さらに、熊谷文化創造館等の維持管理を適切に実施した結果、昨年度に引き続き利

用者が支障なく施設を利用することができた。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ｂ Ａ Ａ Ａ

年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

生涯学習活動団体

登録数
７３団体 ９５団体 １１０団体

施設利用者数 ７１，７４１人 １８５，１６８人 １２１，３２３人
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諸団体を支援した。

ウ 熊谷文化創造館等の維持管理整備

市民の文化芸術活動、文化教養の向上を図るため、熊谷文化創造館、大里

生涯学習センター、江南総合文化会館の管理運営、施設補修を行った。また、

引き続き公益財団法人熊谷市文化振興財団を指定管理者に指定（平成３２年

３月３１日までの５年間）し、３館施設の機能維持のための補修を実施して

いる。

【今後の取組】

熊谷市スポーツ・文化村「くまぴあ」は段階的に整備する中で、引き続き利用

促進を図っていく。

芸術文化の充実については、引き続き芸術文化団体等との連携を図りながら、

その活動を奨励し、必要な支援を行っていく。また、活動団体等の自主性を尊重

しつつ、将来的に自立した活動が展開できるよう連携していく。このほか、演奏

会、美術展等の開催情報について、市民へのこまめな広報を継続していく。

熊谷文化創造館等の指定管理者に対しては、引き続いて効率的な運営及び市民

の文化芸術活動、文化教養の向上に資する事業展開を求めるとともに、計画的に

機能維持のための修繕を実施する。併せて、適切なモニタリングを実施し、公の

施設の適切な管理及び公共サービスの水準の確保に努める。

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1現在)

文化祭や美術展等の

鑑賞者数
４６，０６０人 ４４，１０９人 ４０，０９９人

うち熊谷文化創造館

等自主事業来場者数
１３，４８８人 １４，０３４人 ９，７９１人
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重点施策Ⅵ・単位施策１ 【プラネタリウム館】

【取組状況】

⑴ 社会的関心の高い番組制作

世界的新発見として注目された「重力波」や中接近となった火星など、話題

となったニュースや天体をテーマに番組を制作している。

「火星(Mars)」 ５月１３日～７月１０日

「重力波って何だ？」 ９月３日～１１月６日

⑵ 天体観察会の拡充

観察天体の解説資料を作成し、配布している。

天体写真撮影の時間を設けている。

⑶ 幼児用新番組の制作と活用の推進

夏季番組「ドは土星のド！？～土星のせかい」と秋季番組「近くでお月見～

月面へ」を制作し、市内外の幼稚園及び保育園に幼児向け投影のＰＲを行った。

⑷ 学校等の天体観察会への協力と支援

市内小・中学校主催の野外天体観察会の開催に際し、指導者派遣の協力と観

察に必要な望遠鏡等機材の支援を行っている。

【今後の取組】

⑴ 話題性の高い天体現象等を番組に取り上げ、宇宙や科学を身近なものとする。

⑵ 天体観察の機会や内容の充実を図る。

⑶ 幼児番組は、子どもがまたプラネタリウムに行きたいと思える番組作りに努

める。また、２月と３月には、卒園用番組を投影する。

⑷ 小・中学校等で開催する野外天体観察会に対し、指導者の派遣や機材の支援

を行う。

【重点事業】

２ 幅広い内容の番組投影と観察体験の充実

⑴ 社会的関心の高い番組制作

⑵ 天体観察会の拡充

⑶ 幼児用新番組の制作と活用の推進

⑷ 学校等の天体観察会への協力と支援

【事業の目的】

宇宙、科学に関する知識の普及・啓発を通して、創造豊かな青少年を育成するととも

に、各世代にわたる生涯学習の推進を図り、文化の振興に寄与する。

【教育委員会の自己評価】

話題性の高い天体現象等を易しく解説した番組を作成したことにより、宇宙や科学を

身近に感じてもらうことができた。また、幼児向けの投影においても、ニーズに合った

番組を制作したことにより、近隣市町村からの団体利用が定着した。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ａ Ａ Ａ Ａ
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重点施策Ⅵ・単位施策１ 【プラネタリウム館】

【取組状況】

⑴ 小学４年生用番組の制作（一部変更）

８月に改訂版を制作して担当教師への説明会を行い、９月１３日から１０月

２８日まで学習投影を実施した。

（投影回数３４回、見学者数１,６２６人）

⑵ 小学６年生用番組の制作（一部変更）

１２月に新番組を制作して担当教師への説明会を行い、１月１８日から２月

１０日まで学習投影を実施する。

（予定投影回数３６回、予定見学者数１,６０１人）

⑶ 中学３年生用番組の制作（一部変更）

１０月に改訂版を制作して担当教師への説明会を行い、１１月１６日から

１２月１４日まで学習投影を実施した。

（予定投影回数３１回、予定見学者数１，７４５人）

【今後の取組】

⑴ プラネタリウム学習実施委員会と協力し、低コストで学習効果の高い、熊谷

独自の学習投影番組を制作していく。

⑵ 児童生徒が理科の楽しさを見出せるような投影プログラムを目指していく。

【重点事業】

３ 学習指導要領改訂に合わせた学習投影番組の制作

⑴ 小学４年生用番組の制作

⑵ 小学６年生用番組の制作

⑶ 中学３年生用番組の制作

【事業の目的】

市立のプラネタリウム館がある利点を活かし、小学校は４年生と６年生、中学校は３

年生の全員を対象として学習投影を実施する。学習投影をより効果的なものとするた

め、学校と連携・協力し、学習指導要領の改訂に合わせた学習投影用番組を制作する。

【教育委員会の自己評価】

市内小・中学校と連携して実施した学習投影では、児童生徒へのアンケートにおいて、

学習内容が「大変よくわかった」「わかった」と回答した児童生徒が９０％以上となり、

成果があった。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ａ Ａ Ａ Ａ
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重点施策Ⅵ・単位施策２ 【社会教育課】

【取組状況】

⑴ 文化財の保護及び活用の充実

ア 文化財保護審議会を５月に開催した。

熊谷市指定文化財候補として２件の諮問があり、平成２９年３月答申を目

途に資料調査を実施している。

イ 観音山保存会と市民協働事業「名勝『三尻観音山』保全活動事業」を実施

し、三尻観音山の環境保全を行った。

ウ 本年度から２か年計画で、国宝歓喜院聖天堂の彫刻修繕を実施している。

エ 無形民俗文化財保存団体への補助、指定文化財の維持費・修理費補助、指

定文化財（建造物）防災設備保守点検補助等の下記の事業を行った。

オ 歓喜院内に所在する建物９棟について、国の文化審議会は平成２８年１１

月１８日、国登録有形文化財候補として文部科学大臣に答申し、指定される

見込みとなった。

【重点事業】

１ 文化財の保護・継承

⑴ 文化財の保護と活用の充実

⑵ 埋蔵文化財の保護と活用の充実

⑶ 文化財保護思想の普及・啓発事業の充実

⑷ 江南文化財センターの管理、運営の充実

⑸ 星溪園の管理、運営の充実

【事業の目的】

史跡や埋蔵文化財、有形・無形文化財、記念物、歴史資料などの公開、調査、保存

及び活用を図るとともに、江南文化財センターなどでの公開・普及活動を行う。

【教育委員会の自己評価】

市民を対象とした体験学習の参加者および施設入場者数は順調に推移しており、市

内の文化財について、文化財の公開・普及事業やホームページ等を通じて、積極的な

情報発信を行うことができた。

また、指定文化財の保護については、所有者との協議を続け、計画的に保護措置を

進めることができたことを評価した。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ｂ Ａ Ａ Ａ

区 分 件 数 補 助 金 額

無形民俗文化財保存団体補助 １７団体 ８５０，０００円

指定文化財維持管理費補助 ２件 １４５，０００円

指定文化財修理費補助 ４件 ４，３６１，０００円

防災設備保守点検費補助 ３件 １０２，０００円
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⑵ 埋蔵文化財の保護と活用の充実

ア 埋蔵文化財包蔵地（遺跡）の周知の促進及び市内遺跡の試掘・発掘調査の

充実

(ア) 埋蔵文化財包蔵地での開発事業を発掘届・照会文書等で把握し、事業実

施前に試掘調査及び必要に応じ発掘調査を行った。実施状況は次のとおりで

ある。

(イ) 千代地内宮下遺跡の大規模な発掘調査について、８月６日（土）に遺跡

見学会を実施し、１５０名の見学者があった。

(ウ) 遺跡地図のＧＩＳを用いたデジタル化を行い、事務処理の迅速化を図る

システムを構築する。

イ 埋蔵文化財の調査報告書の刊行

発掘調査遺跡の出土品を収蔵・管理し報告書を作成するとともに、保存と

活用を図る。本年度は、中西遺跡・諏訪木遺跡の整理調査を行ったほか、平

成２９年３月を目途に諏訪木遺跡の調査報告書を刊行する。

ウ 重要遺跡の確認調査

西別府地内の７世紀後半から１１世紀前半にかけて武蔵国幡羅郡の郡家、

寺院及び祭祀場があった地点について、確認調査を実施する予定である。

⑶ 文化財保護思想の普及・啓発事業の充実

ア 文化財啓発資料の作成・啓発活動の推進

ホームページ『熊谷デジタルミュージアム』、観光文化財ナビ『くまここ』、

動画配信サイト『You Tube』での情報発信、江南文化財センターでの展示活

用及び体験学習・公開講座等で文化財情報を提供する。

本年度は、次のような事業を実施した。

(ア) 『熊谷デジタルミュージアム』内に、新たに「東武熊谷線」「美術館（絵

画室・書室・絵馬堂）」「前中西遺跡」「熊谷ゆかりの人物」の項目を設け、

収蔵資料等の情報発信を行った。

(イ) ３月１５日に県指定文化財に指定された上新田地内の「諏訪神社本殿」

の一般公開を、４月１０日（日）に実施し、１５０名の見学者があった。

(ｳ) 昨年度実施の市民協働「熊谷の力」村岡地域文化遺産保存事業で作成し

た村岡地区文化財マップを用いたスタンプラリーを、７月２３日（土）

に村岡自治会と行い、５５０名の参加者があった。

(ｴ) 下川上に所在する熊谷市指定文化財「愛染明王」収蔵施設である愛染堂

の保存修理工事が昨年度完了したことを記念して、９月１８日（日）に

落成式・一般公開を行い､４８０名の見学者があった。

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

発掘届受理件数 １９６件 ２０９件 １６０件

試掘件数 ４８件 ６３件 ３３件

発掘件数 １６件 ９件 ９件
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(ｵ) 平成２５年９月に発生した竜巻により被災した、御正新田浄安寺地蔵堂

収蔵の熊谷市指定文化財「千体地蔵」が、本堂での保存管理が完了した

ことによる公開イベントを、１０月２３日（日）に東洋美術学校との共

催で行い、１００名程度の参加者があった。

(ｶ) １１月１４日（月）に県民の日事業として、江南文化財センターで「ま

が玉作り」、坂田医院旧診療所の公開、星溪園で熊谷女子高校・熊谷西高

校・立正大学茶道部の協力を得て「お茶に親しむ会」を実施した。

(ｷ) 熊谷図書館展示室への資料展示を行う。本年度は、「池ノ上遺跡最新出土

品展」「樋の上遺跡最新出土品展」を開催した。

(ｸ) 「文化財情報」第１８～２０号を発行し、文化財についての啓発を行っ

た。

イ 民俗文化財の発表会・文化財講演会への講師派遣

(ア) 地域伝統芸能振興事業「第９回地域伝統芸能今昔物語」を、１１月２３

日（水・祝）妻沼中央公民館を会場に、無形民俗文化財・無形文化財から

７団体、文化団体から７団体、賛助出演１団体が出演して開催し、約９０

０名の観覧者があった。

(イ) 直実市民大学、埼玉県遺跡発掘調査報告会、立正大学法学部第二期講義

へ各１名の講師・発表者を派遣した。

⑷ 江南文化財センターの管理、運営の充実

発掘調査報告書の作成、出土品の収蔵・管理及び公開・活用の拠点として

事業を推進する。

ア 企画展・テーマ展の実施

市内遺跡発掘調査の最新出土品展示を行う。本年度は、次のような事業を

行った。

(ア) 企画展

・ 諏訪木遺跡・三ヶ尻古墳群展 ４月～１１月

･ 柴田家の建造物展 １月～ ３月

・ 諏訪神社本殿展 ４月～１２月

・ 池ノ上遺跡展 １１月～ ４月

(イ) テーマ展

・弥生時代の石器展 ４月～ ２月

イ 体験学習プログラムの整備と実施

体験学習を通して、文化財に対する認識を深める機会を作った。

[実施状況]

事 業 ・ 内 容 等 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

中学生職場体験、教職員・社会教育実習生研修受入れ ６人 ９人 ９人

夏期公開事業：まが玉作り・土器作り・火起こし体験等 １１回 １０回 １０回

県民の日事業：まが玉作り １回 １回 １回
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ウ 江南文化財センター来館者数

⑸ 星溪園の管理、運営の充実

ア 市指定文化財名勝「星溪園」の建物及び庭園の維持・管理を行うとともに、

星溪園利用の促進を図る。本年度は、庭園の環境整備、施設の小修理を行っ

た。

イ 市民参加による「お茶会」（８回）やうちわ祭茶会、文化の日茶会を開催し

た。

ウ １０月に俳句入門講座全５回を実施した。

エ 熊谷市俳句連盟と協同し、園内に俳句振興を目的とした投句箱の設置を行

った。

[星溪園の利用件数・入園者数]

【今後の取組】

⑴ 一般文化財の基礎調査を進め、解説板・文化財標柱の設置または「観光文化

財ナビ」「熊谷デジタルミュージアム」への掲載を行い、啓発・保護措置を進

める。

⑵ 指定文化財所有者と協議を続け、計画的に継続的な保護措置を進めていく。

⑶ 各種開発に伴う埋蔵文化財調査の迅速な対応に向けて、調査体制を整えると

ともに、埋蔵文化財包蔵地等についての周知を行う。

⑷ 文化財保護思想の普及・啓発活動を、ホームページ、パンフレットの刊行、

展示会、講演会等を通じて行う。

⑸ 出土品等の収蔵資料の活用を図るため、熊谷図書館・妻沼展示館と協議し、

積極的な公開を図る。

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

利用件数 １７５件 ２０５件 １３７件

入園者数 ９，１４９人 １１，１４５人 ８，４７９人

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

人 数 ３，８４６人 ４，５８２人 ２，９０３人
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重点施策Ⅵ・単位施策２ 【社会教育課】

【取組状況】

⑴ 市史編さんに関する調査・研究

ア 市史編さん委員会の開催

教育委員会からの諮問に応じ、市史編さんに関する基本方針及び基本計画

について、調査・審議し答申する。今年度中に１回程度委員会を開催し、市

史編さんについての審議等を行う予定である。

イ 市史編集委員の活動

市史編集委員により、各分野の専門部会ごとに会議や調査研究活動を実施

し、執筆・編集を行った。

・編集会議 会議を３月に予定、部会長間の情報交換や編集方針調整等

・考古専門部会 会議３回開催、通史編の執筆者、目次の確定、内容検討

・古代専門部会 会議３回開催、通史編の執筆者、目次の確定、内容検討

・中世専門部会 会議１回開催、通史編の執筆者、目次の確定、内容検討

・近世専門部会 会議３回開催

・近代専門部会 会議２回開催、資料編目次、史料リストの検討

・現代専門部会 会議４回開催、資料編目次、史料リストの検討

・仏像専門部会 調査７回実施

・通史編上巻関係会議 １回開催、専門部会長、執筆者会議

【重点事業】

２ 市史編さん事業の推進

⑴ 市史編さんに関する調査・研究

⑵ 市史の刊行

⑶ 行政文書の収集・保存

【事業の目的】

熊谷市の歴史的・文化的発展の過程を実証し、先人の営みや歴史を集大成し、未来

の市民への文化的遺産とするため、熊谷市史編さん基本方針及び基本計画に基づき、

熊谷市史を編さん・刊行する。

【教育委員会の自己評価】

大幅な資料・史料の増大に対処するため、平成２６年度に年次計画を変更し、新た

な年次計画に拠る調査や編集活動を進めている。

熊谷市史の刊行は、昨年度本編として第４冊目となる「別編２妻沼聖天山の建築」

を刊行し、国宝聖天堂をはじめとする妻沼聖天山の建築について、市民の関心を高め

ることができた。本年度は、史料集２冊と資料報告１冊の刊行を予定しており、「通

史編上巻 原始・古代・中世」の来年度刊行に向けて執筆・編集作業を進め、順調に

推移していることを評価した。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ａ Ａ Ａ Ａ
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ウ 市史編さんに係る各種調査の実施

市史資料編・通史編・別編・調査報告書等の執筆に必要な基礎調査研究活

動を行う。

(ア) 古文書調査の実施

古文書調査を行い、目録及び解説を作成し、市史編さん事業に活用する。

(イ) 中世石造物悉皆調査
しっかい

調査報告書「中世の石造物」及び「通史編」を編さんするため、中世に

造立された市内にある石造物を把握し、調査・記録等を行う。

(ウ) 仏像悉皆調査
しっかい

調査報告書「仏像」及び「資料編」「通史編」の各巻を編さんするため、

市内寺院や堂・庵等にある仏像の調査・記録等を行う。

(エ) 埼玉県行政文書調査

資料編「近代・現代」の編さんのため、熊谷に関する埼玉県行政文書の

史料を調査する。

(オ) 新聞記事調査

資料編「近代・現代」編さんのため及び新聞記事目録作成のため、新聞

記事の中から熊谷に関する記事を調査する。

(カ) 市内小・中学校等調査

資料編「近代・現代」及び「通史編」の編さんのため、市内の小・中学

校等にある資料を調査する。

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

調査状況 調査済 調査済 調査済 調査中

件 数 １４件 １２件 １件 ６０件

点 数 ８，０９６点 ８，８２７点 ３９６点 ６２，４４８点

実施期間
Ｈ２６．９～

Ｈ２７.３

Ｈ２７．４～

Ｈ２８.３

Ｈ２８．４～

（12.1 現在）

調査地域
大里地域、市街地地域

これまでの残り地域

大里地域、市街地地域

これまでの残り地域

市内全域の補足調査

編集会議

調査地点 ８０地点 ６８地点 ６地点

記録等 ５４６点 約８０点 約８０点

年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

調査点数 ２３か寺、３８０体 ２０か寺、４２１体 ８か寺、約２１０体

年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

点数 約１００点 約３０点 約２２０点

年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

件数 約３，１００点 約５，８００点 約２０，０００点
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⑵ 市史の刊行

ア 通史編上巻「原始・古代・中世」の刊行準備

平成３０年３月刊行を目指し、現在執筆・編集作業を実施している。『熊谷

市史』は昨年度までに次のとおり４冊を刊行している。

イ 「熊谷市史研究」の刊行

市史編さんの調査過程での研究成果を、「熊谷市史研究」として刊行する。

本年度は、「熊谷市史研究第９号」を刊行する予定である。

ウ 「報告書」の刊行

本年度は、「史料集３ 元素楼関係文書２」、「史料集４ 近世道中記」、「資

料報告２ 西別府地区出土資料」を編集、刊行する予定である。

⑶ 行政文書の収集・保存

保存年限を経過した行政文書等を収集・選別し、歴史公文書として保存・整

理を行い、将来への文化的遺産とするとともに市史編さんに活用する。

【今後の取組】

⑴ 平成２６年度に改訂した市史編さん大綱の年次計画に基づき、各分野の専門

部会による市史編さん事業を進めていく。また、市史編さん委員会及び市史編

集会議を開催し、新たな課題点についての審議を行い、改善していく。

⑵ 平成２９年度に「通史編」の第１冊目として、「上巻 原始・古代・中世」

が刊行予定であり、最新の研究成果を取り入れながらも、多くの人が親しみを

もってもらえる市史を目指して編集等を進める。

⑶ 基礎調査として現在取り組んでいる古文書調査、中世石造物・仏像悉皆調査、

埼玉県行政文書・新聞記事調査及び行政文書の保存・整理を継続する。

⑷ 市民等に刊行物の紹介を広く行い、熊谷の歴史に興味を持ってもらうため、

シンポジウムや講座の開催、収集資料の公開等の啓発活動を積極的に行ってい

く。

年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

件数 １１校、５５点 ４校、３２点 ４校、３２点

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

収集した行政文書 １５５箱 ２６２箱 １６２箱

資料編２ 古代・中世

別編１ 民俗

資料編１ 考古

別編２ 妻沼聖天山の建築
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重点施策Ⅶ・単位施策１ 【社会教育課】

【取組状況】

⑴ 市民啓発の充実と推進

啓発冊子「わたしたちにできること」を３，５００部刊行し、公民館などの

人権問題研修や人権に関する研修会であるハートフルセミナー「人権問題研修

会・指導者養成講座」において配布し、活用を図っている。

【今後の取組】

引き続き、啓発冊子「わたしたちにできること」などを活用し、市民の人権問

題の理解と認識を深めるとともに、思いやりのある豊かな心を育成するための教

育、啓発の実践に務める。

また、平成２６年３月に「熊谷市人権教育推進プラン」の改正版として策定し

た「熊谷市人権教育実施方針」に基づき、人権教育及び啓発を推進していく。

【重点事業】

１ 人権教育の推進

⑴ 市民啓発の充実と推進

【事業の目的】

啓発冊子の配布を通して、すべての市民が、お互いの人権を尊重しながら、共に生

きる社会を実現する。

【教育委員会の自己評価】

作成した啓発冊子「わたしたちにできること」などを活用したことにより、日常生

活の中にある様々な人権問題についての正しい理解と認識を深められるという効果

があった。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ａ Ａ Ａ Ａ
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重点施策Ⅶ・単位施策２ 【学校教育課】

【取組状況】

⑴ 人権教育の充実

ア 人権教育研究委嘱の推進

研究課題「人権教育」として小・中学校各２校、研究課題「心豊かな人

づくり」として小・中学校各１校に研究委嘱し、１１月に、大原中学校と

江南南小学校が「人権教育」で、授業の公開と研究内容の発表を行う予定

である。

イ 人権教育研修会の充実

学校人権教育研修会を年４回実施し、教職員に同和問題を柱とした人権教

育に関する知的理解を促す研修会及び越生町・東松山市において現地研修会

を実施した。また、管理職を対象として同和問題を扱った講義形式の研修会

を２回実施した。

【今後の取組】

研究委嘱や研修会を通して、教職員の資質の向上を図るとともに、児童生徒の

人権についての正しい理解を深め、人権意識の高揚を促すことができた。また、

人権問題を自分自身に関わる問題として捉え、様々な人権問題を解決しようとす

る意欲を育てることができているので、今後も研究委嘱への指導及び研修会の内

容や回数について検討しながら、より効果のある研究の推進と研修体制の充実に

努めていく。

【重点事業】

１ 基本的人権の尊重

⑴ 人権教育の充実

【事業の目的】

教職員の資質向上を図るとともに、児童生徒の人権についての正しい理解を深め、

人権意識の更なる高揚を促し、人権問題を自分自身に関わる問題として捉え、様々な

人権問題を解決しようとする意欲を育てる。

【教育委員会の自己評価】

実践的な研修になるよう有識者による「差別の現実に学ぶ」講義や、県教育委員会

発行の「人権感覚育成プログラム」を取り入れた演習を行ったことで、教職員の人権

教育に関する知的理解と人権感覚を育むための指導法の理解が深まった。また、管理

職対象の研修会を早い時期に行うことで、研修成果をより早く学校の人権教育の充実

に活かせるようになった。これらのことから、各学校において人権教育の視点を大切

にした授業実践が行われており、児童生徒の人権に関する知的理解と人権感覚の向上

が図られた。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ａ Ａ Ａ Ａ
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重点施策Ⅶ・単位施策２ 【教育研究所・研修部】

【取組状況】

⑴ 人権教育研修

各学校の教職員数に応じて２名から４名の教員（市内合計１３２名）に、人

権課題に関する講義と人権感覚を育むための演習を交えた研修を年３回、管理

職等を対象とした研修会を２回実施した。また、小・中学校で社会科を担当す

る教員には、小・中学校合同で同和問題を中心とした授業の具体的な進め方を

扱った研修会を実施した。さらに、現地研修会を含む人権教育主任等の研修会

を年３回実施した。

【今後の取組】

研究委嘱や研修会をより実践的、具体的なものになるように改善してきたこと

で、教職員の資質と指導力の向上が図られてきた。また、人権についての正しい

理解を深め、人権問題を自分自身に関わる問題として捉えて、様々な人権問題を

解決しようとする児童生徒が育ってきている。今後も、研究委嘱や研修会が更に

実践的なものとなるよう、内容や回数等の積極的な見直しを図っていく。

【重点事業】

２ 教職員の資質と指導力の向上を図る研修

⑴ 人権教育研修

【事業の目的】

研究委嘱や研修会をより実践的、具体的なものになるよう改善し、教職員の資質向

上と指導力の向上を図る。

【教育委員会の自己評価】

各種調査等から、学校教育における人権教育の現状の成果と課題を整理し、小・中

学校合同で指導法を改善する研修会を実施したことによって、教職員の同和問題を中

心とした人権に関する知的理解と人権感覚の向上が図られた。また、埼玉県教育委員

会から出されている「人権感覚育成プログラム」が各学校で活用されることで、生命

尊重や子供、女性、高齢者、障害者等の人権課題について、児童生徒の人権感覚の向

上に資する授業実践ができた。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ａ Ａ Ａ Ａ
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重点施策Ⅶ・単位施策２ 【社会教育課】

【取組状況】

⑴ 集会所施設、設備の充実

集会所の施設の補修を計画的に進め、会議用テーブル・椅子などの備品の軽

量化を図っている。

⑵ 集会所指導事業の充実

小・中学生ハートフル学級は、小学校１０校、中学校８校で、基礎学力の向

上をはじめ人権学習や仲間づくりを通し、豊かな人間性や社会性を育てること

をねらいに実施している。また、成人ハートフル学級は、１７集会所で教養を

高めるとともに、人権課題の正しい理解と人権意識の高揚を図ることを目的に

講座を開催している。

【重点事業】

３ 人権教育の推進

⑴ 集会所施設、設備の充実

⑵ 集会所指導事業の充実

⑶ 人権教育指導者の養成

⑷ 公民館における人権教育の推進

⑸ 各種団体及び企業における人権教育の推進

⑹ 人権教育関係団体との連携

【事業の目的】

集会所の補修、講座の開催等を通して、すべての市民が、お互いの人権を尊重しな

がら、共に生きる社会を実現する。

【教育委員会の自己評価】

集会所指導事業における小・中学生ハートフル学級では、生命を大切にする心や他

人を思いやる心を育む学習をしたことにより、豊かな人間性や社会性が育ち、基礎学

力が向上したという成果があった。

また、公民館や企業などで、人権問題研修会を実施したことにより、市民の人権問

題への正しい理解と認識を深められるという効果があった。

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 総合評価

Ａ Ａ Ａ Ａ

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

小・中学校ハート

フル学級参加者数
６，６４１人 ６，７９８人 ７，０９８人

成人ハートフル学

級参加者数
４，２０９人 ４，２９５人 ４，０００人
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⑶ 人権教育指導者の養成

人権問題の解決のため、ハートフルセミナー「人権問題研修会・指導者養成

講座」を開催し、人権教育指導者の養成を図っている。

・ＬＧＢＴの人権 Ｈ２９年１月２４日（火）

・同和問題 Ｈ２９年１月３１日（火）

・障害のある人の人権 Ｈ２９年２月 ７日（火）

⑷ 公民館における人権教育の推進

すべての公民館を対象とする人権問題研修会を開催し、人権教育・啓発の創

意工夫を図っている。

⑸ 各種団体及び企業における人権教育の推進

各種団体及び企業等で人権問題研修会を開催し、人権教育の推進を図ってい

る。

⑹ 人権教育関係団体との連携

様々な人権問題の解決を図るため、研修会をはじめ意識調査、啓発活動及び

啓発資料の作成を人権教育推進協議会との連携により実施している。

【今後の取組】

ハートフル学級や各種研修会等を通して、市民の人権問題への理解と認識を深

めるとともに、人権教育指導者の養成に力を入れ、豊かな心を育成するための教

育、啓発を続けていく。

また、様々な人権に対する深い認識とそれに基づいた態度や行動をあらわすこ

とのできる市民の育成に努めるとともに、老朽化の著しい集会所のあり方につい

て統廃合を視野に入れ検討していく。

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

回 数 ３回 ３回 ３回

参加者数 ８９６人 １，０６６人 １，０１３人

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

回 数 ３６回 ３５回 ２３回

参加者数 １，４９４人 １，５５６人 ９９９人

年 度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８(12.1 現在)

各種団体 ７団体 １０団体 ３団体

市職員 ３６回 ３３回 ３４回



第４　平成２８年　教育委員会会議等の開催状況

年　月 主な審議事項等

平成２８年１月
熊谷市教育委員会部局職員の辞令式に関する規程の一部を改正す
る訓令について

熊谷市教育委員会の点検・評価について

平成２８年２月
熊谷東小学校で開催（学校給食の試食・校長から学校概要の説
明・会議終了後に授業視察）

歴史資料の寄託について

熊谷市教育委員会の点検・評価について

平成２８年３月
熊谷市教育委員会の権限に属する事務の専決に関する規程の一部
を改正する訓令について

熊谷市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補
償に関する条例施行規則の一部を改正する規則について

熊谷市立学校県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関す
る規則の一部を改正する規則について

熊谷市文化財補助金交付基準要綱の一部を改正する告示について

熊谷市立文化センター文化会館及び市民ギャラリーの臨時休館に
ついて

熊谷市立学校の学校医等の委嘱及び解職について

歴史資料の寄託について

平成２８年度教育関係予算主要事業について

（質疑）小児う蝕予防対策事業の成果について
（答弁）本事業は、順調に推移しているが、う蝕率への反映につ
いては、もう少し時間をいただきたい。

平成２８年度当初学校管理職人事異動（案）について

平成２８年３月
（臨時）

教育長職務代理者の指名について

　教育長が、齋藤洪太委員を教育長職務代理者に指名。
（平成２８年４月１日付け）

熊谷市文化財保護審議会委員兼熊谷市文化財専門調査委員の委嘱
について

熊谷市教育委員会部局の職員の職名に関する規則の一部を改正す
る規則について

熊谷市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令について

熊谷市教育委員会の権限に属する事務の専決に関する規程の一部
を改正する訓令について

熊谷市公民館館長・主事の任命について
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年　月 主な審議事項等

熊谷教育行政　平成２８年度各課の重点事業について

平成２８年度当初教育委員会管理職人事異動（案）について

平成２８年度当初学校職員人事異動（案）について

平成２８年４月 「諏訪神社本殿」の埼玉県文化財への指定について

平成２８年５月
市指定文化財候補の調査実施に係る熊谷市文化財保護審議会への
諮問について

熊谷市公民館主事の任命について

熊谷市立学校の職員に係る障害を理由とする差別の解消の推進に
関する対応要領について

（説明）障害者差別解消法が施行されたことに伴い、学校職員に
係る「対応要領」を策定するものです。

平成２９年熊谷市成人式開催要領について

平成２８年６月 熊谷市立学校の学校医等の委嘱及び解職について

熊谷市スポーツ・文化村条例の一部を改正する条例について

（意見）指定管理を任せられた者が良好な事業運営ができるよう
に、適正な委託料を設定していただきたい。

熊谷市社会教育委員の委嘱について

平成２８年７月
籠原小学校で開催（学校給食の試食・校長から学校概要の説明・
会議終了後に授業視察）

熊谷市スポーツ・文化村条例施行規則の一部を改正する規則につ
いて

熊谷市教育委員会部局職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓
令について

熊谷市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する訓令について

熊谷市立図書館協議会委員の委嘱について

平成２８年８月 熊谷市文化功労者候補者選考委員会委員の委嘱について

熊谷市公民館運営審議会委員の委嘱について

熊谷市公民館主事の退職について

学習指導要領改訂に係る審議のまとめのポイントについて
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年　月 主な審議事項等

（質疑）プログラミング的思考について、教育現場の中でどのよ
うに取り組むのか。
（答弁）プログラムを作ることが主であり、主に算数・数学・理
科の中にプログラミングを取入れていこうというものである。

相模原の事件を踏まえた教育委員会の対応について

（質疑）相模原の事件を踏まえて、リスクからの防御と社会に開
かれた学校について、今後どのように両立していくのか。
（答弁）コミュニティ・スクールという発想の基、地域との連
携・協働を図っていくことの必要性を認識し、推進していきた
い。

平成２８年９月 中学校全国大会・関東大会の結果について

全国学力・学習状況調査及び埼玉県学力・学習状況調査について

平成２８年１０月 熊谷市公民館主事の退職について

平成２８年度教育関係職員被表彰候補者について

平成２８年度熊谷市文化功労者候補者について

「学校に日直を置かない日」の設定について

（意見）教職員にノー残業デーはあるのか。あっても実施できて
いないのではないか。
教職員の働きすぎをもっと課題として検討すべきである。

全国学力・学習状況調査について

熊谷市子ども読書活動推進計画（第三次）（案）に関する意見に
ついて

くまがや写真俳句コンテストの応募状況について

平成２８年１１月 熊谷市公民館主事の任命について

平成２８年１２月 妻沼聖天山関連建造物の国登録文化財への登録について

熊谷市スポーツ・文化村の指定管理者の指定について
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○総合教育会議

年　月 主な協議・調整内容

平成２８年７月 コミュニティ・スクールについて

　事務局からコミュニティ・スクールについてと、その移行計画について
説明し、意見交換を行った。
（主な意見）
・学校運営協議会の回数が増え、委員の負担が増えないか。→年４～５回
の開催を考えている。委員が出席しやすいよう工夫する。
・学校運営について平時にモニタリングするのか。→現在も行っており、
評価機能を活発にするため、より充実していきたい。
・学区が入り組んでいる地域でコミュニティ・スクールを統合していくの
は大変だと思う。→小学校と中学校が同じ学区である地域から始めること
を考えている。

その他

・ハートフル・ミーティングにおける学校関係の意見について事務局から
説明し、意見交換を行った。
　ハートフル・ミーティングでは、その場で解決できるものが多いが、回
答を持ち帰ったものについては、後日検討結果と対応を校区連絡会長に返
している。

平成２８年１１月 学力向上対策について

　事務局から、知徳体をバランス良く育てる学力向上対策について、全国
学力・学習状況調査結果及び「くまなびスクール」「ラウンドシステム」
等主な取組について説明し、意見交換を行った。
（主な意見）
・学習の基礎や家庭学習を定着させるために、小学生から「くまなびス
クール」を実施してほしい。→小学校での実施について、ＰＴＡや学校応
援団など地域の方々に協力をお願いしたり、また、小学校と中学校との連
携についてなど研究してみたい。
・「くまなびスクール」への参加はどのように呼び掛けているか。→「く
まなびスクール」の参加は全ての生徒を対象としているが、特に気になる
生徒については個々の状況に応じて丁寧に呼び掛けを行っている。
・ＡＬＴが学校教育の中で機能した場合、卒業時に７割の生徒が英検３級
を取得できる見込みはあるのか。→７割は相当高い数字であるが、現在、
国の英検３級の取得目標である６割を超える状況である。
・「ラウンドシステム」の効果を教えてほしい。→テストの点数の伸びだ
けでなく、ラグビー・ワールドカップに来訪する外国人に案内するレベル
も達成できるのではないか。
・「ラウンドシステム」は小学校でもできるのか。→小学校でもできる。
全教科で効果があると考えている。

その他

　「子供の貧困の現状」について事務局から説明し、意見交換を行った。
（主な意見）
・生活保護世帯について、外国人は増えているか。→増えている。
・「くまなびスクール」が小学生からあれば、外国籍の児童生徒の授業の
遅れに対応できるのではないか。→現在、外国から来た児童を指導する教
員の配置や、外国語を話せる方の派遣などを行い対応している。
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○ 行事出席

・熊谷市成人式

・小中学校教職員辞令交付式・退職者感謝状贈呈式

・熊谷市文化功労者・教育関係職員表彰式

・屋内運動場竣工式（吉岡小学校・妻沼小学校・大里中学校）

○ その他

・熊谷市被表彰者選考委員会委員への推薦

教育委員会会議 総合教育会議

教育長 野 原 晃 市 長 富 岡 清

委 員

齋 藤 洪 太 教育長 野 原 晃

本 塚 雄一郎

委 員

齋 藤 洪 太

西 山 富由紀 本 塚 雄一郎

加 藤 道 子 西 山 富由紀

事務局 教 育 総 務 課 加 藤 道 子

事務局 政 策 調 査 課

(教育長職務代理者)

(教育長職務代理者)
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第５ 点検・評価に関する有識者からの意見

米 山 実 氏（元埼玉県教育局管理部長）

１ 熊谷市は、「知・徳・体」のバランスの取れた力を「学力」と捉え、「学力

日本一」を目指して各種の施策を多面的に打ち出し、意欲的にさまざまな教育

活動に取り組んでいます。その成果は、例えば「知」では「全国学力・学習状

況調査」の結果に現れて、中学校では全科目で全国・県平均を上回っています。

また、「体」については、「新体力テスト」で県平均を上回った項目が小・中

学校とも年々増えています。

さらに「徳」に関しては、明治時代、市内弥藤吾にあった幡羅高等小学校が

保護者向けに配布した「家庭心得」で説いた教育の道を学校・家庭・地域の連

携協力で進むことの大切さを「不易」のこととして２１世紀の今の世にも熊谷

市教育振興基本計画の基本理念に据えて、守り、育てています。

このように教職員と保護者や地域の方々の努力によって、本市の子どもたち

の広い意味での「学力」が高い水準にあることは間違いないと評価します。

これからも学校から保護者へ家庭教育に関わる有益な情報を提供し続けると

ともに地域の人材を発掘して児童・生徒に教える機会を増やすなど、学校・家

庭・地域の絆を強めて「学力」の維持向上につとめてください。

なお、願わくは、狭い意味での知力や体力の表面的な向上にこだわった教育

が現場で行われることによって付いていけない児童や生徒が精神的に追い込ま

れることがないようにご配慮いただきたく存じます。

２ 昨年は、前途ある有望な新人社員のいたましい過労死が大きな話題となり

ました。本市においては、メンタルヘルス研修会などで教職員の心の健康の保

持増進につとめておられますが、課題は残っているようです。

例えば、連日の時間外勤務や自宅への仕事の持ち帰りが日常的になり、ＰＴ

Ａの地域行事や部活指導などのために土日や休日の出勤が続いて休みが取れず、

心身の健康を損なう者が出ている職場はないかと憂慮いたします。

過重な時間外勤務でひとり苦しむ教職員が出ないように、職場全体で工夫し

て業務負担の軽減を図り、管理職が個々の教職員の勤務実態を把握するなど、

適切な労務管理が行われることを望みます。
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また、小学校で英語活動が始まり、プログラミング教育の実施が視野に入っ

てきたことから、小学校教員も新たに英語やプログラミングを学習することが

必要になってきました。そのため教科担任教員を置かないかぎり、今以上に小

学校教員は多忙にならざるを得なくなることを危惧します。業務負担を増やさ

ずに新時代の要請に応えるにはどうするべきか、国、県と連携しながら早急に

対応する必要があります。

３ 歴史文化の視点から熊谷市を見ると、残念ながら本市は文化度が高いとは

いえないのが現状のようです。

その例としては、上川上にあった奥原晴湖の画室「繍水草堂（しゅうすいそ

うどう）」の半分は古河に移築されて整備され公開されているのに熊谷の半分は

影も形もなくなっていること、明治２年に玉井に建てられた三階建の蚕室「元

素楼」は写真さえ残されていないのに３年後に建設された富岡製糸場は世界遺

産になっていること、熊谷直実公の愛馬「権田栗毛終焉の地」を示す石碑は用

水路脇に傾いて放置されていて所在も分かりにくくなっているのに高崎市にも

ある「権田栗毛終焉の地」には史跡として説明板も整備されていることなど、

残念な例は枚挙にいとまがありません。

このほかにも由緒ある石碑や建物、民間伝承の遺蹟などを住民に知らせる工

夫がまったくほどこされていないため、忘れ去られようとしているものがいく

つもあります。

先人の残した足跡を知ることからその土地に対する誇りや愛着は生まれてく

るものです。郷土熊谷にはこんな人物がいてこんなことをしたということを子

どもたちや市民に伝えること、また、郷土の遺蹟や遺産を埋もれさせることな

く保存、紹介することに一層努力する必要があると思われます。
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嶋 野 道 弘 氏（前文教大学教育学部教授）

点検・評価に当たっては、先ず、熊谷市教育委員会が行った達成状

況評価（Ａ「順調である」、Ｂ「ほぼ順調であるが、改善の余地がある」、

Ｃ「全体的な見直しが必要である」）について意見をまとめました。

全３５の評価項目のうち、Ａ評価は２３項目（６６％）、Ｂ評価は１

２項目（３４％）、Ｃ評価は０です。これによれば、平成２８年度に熊

谷市教育委員会が取組んだ施策・事業の進捗状況は「順調である」と

言えます。

一方、前年度（平成２７年度）と比べて変化した項目は０です。こ

れは、「良くも悪くもなっていない」ということになります。前年度の

Ｂ評価が改善されないまま残ってしまったことについては、本報告書

でＡ評価に向けての今後の方策が示されていますので、次年度の懸命

な取組をお願いします。

過去４年間の経年変化を見ると、４年間を通してＡ評価は１７項目

（４９％）Ｂ評価は１２項目（３４％）です。Ｂ評価から途中Ａ評価

に変化したのは 5 項目（１４％）、平成２６年度から評価項目に加えら

れた重点事業（図書館から全国への情報発信）が１項目（３％）あり

ます。４年間、一貫してＡ評価を維持し続けてきた取組や新たに事業

を起こしてきた取組に対して敬意を表します。次年度は平成２５年度

から２９年度にわたる「熊谷市教育振興基本計画・熊谷教育の指針と

施策」の最終年度です。活力ある熊谷教育の具現を目指した創意工夫

のある取組をお願いします。

前年度（平成２７年度）と比べて変化した項目は 0 であると述べま

したが、個々の取組の内容は特筆に値するものが多々あります。

例えば、学校施設の耐震化率は本年度９７.５％であり、平成２９年

度末で１００％を目指すとしています。新たに、教職員を対象とした

産業医による健康相談の実施があります。こうした喫緊の課題に対応

した取組が行われています。

学力（知・徳・体のバランスのとれた力）の向上では、児童生徒向

けの学力向上テキストの配布と活用、映像版学力向上テキストの活用、

学力向上補助教員の活用などの取組が行われ、「平成２８年度全国学

力・学習状況調査」には良好な結果が出ています。学力育成の土台づ

くりとなる「熊谷の子どもたちは、これができます！『４つの実践』

と『３減運動』」の取組は継続して行われています。新たに、熊谷市独

自のラウンドシステムを導入した英語の授業改善と英語力の向上が図

られています。「新体力テスト」は、小学校では高水準にあり、中学校

では県平均を上回った項目が、昨年度に比べて大幅に増えています。
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このような望ましい結果は優れた着想と創意工夫によって得られるも

のです。「継続は力なり・改革は力なり」という熊谷教育の理念と活力

ある取組を感じ取ることが出来ます。

熊谷市の基本施策は「地域に根ざした教育・文化のまち」です。こ

れからの時代、地域を基盤にする教育の推進を一層重視する必要があ

ります。地方都市や地域が消滅するような社会が予測されるからです。

「地域に根ざした教育・文化のまち」づくりに当たっては、様々な

施策を各担当課で行っています。これらの地域に根ざす取組を、例え

ば「ふるさと教育」などとして総合的なグランドデザインを描いては

どうでしょうか。

学校における教育では、次年度から実施に入るコミュニティスクー

ル、今年度から実施されたタグラグビー教室や中学校でのラグビー部

の新設、郷土ゆかりの多くの偉人についての学習、地産地消などの取

組が行われてきています。社会における教育では、熊谷学の実施と熊

谷学講師の認定、郷土熊谷に関する美術・郷土資料の収集・展示・講

座・講演会の実施、～作家・森村誠一が選ぶ～くまがや「写真俳句」

コンテストなどの特色ある取組が行われています。これらを関連、総

合するとともに、新たに考案した施策を加えるなどしたグランドデザ

インは、「地域に根ざした教育・文化のまち」の実現をより効果的にす

ると考えます。

熊谷市教育委員会は当初から「熊谷教育のウリ（特色）」を明確にし

てきました。こうした視点を考案したことは高く評価できます。「熊谷

教育のウリ（特色）」は、「熊谷の子どもたちはこれができます！『４

つの実践』と『３減運動』」のように継続して効果を上げている取組も

あれば、「国宝・歓喜院聖天堂の見学（中学２年生）」のように新たに

創設されたものもあります。「継続」と「廃止」と「創設」は、ウリ（特

色）の鮮度と効果の観点から大切です。特色も、陳腐になったり形骸

化・マンネリ化したりすれば効果は期待できません。熊谷教育のウリ

（特色）」は、「熊谷教育の強み」であるべきです。「熊谷教育を受けて

きたことで今の自分がある（熊谷教育と自己形成）」というのは市民の

願うところではないでしょうか。

これからの社会は「個」と「公」の視点が一層大切になります。こ

の観点から、別表【平成２８年度 県レベル以上の主な表彰・成績】

には、学校名と共に個人名も掲載してはいかがかと思います。それは

熊谷市民の誇りであり、家庭や個人の誇りでもあるからです。「個」と

「公」が大切にされる社会こそ「住みよいまち」であると思います。
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第６ おわりに

本年度の「点検・評価」においては、引き続き「熊谷教育の指針と施策」と

「熊谷教育行政 平成２８年度各課重点事業」に基づいた取組状況を示しました。

本市では、二学期制の下、生きる力を育む教育の推進に取り組み、引き続き、

学力日本一を目指します。二学期制の一番の目的は、学力の向上にあります。

本市では、一般的な学力調査によって測定できる、いわゆる「知力」だけを学

力とは捉えていません。思いやりの心などの「徳力」や、走力や投力などの「体

力」も含めた、｢知・徳・体」のバランスのとれた力、これを学力と捉え、子ど

もたち一人一人の学力を伸ばす教育を推進してきました。取組成果として、「知」

については、「全国学力・学習状況調査」で、本年度も県の平均を大きく上回

る結果となりました。本年度の新たな取組として、全ての中学校１年生で、英

語科の教科書を複数回繰り返して学習する「ラウンドシステム」を導入しまし

た。「徳」については、道徳の教科化に向け、道徳の時間を要として、全教育

活動及び生活の中においても道徳的実践が習慣化するよう、また、これが地域

の方々にも見えるよう取り組みました。「体」については、ラグビーワールド

カップ２０１９に向けた意識啓発の一環として、全小学校において ARUKAS

KUMAGAYA によるタグラグビー教室を行いました。中学校では、本年度から、富

士見中学校にラグビー部を新設しました。

熊谷市スポーツ・文化村「くまぴあ」については、今年度で段階的な整備が

完了することから、平成２９年４月から指定管理者制度を導入することとしま

した。また、市立図書館では、ＩＣタグ・電子書籍導入に向けた準備を進めて

おります。いずれも、さらなる利用促進、サービス向上に努めてまいります。

本市では、「生きる力」の土台づくりとして、「熊谷の子どもたちは、これ

ができます！『４つの実践』と『３減運動』」に、大人が手本となって、市を

あげて取り組んでいます。これを基盤として「知・徳・体のバランスのとれた

教育」を引き続き推進していきます。また、この活動は、本年度１０年目を迎

え、学校だけでなく、家庭・地域においても、その趣旨と取組が浸透し、着実

に成果をあげています。

今後とも、市民の皆様をはじめ、有識者の方々から頂戴した御意見を尊重し

ながら、常に「子供たちにとって何がベターなのか。」という視点に立って、

家庭・地域の御協力をいただきながら、熊谷教育の発展のために、引き続き努

力してまいります。



別表

【平成２８年度　県レベル以上の主な表彰・成績】
○　表彰関係

内　　容 学校名等 主　　催

第５５回全日本学校歯科保健優良校
（奨励賞）

富士見中学校
（一社）
日本学校歯科医会

第６３回埼玉県学校歯科保健コンクール　埼玉県歯科医
師会会長賞

富士見中学校
（一社）
埼玉県歯科医師会

平成２８年度埼玉県学校保健優良学校 奈良中学校 県教委

平成２８年度埼玉県学校安全努力学校 江南中学校 県教委

子ども人権メッセージ　優秀賞
石原小学校
（岡芹心乃美）

県教委

第２６回埼玉県産業教育フェア　アイデア弁当コンテスト
埼玉県高等学校家庭科校長会会長賞

大幡小学校
（新島あかり）

県教委・
県産業教育振興会

平成２８年度薬物乱用防止啓発ポスターコンクール　最優
秀賞

三尻中学校
（南　亘紀）

埼玉県・
埼玉県薬剤師会

第６０回日本学生科学賞　入選２等
三尻中学校
（南　亘紀）

読売新聞社

第６８回埼玉県科学教育振興展覧会　埼玉県議会議長
賞

三尻中学校
（南　亘紀）

県教委

平成２８年度埼玉県学校環境緑化コンクール良好校 江南北小学校
県教委・
県産業教育振興会・公益社団
法人埼玉県緑化推進委員会

平成２８年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクー
ル　佳作

大幡小学校
（工藤夢斗）

三尻中学校
（大久保佑姫）

（一社）
日本学校歯科医会

平成２８年度埼玉県歯・口の健康に関する図画・ポスター
コンクール 特別会長賞

大幡小学校
（工藤夢斗）

三尻中学校
（大久保佑姫）

（一社）
埼玉県歯科医師会

玉井小学校
（山﨑つぐみ）

石原小学校
（三田虎珀）

佐谷田小学校
（金井龍己）

石原小学校
（三田虎士朗）

第１６回全日本少年少女空手道選手権大会
（公財）
全日本空手道連盟
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内　　容 学校名等 主　　催

第３２回全国小学生陸上競技交流大会
小学６年男子１００M

久下小学校
（内田佳吾）

日本陸上競技連盟

埼玉県流域下水道５０周年記念「下水道の日」作品コン
クール　　協会長賞

三尻中学校
（加藤　葵）

埼玉県等

第４６回「県民の日」記念作文コンクール　中学校の部
最優秀賞

富士見中学校
（鈴木彩心）

埼玉県
県教委
さいたま市教委

平成２８年度「国土と交通に関する図画コンクール」
国土交通大臣賞

吉見小学校
（福田琉仁）

国土交通省

第５１回「郷土を描く児童生徒美術展」県知事賞

三尻小学校
（新井結子）

籠原小学校
（堀野美晴）

妻沼小学校
（佐藤さくら）

熊谷東中学校
（新井律子）

三尻中学校
（加藤　葵）

（一社）埼玉県校外教育協会・
埼玉県・県教委・
埼玉県芸術文化祭実行委員会

平成２８年度体力向上優良校

奈良小学校
星宮小学校
大原中学校
吉岡中学校

県教委

「地域学校協働活動」推進に係る文部科学大臣表彰
奈良っ子ふれあいメイ
ト

文部科学省

第8回　彩の国みどりの作文・絵画コンクール　作文の部
埼玉県議会議長賞

久下小学校
（田尻　聡）

埼玉県・県教委

第8回　彩の国みどりの作文・絵画コンクール　絵画の部
埼玉県教育委員会教育長賞

新堀小学校
（鈴木真綾）

埼玉県・県教委

第8回　彩の国みどりの作文・絵画コンクール　絵画の部
知事賞

三尻中学校
（河津陽菜）

埼玉県・県教委

第１３回全国小学生タグラグビー選手権大会
地区予選大会（埼玉県大会）準優勝
中関東大会出場

熊谷西小学校 日本ラグビーフットボール協会

※　「税についての作文」の作品応募数については、熊谷税務署管内が４年連続日本一となっている。
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別表

○　部活動関係（関東大会以上）

種　　目 学校名等 出場大会名

荒川中学校
100ｍ平泳ぎ
200ｍ平泳ぎ
（松本来実）

関東大会

富士見中学校
400mメドレーリレー
（中山美彩・
　加藤玲奈・
　吉原怜奈・
  栗島優都紀）

背泳ぎ
100m背泳ぎ
200m背泳ぎ
（栗島優都紀）

全国大会

大原中学校
100m平泳ぎ
（倉金大輔）

関東大会

吉岡中学校
100mバタフライ
（島崎佑美）

全国大会

三尻中学校
200m背泳ぎ
（舟橋祐美） 関東大会

妻沼東中学校
100m平泳ぎ
（大熊里奈）
200m個人メドレー
(石井 翠)
100mバタフライ
(蓮原愛実)

全国大会

関東大会

関東大会

陸上競技（共通男子３０００M）
熊谷東中学校
（秋本理貴）

全国大会

バレーボール 熊谷東中学校 全国大会・関東大会

柔　　道
熊谷東中学校
（野中里奈）

関東大会

熊谷東中学校 東日本大会・関東大会

吉岡中学校 東日本大会・関東大会

卓　　球
江南中学校
（坂本来夢）

関東大会

硬式テニス
大原中学校
（龍前七彩）

関東大会

合　　唱 富士見中学校
東日本大会（第６４期TBSこども
音楽コンクール）

水　　泳

ラグビー
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五十音順 用　　　　　語 解　　　　　説 ページ

あ ICT活用能力

　 ICT（Information and Communication
Technology）は、「情報通信技術」と和訳され、イン
ターネット等の情報通信機器を活用する方法や技
術。

30

あ Ｉｓ値

  Ｉｓ値（Seismic Index of Structure、構造耐震指標）
建築物の保有する耐震性能を数値として表したも
の。建築物の、強度、粘り、平面的・立体的な形状、経
年による劣化状況を考慮して計算される。平面図
において横方向をＸ軸、縦方向をＹ軸とし、Ｘ軸・Ｙ軸
ごとに、各階のＩｓ値が得られる。

36

あ アクティブ・ラーニング

　 教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、
学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・
学習法の総称。学修者が能動的に学修することによっ
て、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験
を含めた汎用的能力の育成を図るもの。発見学習、問
題解決学習、体験学習、調査学習等が含まれるが、
教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、グ
ループ・ワーク等も有効なアクティブ・ラーニングの方
法。
　 アクティブ・ラーニングの視点は、主体的・対話的で
深い学び。

18・21・
30・31

え 英語指導助手（ALT）
　 ALT(Assistant Language Teacher)
学級担任又は英語科教員とともに授業にあた
り、主として指導の補助を行う外国人指導助手。

19

え ＨＱＣ手法

   ＨＱＣ（Health Quality Control)
ＨＱＣ手法とは、ＨＱＣシートに自分の生活習慣（起
床時間、就寝時間、食事の摂取の有無、排便の有
無、運動の様子、体調など）を記録していくことで、
自身の生活習慣を客観的に確認できるようになり、
自然に心身をより快適にするために意識した生活
ができるようになることで、結果的に生活の質が上
がってくるというもの。

46

え 栄養教諭

　食に関する指導（児童生徒に対する個別指導や授
業での集団的な指導、食に関する指導を推進するた
めの連絡・調整等）と学校給食の管理（栄養管理、衛
生管理、検食、物資管理等）を一体として担当し、食
育の推進に中核的な役割を担う教員。

21・23

え エピペン®

　「エピペン®」は、アナフィラキシーを起こす危険性が
高く、万一の場合に直ちに医療機関での治療が受け
られない状況下にいる者に対し、事前に医師が処方
する自己注射薬である。
　医療機関での救急蘇生に用いられるアドレナリンと
いう成分が充填されており、患者自らが注射出来るよう
に作られている。このため、患者が正しく使用できるよ
うに、処方に際して十分な患者教育が行われることと、
それぞれに判別番号が付され、使用した場合の報告
など厳重に管理されていることが特徴である。
　「エピペン®」は医療機関外での一時的な緊急補助
治療薬であるため、万一、「エピペン®」が必要な状態
になり使用した後は速やかに医療機関を受診しなけ
ればならない。

49・50

用語解説
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五十音順 用　　　　　語 解　　　　　説 ページ

お 親学（おやがく）
　親学とは、親や、これから親になる人々に、親として
学ぶべきことを伝えるものである。

12

が 学習投影
  学習指導要領に合わせて、理科の授業の一環とし
て、プラネタリウム館を教室として実施している天文教
育。対象学年は小学４年、６年、中学３年。

83

が 学校教育支援者
  学校の多様な教育活動や体験活動の充実を図る
ために、授業に協力いただく地域の方々。

10・11

が 学校図書館補助員
 　学校図書館担当職員と連携し、図書の貸し出し活
動や図書館の整備の支援を行う方。

40・43

き キャリア教育
　児童生徒一人一人の勤労観、職業観を育てる教
育。（人間関係形成能力、情報活用能力、将来設計
能力、意思決定能力などの要素を含む。）

42・43

き 教育的ニーズ

　 児童生徒の持てる力を高め、生活や学習上の困
難を改善又は克服するための適切な指導及び必要
な支援を行うために把握しなければならない児童生
徒の状況。

53・54・55

き 協同授業
　学級担任又は英語科教員が英語指導助手（ALT）と
ともに行う授業。

19

く くまがやコンピュータ学習カルテ
　 熊谷の児童生徒が、小学校6年間で身につけたい
情報活用能力のモデルを掲載したテキスト。

19・20
30・31

く
熊谷市公共施設アセットマネ
ジメント基本方針・計画

「公共施設アセットマネジメント」とは、学校、公民館、
市民体育館などのいわゆるハコモノ施設と、道路、上
下水道などのインフラ施設を合わせた「公共施設」を
市民全体の「アセット（資産・財産）」として捉え、その
「マネジメント（経営・やりくり）」を長期的かつ計画的に
行っていく取組を指す。

１９７０年代から９０年代までの時期を中心として整備
された本市の公共施設が今後、２０３０年代から５０年
代までの時期に大量一斉更新を迎えることとなる状況
を踏まえ、しかも人口減少等に伴う税収減（収入の減
少）と高齢化進行等による社会保障費の増大（支出の
増加）という条件下で、施設の更新のための費用をい
かにして工面するかについて検討し、基本方針を平
成２６年度に策定した。

36・62

く 熊谷デジタルミュージアム

　熊谷市が開設したインターネット上の博物館で、市
内の考古・歴史・民俗資料などの文化財や自然・風土
を紹介する。平成２３年１０月に熊谷市Web博物館を
再構築した。

85

く 熊谷文化創造館自主事業
　文化・芸術に触れる機会を提供するため、熊谷文化
創造館が主催・共催するコンサートや演劇など。

80・81
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く くまなびスクール

　中学生の学力向上を図るために、退職教員や教員
免許状所有者、大学生等を指導者（学習支援員）とし
て、放課後や土曜日等に行う補充学習。平成２７年度
から全中学校で実施。

15

げ ゲストティーチャー
　学校などが、専門的な知識や技術などをもつ人材
を講師として招くこと。また、そのような講師のこと。

23

こ コミュニティ・スクール

　　｢学校運営協議会｣ を設置している学校。学校と地
域住民・保護者が力を合わせて学校の運営に取り組
むことが可能となる「地域とともにある学校」に転換する
ための仕組み。

10

さ さくら教室
　不登校児童生徒に対し、自立と学校生活への適応
を図り、学校復帰をめざす「熊谷市適応指導教室」。

42・44・45

し 生涯学習センター
　地域における生涯学習を推進するための中心機関
であり、活動の拠点となる施設。

60

し 小児生活習慣病予防健診

　生活習慣病を予防するために、血圧と血液検査によ
り子どもが高脂血症や高血圧等の危険因子をもって
いないかを調べる健診。
　小学校４年生の希望者を対象に、実施する本市独
自の健診。

46・47

し 新体力テスト

　全国で行われている体力・運動能力調査。
　小学校では、握力（筋力）、上体起こし（筋力・筋持
久力）、長座体前屈（柔軟性）、反復横とび（俊敏性）、
２０ｍシャトルラン（全身持久力）、５０ｍ走（走力）、立ち
幅とび（跳躍力）、ソフトボール投げ（投力）の８種目。
　中学校では、２０ｍシャトルランの代わりに持久走（男
子１，５００ｍ、女子１，０００ｍ）、ソフトボール投げの代
わりにハンドボール投げを実施。

22・23

じ 自己評価
　各学校が自らの教育活動その他の学校運営につ
いて目指すべき目標を設定し、その達成状況につ
いて、各校の教職員が行う評価。

10

じ 受動喫煙検診

　尿中のコチニン量を検査することにより、家族や周囲
の人の喫煙によって子どもが影響を受けていないかを
調べる検診。
　小学校４年生の希望者を対象に、実施する本市独
自の検診。

46・47

じ 巡回相談

　学校からの要請により、臨床心理士や保健師を学校
に派遣し、教員に対して児童生徒の支援策を専門的
立場で、指導・助言する事業。
　保護者の要請により、発達障害を含む障害について
の教育相談を行う事業。

59

-111 -



五十音順 用　　　　　語 解　　　　　説 ページ

じ 情報モラル・セキュリティ研修会

　情報社会を生きぬき、健全に発展させていく上で、
すべての国民が身につけておくべき考え方や態度に
ついて、教員が児童生徒に指導したい内容を扱う研
修会。

26

じ 情報モラル教育
　情報社会を生きぬき、健全に発展させていく上
で、すべての国民が身につけておくべき考え方や態
度を育てる教育。

19・20

じ 人権教育 　人権尊重の精神を身につけるための教育。
24・91・92・
93・94・95

す スクールソーシャルワーカー
　子どもを取り巻く環境に働きかけ、いじめや不登校、
虐待などの問題解決のために学校に配置される社会
福祉的専門家。

41・45

す スケアード・ストレイト教育技法

　学習者に「恐れ」を体感させることにより、社会通念
上望ましくない行為を自主的に行わせないようにする
教育技法。これを交通安全教育に適用し、「ひやっと・
ハッと」する場面を体験させることで、交通安全意識の
醸成と高揚を図る。

37

そ 相談員

　ほほえみ相談員と地域教育相談員のこと。
ほほえみ相談員：いじめや不登校等、児童生徒・保護
者との相談に応じる業務。
地域教育相談員：相談援助並びに地域の情報収集活
動等を行う業務。

42・45

た 体育的活動
体育・保健体育科の授業を除いた、始業前、休み時
間、放課後、部活動等の時間に行われる体育活動。

21・22

た 耐震化率

  昭和５６年以前の旧耐震基準により建築された建
築物及び新耐震基準により建築された建築物の全
体建築物数における、耐震改修建築物及び新耐震
基準建築物の建築物数の占める割合のことで、耐
震化の進捗状況を表す指標。

34・35

た タグラグビー

腰のベルトに付けたタグを相手に取られないように、
楕円球のボールを持って前へ走ったり、後ろへパスを
つないだりして、得点するゲーム。ラグビーのタックル
の代わりにタグを取るので、接触プレーが少ないことが
特徴。

21・22

ち 地域教育相談員
相談援助並びに地域の情報収集活動等を行う臨時職
員。

41・42

ち 中１ギャップ
　中学１年生が、新しい環境や人間関係になじめ
ず、小学校と中学校の間にギャップが存在するとい
う考え方。

42
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つ 通級指導教室

   知的な遅れはなく、概ね学校生活に適応できる
力があるにもかかわらず、聴覚障害や言語障害、
発達障害や情緒障害のために集団生活への不適
応を起こしている児童生徒を対象に個別的な指導
をしていくことを目的に設置された教室。

30・54・55
56・57・58

つ 通常学級支援籍学習
　 特別支援学校に籍を置く児童生徒が市内の小中
学校で交流及び共同学習を行うもの。

53・54・56・
57・58

て ＴＴ（ティームティーチング）
　複数の教員が協力して、授業をきめ細かく行う指導
方法。

21・23

て 適応指導教室
　学校復帰をめざして、不登校児童生徒に対する指
導・教育を行う教室で、教育委員会が学校外に設
置している施設。

42・44・45

と 特別支援教育支援員
　 特別支援学級に在籍する児童生徒の学校生活
における介助・支援及び補助を行う市費による臨時
職員。

53・54

に 日本語指導

　日本語が話せない帰国・外国人児童生徒等の日本
語指導及び学校生活への適応指導の充実などのた
め、日本語指導を必要とする帰国・外国人児童生徒
等の在籍する学校等に、日本語指導臨時講師を派遣
し、行う指導。

19・20

ね 年次研修

　 教職員一人一人のライフステージに応じ、すべて
の教職員が専門職としての必要な知識・技能を習
得することを目的とする研修　※該当年次教職員全
員が対象。

32

の ノーマライゼーション教育推進

　 障害のある子供もない子供も、ともに生きると
いう観点から、ねらいを「共生社会の輪を子供た
ちから大人たちへと広げること」と定め、障害のある
児童生徒には「社会で自立できる力」を、障害のな
い児童生徒には「障害に対する差別や偏見を生じさ
せることのないよう心のバリアフリー」をはぐくむ教
育の推進。

54

の ノーマライゼーションの理念
 　障害のある者も障害のない者も同じように社会の
一員として社会活動に参加し、自立して生活するこ
とのできる社会を目指すという理念。

53・54

は ハートフル学級
　本市教育委員会が実施する、集会所小・中学生学
級と成人学級の名称。

94・95

は ハートフルセミナー

　市民を対象に、人権問題に対する正しい知識を身に
つけ、指導的行動を取ることができる力を育んでいた
だくために開催している、「人権問題研修会・指導者
養成講座」の名称。

91・95

は 発達障害
　 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発
達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、発達性
協調運動障害やトゥレット症候群など。

54・55・56・
57・58
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ふ ふれあい講演会
　生徒の将来の夢や希望を育み、進路意識の啓発・
高揚をはかるための、地域の人々との連携を図った講
演会。

43

ぶ ブックスタート

　赤ちゃんと保護者を対象に、絵本を介して言葉と心
を通わすかけがえのないひと時を持つことを応援する
事業。乳児健診時にボランティアと図書館職員がメッ
セージを伝えながら絵本をプレゼントする。

67・68

ほ ほほえみ相談員
　いじめや不登校等、児童生徒・保護者との相談に応
じる臨時職員。

41・45

み
見える化
（道徳の見える化）

　授業中はもとより、教育活動全般、実生活において
も、礼儀や思いやり等の気持ちを行為に表し、「目に
見える」ようにすること。
　また、道徳の時間の中で、子供の心の変容等を、可
能な限り「目に見える」ようにすること。
例：「心の窓」という教具を使い、心の微妙な揺れや葛
藤を色で表すこと等

39・40

も モジュール学習
　モジュールは時間等の「単位」を意味しており、モ
ジュール学習とは、１０分、１５分などの時間を単位とし
て取り組む学習形態。

19

ら ラウンドシステム
　英語の授業において、１冊の教科書を、最初から最
後まで１年間で繰り返し学習する方法。熊谷市では、１
年間で教科書を５周する「５ラウンド」を行っている。

15

や ヤングアダルト（YA）
　青少年中期にあたる中学生、高校生を中心とした世
代を、児童とも成人とも異なる要求をもった独自の存
在としてとらえた名称。

65

れ レファレンスサービス
  図書館利用者が、学習・研究・調査を行うために
必要とされる情報・資料などを、図書館員が、検索
し、提供することにより、これを手助けする業務。

65
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熊谷市の教育、学術及び文化の振興に関する

総合的な施策の大綱
（平成２７年度～平成２９年度）

＜基本方針＞

１ 学校・家庭・地域が連携して子供を育てる

２ 確かな学力（知・徳・体）を身に付けさせる

３ 安全で快適な学校づくりを進める

子供たちが地域の中で心豊かで健やかにはぐくまれる環境づくりを推進するため、家庭

や地域の教育力の向上を図るとともに、学校との連携を図り、放課後子供教室推進事業と

して、安心・安全な活動拠点をつくります。

また、放課後児童健全育成事業と連携し、総合的な放課後対策として、子育てを支援しま

す。

学力向上対策を推進し、学力日本一を目指します。

子供たちに「確かな学力」を身に付けさせるため、教職員の資質の向上に努め、授業が

わかりやすいものとなるよう工夫改善を図ります。

また、日々の体育授業を充実するとともに、子供たちが進んで運動に取り組み体力を高

める機会を増やします。

さらに、全教育活動を通じて、心の「見える化」を図り、道徳的実践へとつなげていきま

す。

安全で快適な教育環境を確保するため、学校の施設・設備の計画的な整備を進めます。

また、通学路の交通安全対策を推進します。
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４ たくましく心豊かな子供を育てる

５ 魅力ある生涯学習事業、施設を拡充・整備する

６ 芸術・文化活動を支援する

７ 人権尊重のまちをつくる

８ 総合的な教育・文化施設の整備を推進する

朝ごはんをしっかり食べる運動を推進するとともに、食育を充実します。また、家の手伝

いをする運動を通して、基本的な生活習慣を身に付け、たくましくやる気のある子供を育て

ます。

ノーマライゼーション教育の推進を通して、他者を思いやり、共に生きる社会をつくる、心

豊かな子供を育てます。

市民の多様で高度な学習ニーズに対応した学習情報を提供するとともに、施設の改修整

備を進め、生涯を通じた多様な学習活動の支援を図ります。

質の高い芸術作品にふれる機会を増やすとともに、市民の芸術・文化活動の推進を図り

ます。

また、文化財や伝統文化の保護と継承を図ります。

すべての市民が、お互いの人権を尊重しながら共に生きる「人権尊重のまちづくり」を目

指します。

熊谷市公共施設アセットマネジメント基本方針に沿い、教育・文化施設の効果的かつ効

率的な運営を目指した再編・整備を進めます。

また、少子化に対応した学校規模の適正化・魅力ある学校づくりを推進するとともに、学校

給食の自校式化を進めます。


